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は じ め に 

 

 

平成１１（１９９９）年６月に成立した「男女共同参画社会基本法」第１４条

において、地方公共団体は男女共同参画社会の実現に向けて、地域の現状を踏ま

えた施策に取り組むことが求められており、近年は、あらゆる分野における女性

の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進が必要となっています。 

川崎市では、平成１３(２００１)年に、「男女平等かわさき条例」（以下｢条例｣

という。）を施行し、平成１６(２００４)年に「川崎市男女平等推進行動計画～か

わさき☆かがやきプラン～｣を策定しました。また、平成３０(２０１８)年３月に

は「第４期川崎市男女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」（以下「第

４期行動計画」という。）を、令和４（２０２２）年３月には「第５期川崎市男女

平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」（以下「第５期行動計画」とい

う。）を策定し、「男女平等のまち・かわさき」の実現に向け、男女平等施策の推

進に努めているところです。 

本書は、条例第９条に基づく年次報告書として、第５期行動計画の計画期間の

２年目となる令和５（２０２３)年度における施策事業の実施状況や今後の課題、

また、川崎市男女平等推進審議会が行動計画のさらなる推進に向けて実施したヒ

アリング調査の結果（評価と提言など）について取りまとめたものです。 

「男女平等のまち・かわさき」の実現のためには、行政がこうした実施状況や

課題を踏まえて取組を進めていくことはもちろんのこと、市民の皆様一人ひとり

が、男女共同参画を身近な問題として意識し、連携して取組を推進することが重

要です。 

本書が、男女共同参画社会の形成に向けて理解を深める一助となれば幸いです。 

 

 

令和６ （２０２４）年１２月 
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４ 第５期行動計画体系図 １ 第５期川崎市男女平等推進行動計画 体系図 

Ⅱ 
 職業生活・家庭生活における 

男女共同参画の推進 
【女性活躍推進計画】 

Ⅲ 
 地域における 

男女共同参画の推進 
 

２ 男女共同参画の視点に立った施策の
推進 

３ 政策・方針の立案及び決定への 
女性の参画拡大 

４ 働く女性・働きたい女性への 
  キャリア形成支援 

５ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の実現に向けた 
環境づくり 

９ 地域活動における男女共同参画の 
  推進 

10 男女共同参画の視点に立った 
  貧困など複合的な困難に対する支援 

11  生涯を通じた健康支援 

Ⅰ 
 男女共同参画に係る 

教育・啓発の推進 

１ 男女共同参画の理解の促進 

８ 女性に対するあらゆる暴力の防止と
被害者への支援 

  

６ 家庭生活への男性の参画促進 

７ 女性活躍や働き方改革に向けた 
  企業の取組の促進 

目 標 基本施策 
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 (6) 市職員の意識改革 
 (7) ジェンダー統計についての理解の促進及び男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

把握の実施 

(22) 家事・子育て・介護における男性の主体的な参画の促進 
(23) 男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進 

 (8) 審議会等委員への女性の参画の推進 
 (9) 女性職員のキャリア形成支援と登用の推進 
(10) 企業や市の関係団体等における女性の育成・登用に向けた取組の促進 

(16) 子育て支援策の充実と利用の促進 
(17) 高齢者福祉サービスの充実と利用の促進 
(18) 育児・介護休業制度などの定着と利用の促進 
(19) 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進 
(20) 市役所における働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進 
(21) 働く場におけるハラスメントの防止と被害者支援の推進 
 

(30) 地域で活動する市民団体等と連携した男女共同参画の促進 
(31) 地域活動における方針決定過程への女性の参画促進 
(32) 男性が地域活動に参画できる環境づくり 
(33) 地域における子ども・若者の自己形成や社会参画の促進 
(34) 男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 

(35) 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 
(36) ひとり親家庭に対する支援の充実と自立の促進 
(37) 外国人市民に対する支援の充実と差別のない人権尊重のまちづくりの推進 
(38) 高齢者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援 
(39) 障害者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援 
(40) 性的マイノリティの人々の人権尊重に向けた取組の推進 
(41) 就労に困難を抱えた若者に対する自立支援の促進 
(42) 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 
(43) 妊娠・出産などに関する健康支援 
(44) 女性特有の健康課題に対する性差医療の推進 
(45) リプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康／権利）や健康に関す 

る正しい知識の普及啓発の推進 
(46) こころと体の健康に関する相談事業の推進 

 

 (1) 男女共同参画に関する広報・啓発の推進 
 (2) 男女共同参画に関する生涯学習の推進 
 (3) 就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進 
 (4) 男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進 
 (5) 性の多様性についての理解の促進 

(11) 働く女性の就業継続とキャリアアップ支援の推進 
(12) 専門分野や専門職等への女性の参画拡大 
(13) 多様なニーズに対応した就業支援の推進 
(14) 女性の起業・事業継続に向けた支援の推進 
(15) 多様な選択を可能とする教育・学習機会の提供 

(24) 女性の活躍推進や多様な働き方、ハラスメント防止に向けた企業への啓発の推進 
(25) 女性の活躍推進や働き方改革に取り組む企業への支援の推進 
(26) 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び地域における連携の強化 

施 策 

(27) ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進 
(28) 若年層に対する暴力の防止と被害者支援の推進 
(29) 男女平等や人権侵害に関する相談事業の推進 
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２ 第５期川崎市男女平等推進行動計画の推進状況について 

 

各事業の所管課による自己評価（２６ページ～「４ 個別事業の進捗状況について」）の結果等を踏 

まえ、第５期行動計画の目標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲにおける令和５(２０２３)年度の主な取組状況及び計画に位

置付けられた目標数値の達成状況と施策の進捗状況をまとめました。 

※内容は令和５年度実績ですが、所管部署名は、令和６年４月１日現在のものです。 
 

目標Ⅰ－１ 主な取組状況、課題及び今後の方向性 

 

目標Ⅰ 男女共同参画に係る教育・啓発の推進   
 

（基本施策１「男女共同参画の理解の促進」） 

川崎市では、毎年、国の男女共同参画週間（６月２３日から２９日）に合わせて、市内の公共施

設等を中心に男女平等推進に関する普及啓発活動を行っています。令和５年度は、市役所第３庁舎、

麻生市民館、グランツリー武蔵小杉で男女共同参画に係るパネル展示を行いました。その際は、身

近にジェンダー問題を考えるきっかけとなるよう、市民活動グループ ジェンクロス・カワサキと

協働して、日々の生活に潜むジェンダーにまつわるモヤモヤを「もや虫」にたとえて表現した特別

パネル展示を実施しました。さらに１１月１２日から２５日までの「女性に対する暴力をなくす運

動」期間中は、市役所本庁舎を運動のシンボルカラーであるパープルの色にライトアップを行うと

ともに、啓発期間に合わせ参加型アート「The Clothesline(クロースライン)」の展示を行いまし

た。「The Clothesline(クロースライン)」は参加型のアート・プロジェクトで、参加者にこれまで

受けた差別やハラスメントなどの経験を匿名で紙に書いてもらい、物干しロープ（clothesline）

に洗濯ばさみで挟むことで、ジェンダーに基づく見えづらい被害経験を浮かび上がらせるもので

す。展示は、川崎市男女共同参画センターやかわさき市民活動センターによる「ごえん楽市」、市

役所本庁舎で開催した「まちのひろばフェス」で行い、多様な方に参加いただきました。  

 

（基本施策２「男女共同参画の視点に立った施策の推進」） 

 市民の男女共同参画にかかる意識と実態の最新状況を把握するため、令和５年度は「かわさきの

男女共同参画に関するアンケート調査」を行いました。調査は満１８歳から７９歳の市民を対象に、

郵送による返送及び Web 回答で実施しました。具体的な調査内容としては、男女の地位や平等感、

男女共同参画に関する用語や制度の認知、現在の生活状況や夫婦や家庭に関する考え、ＤＶ相談窓

口の認知やＤＶ、デートＤＶ、性暴力の被害経験と相談状況などを把握しました。調査から、「男

性は外で働き、女性は家庭を守るのが望ましい」といった固定的な性別役割分担を肯定する人の割

合は、男女ともに平成３０年度の前回調査から有意に低下していましたが、家庭内での分担状況は、

女性が家事や育児、介護、男性が収入を得ることに偏っており、依然として性別役割分業が見られ

ることが把握されました。調査結果は川崎市男女共同参画センターのホームページで公開すると

ともに、調査を基にしたデータブックを令和６年度に作成する予定です。 

 

目標Ⅰ－２ 目標数値の達成状況と施策の進捗状況 

 

基本施策１ 男女共同参画の理解の促進 

 

（１）男女共同参画に関する市民の意識 
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数値目標：性別にかかわらず、自分の個性や能力が発揮できる状況であると思う市民の割合（男

女が平等になっていると思う市民の割合）を、令和７(２０２５)年度までに、４０％となるよう

目指す。 

 

令和元 

（２０１９）

年度 

令和２ 

（２０２０）

年度 

令和３ 

（２０２１）

年度 

令和４ 

（２０２２）

年度 

令和５ 

（２０２３） 

年度 

性別にかかわらず、自

分の個性や能力が発揮

できる状況であると思

う市民の割合（男女が

平等になっていると思

う市民の割合） 

３２．５％ ―  ３８．９％ ― ４１．９％ 

※調査項目は２年に１度把握 

【出展 川崎市総合計画に関する市民アンケート】 

 

（２）メディア等での情報発信 

・新聞、ラジオ（ＦＭかわさき等）、タウン誌、インターネット、男女共同参画センター発行の情

報誌「すくらむ」（年３回、各４,０００部作成）など、様々な広報媒体を通じて情報提供を実施

しました。 

 ・第５期行動計画や年次報告書等を市ホームページ内の男女平等施策のページにて公表しました。 

・男女共同参画センターのホームページにより、施設紹介、講座・イベントの案内や相談・支援等

についての情報提供を実施しました。 

・家庭、職場、地域等における女性の活躍推進に関する事業や取組をとりまとめた「かわさき女性

応援ページ」を市ホームページで公開し、適宜情報を更新しました。 

 

 ホームページアクセス件数 

 
令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

川崎市男女平等施策の 

ホームページ 
 ３４,４２６件  ４０,３４４件  ３１，０１１件 

男女共同参画センターの 

ホームページ 
１１０,１４８件 １１９，２０９件 １３９，４１３件 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和３(２０２１)年度～令和５(２０２３)年度事業報告書】 

 

●川崎市男女平等施策のページ 

（https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html） 

・かわさき女性応援ページ 

（https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-10-8-0-0-0-0-0-0-0.html） 

 

 ●男女共同参画センター（すくらむ２１）のホームページ 

 （https://www.scrum21.or.jp/） 

 

 

 

 

（３）「男女共同参画かわさきフォーラム」の参加者数 

 ・川崎市では、毎年「男女共同参画」について考える機会として、「男女共同参画かわさきフォー

 
検索  すくらむ２１ 
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ラム」を開催しています。 

・令和５（２０２３）年度は、東京大学大学院教授田中東子さんを講師としてお招きし、「ジェン

ダーで学ぶメディア文化－メディア炎上事例から見る男女共同参画」をテーマに、講演をしてい

ただきました。講演は会場での聴講と録画配信の視聴の２種類の方法と当初予定していました

が、急遽、講師の方の都合により会場での開催は中止し、録画配信のみとなりました。 

 

 

参加者数 

 
令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

会場参加 ９２人 １１７人 － 

オンライン視聴 ２２８人 ２６３人 ２４９人 

 ※令和５年度は、会場での開催を中止したため、オンラインのみで実施 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

 

基本施策２ 男女共同参画の視点に立った施策の推進 

（１）市職員に対する男女共同参画への理解の促進 

・階層別研修及び e ラーニング研修を通じて、職員に対する男女共同参画社会や性の多様性につ

いての理解促進を行いました。 

・市民に対応する多様な業務で、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）に基づいた言動

が行われないよう、庶務課長会議で理解促進について依頼し、関連資料を配布・周知しました。 

・申請書等における性別記載欄の見直しについて整理を行い、事業の性質やジェンダー統計の必 

要性の観点を踏まえて、性の多様性を尊重した選択肢の設定を全庁に通知しました。 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

 

 

（２）市の広報資料における表現の点検 

・市が作成する様々な刊行物が、性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージにとらわれない

表現となるよう、庁内の男女共同参画推進連絡会議において、「公的広報の作成に関する表現の

手引」（以下「手引」という。）を配布し、事例を交えながら各局本部(室)区の男女共同参画推

進員を通じて周知啓発を行いました。 

・広報広聴主管会議において、各局本部(室)区の担当者に対し、手引に基づいた広報の実施につ

いて周知しました。 

・広報物作成を業者に委託する場合も行政が作成する場合と同様に、「手引」に沿って作成するよ  

 う委託業者に説明し、依頼するよう周知を行いました。 

   

 

 

 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 
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目標Ⅱ－１ 主な取組状況、課題及び今後の方向性 

 

目標Ⅱ 職業生活・家庭生活における男女共同参画の推進  

 
（基本施策３「政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大） 

川崎市男女共同参画センターでは、川崎市内在住・在勤で就業中の女性に対し、参加者同士が繋

がりを持ちながら、キャリア形成や管理職登用を目指すことを支援するために「女性リーダーのた

めのマネジメント力強化講座」を実施しています。講座ではキャリアアップを目指す女性だけでは

なく、事業者も対象にしており、全５回のうち、４回以上の出席した事業者には「地域女性活躍推

進事業所認定証」を発行することで市内企業の女性活躍の推進を図ることも目的にしています。令

和５年度も昨年度と同様にハイブリッド形式で開催し、遠方の方でも参加しやすい環境を整備す

ると同時に、会場参加者には講座の終了後に感想の共有や情報交換を行う交流会を実施しました。

受講後のアンケート結果を見ると対面参加者の満足度が高く、今後も受講者同士の交流機会やネ

ットワーク形成の場となるよう継続的な実施を行っていきます。 

 

 

（基本施策４「働く女性・働きたい女性へのキャリア形成支援」） 

  再就職やキャリアアップ、育児中や休職中の不安など、女性の働くことにまつわる様々な相談を

受ける女性のための個別キャリア相談では、令和５年度から、ハローワークインターネットサービ

ス検索を導入し、相談者と一緒に求人情報の検索、条件の絞り込みを行うなど、一人ひとりの就労

ニーズに寄り添った相談を実施しました。また、初めての取組として出張個別キャリア相談を行う

など、週１回の開催で延べ１１５人の相談を受けました。また、このほか、川崎市では「キャリア

サポートかわさき」で就職・転職を目指す女性を対象に託児サービス付きの女性カウンセラーによ

る相談窓口を毎週火曜日に設置しており、引き続き、女性のキャリア形成に向けた就労支援を行っ

ていきます。 

 

 

（基本施策５「男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた環境づくり」） 

  川崎市男性職員の育児休業取得率は、「川崎市特定事業主行動計画」に基づき、令和７年度まで

に３０％とすることを目標としていましたが、令和４年度に３７．４％に到達し、目標値を達成し

ました。こうした状況と併せて、計画策定後に、「こども未来戦略方針」（令和５年６月１３日閣議

決定）において、公務員に係る男性の育児休業取得率の政府目標が引き上げられたことを踏まえ、

令和５年１０月に新たな目標値を設定しました。具体的には、男性職員の育児休業取得率を令和 7

年度までに市長事務部局等については８５％以上（一週間以上の取得のみ）、市長事務部局以外の

任命権者については５０％以上を目指すとしており、取得率の向上だけではなく取得期間の拡大

も促進を目指しています。 
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（基本施策６「家庭生活への男性の参画促進」） 

  かわさきの男女共同参画情報誌「すくらむ」では、令和５年度発行の VOL.77 で「男性にとって

の男女共同参画」を特集テーマとしました。特集では川崎市出身で「男性の生きづらさ」について

発信を行っている批評家の杉田俊介さんのインタビュー記事を掲載し、男性にとってのジェンダ

ー平等への関わり方についてお話しいただきました。男性が抱える悩みや困りごとについて、川崎

市男女共同参画センターでは毎週水曜日の夜に「男性のための電話相談」を開設しており、令和５

年度は２４３件の相談がありました。性別にとらわれることなく、誰もが生きやすい「男女共同参

画社会」の実現に向けて、引き続き、性別によって異なる困難や生きづらさを可視化し、それぞれ

のニーズやジェンダー平等に資する取組を推進することが求められています。 

 

 

（基本施策７「女性活躍や働き方改革に向けた企業の取組の促進」） 

  川崎市では、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組んでいる中小

企業を対象にした「かわさき☆えるぼし」認証制度を推進しており、令和５年度は認証制度を多く

の方に知っていただくための動画を作成し、YouTube チャンネル等を通じて公開しました。制度創

設から６年目となる令和５年度は２３社を新たに認証し、加点対象となる長時間労働の削減や休

暇の取得促進のみならず、組織全体として生産性向上とあわせたワーク・ライフ・バランスの推進

や、従業員の健康増進の視点も入れてマネジメントを実施し、成果を出している取組もみられまし

た。引き続き市内企業の好事例を発信し、「かわさき☆えるぼし」認証の認知度を向上させていく

ことが重要です。 

 

目標Ⅱ－２ 目標数値の達成状況と施策の進捗状況 

 

基本施策３ 政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大 

 

（１） 川崎市における審議会等への女性の参加比率 

数値目標：①審議会等委員の女性比率が令和７(２０２５)年度までに、４０％となるよう目指す。 

②女性委員ゼロの審議会等をなくす。   

 

 
審議会

等の数 
委員総数 女性委員数 

女性委員の参

加比率① 

女性委員

ゼロの審

議会等の

数② 

委員がほぼ

同数で構成

されている

審議会等の

割合 

令和元 

(２０１９)年度 
２８２ ３,０２２人 ９４３人 ３１．２％ ２１ ３６.９％ 

令和２ 

(２０２０)年度 
２８６ ３,０４６人 ９４６人 ３１．１％ １９ ３８.５％ 

令和３ 

(２０２１)年度 
２７０ ２,９３０人 ９１４人 ３１．２％ ２２ ３６.３％ 

令和４ 

(２０２２)年度 
２６２ ３,０００人 ９６７人 ３２．２％ ２０ ３７.４％ 

令和５ 

(２０２３)年度 
２７０ ３,３５１人 １,１２２人 ３３．５％ ２１ ４０.７％ 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

（各年６月１日現在） 
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（２）市役所における女性の管理職登用等状況 

①市の役付職員に占める女性比率 

数値目標：令和７(２０２５)年度までに、課長級３０％を目標とする。 

                                   （各年４月１日現在） 

 ※比率＝各役付の女性職員数／各役付職員の総数×１００ 

 平成２９(２０１７)年度数値から県費から市費に移行した教職員分を含みます。 

【新規採用職員に占める女性の割合 出典：川崎市職員の人事に関する統計報告令和元(２０１９)年

～令和５(２０２３)年、女性職員比率・管理職登用状況 出典：令和５(２０２３)年度 川崎市特

定事業主行動計画の実施状況の公表について】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新規採用職

員に占める

女性割合 

女性職員比

率 

係長級 課長補佐 課長級 部長級 局長級 

令和元 

(２０１９)年度 
４９.７％ ４２.６％ ３５.１％ ２２.１％ ２３.９％ １８.０％ ５.３％ 

令和２ 

(２０２０)年度 
４９.９％ ４２.９％ ３４.５％ ２２.３％ ２４.５％ １８.３％ ７.７％ 

令和３ 

(２０２１)年度 
５２.７％ ４３.３％ ３４.０％ ２３.５％ ２４.０％ ２０.６％ ５.４％ 

令和４ 

(２０２２)年度 
５４.４％ ４３.７％ ３３.４％ １９.０％ ２５.０％ ２２.２％ ７．９％ 

令和５ 

(２０２３)年度 
５２.５％ ４３.９％ ３３.５％ １９.９％ ２５.９％ ２４.８％ ５．３％ 

（年度） 
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（３）学校教員及び校長・教頭等に占める女性の割合 

（各年４月１日現在） 

【教育委員会教職員人事課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）市職員における男女の賃金格差 

男女の給与の差異（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

職員区分 
市長事務部

局 
上下水道局 交通局 病院局 消防局 

教育委員会

事務局 

任期の定めのな

い常勤職員 
８９．６％ ８５．１％ ８２．６％ ６３．４％ ８７．３％ ９４．４％ 

任期の定めのな

い常勤職員以外

の職員 

８４．８％ ９５．６％ ７３．９％ ６４．０％ ８５．０％ ９５．３％ 

全職員 ７９．６％ ８４．１％ ７３．３％ ６１．７％ ７５．７％ ９２．９％ 

※差異の算出にあたって用いている職員数は、短時間勤務職員等については常勤職員の所定勤務時間を

もとに勤務時間に応じて換算しています。 

【出典 令和５(２０２３)年度 川崎市特定事業主行動計画の実施状況の公表について】 

 

 

 女性教員 

比率 

小学校 中学校 高等学校 

校長 教頭 校長 教頭・ 

副校長 

校長 教頭・ 

副校長 

令和元 

(２０１９)年度 
５９.２％ ３２.４％ ４５.２％ １３.４％ ２２.６％ ０.０％ ７.７％ 

令和２ 

(２０２０)年度 
５９.０％ ３３.３％ ４７.８％ １３.５％ ２２.６％ ０.０％ ７.７％ 

令和３ 

(２０２１)年度 
５９.２％ ３９.５％ ５０.９％ １７.３％ ２０.８％ ０.０％ ７.７％ 

令和４ 

(２０２２）年度 
５７.６％ ４３.９％ ５２.６％ １５.４％ ３０.８％ ０.０％ ７．７％ 

令和５ 

(２０２３）年度 
５８.６％ ４３.９％ ５１.８％ １７.３％ ３２.１％ ０.０％ ２３.１％ 

（年度） 
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（５）市議会議員に占める女性の割合 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

市議会議員

に占める女

性の割合 
１５．５％ ２５．０％ ２５．４％ ２５．０％ ２４．１％ 

※各年度の数値は、国の把握に基づき前年度の１２月３１日現在となっている。 

【出典 令和元(２０１９)年～令和５(２０２３)年度  

地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況】 

 

 

基本施策４ 働く女性・働きたい女性への就業等支援 

 

（１）キャリアサポートかわさきにおける女性年間就業者決定者数 

数値目標：令和７(２０２５)年度までに、「キャリアサポートかわさき」における女性の年間就

業決定者数が２７５人以上になるよう目指す。 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

（２０２０）年度 

令和３ 

（２０２１）年度 

令和４ 

（２０２２）年度 

令和５ 

（２０２３）年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

登録者

数 

３４７

人 

６７６

人 

３４７

人 

４６０

人 

４２５

人 

４５９

人 

５３１

人 

６４５

人 

５３９

人 

６１２

人 

就労決

定者数 

１７６

人 

３２７

人 

１７６

人 

２３６

人 

１７５

人 

２００

人 

２１９

人 

２７０

人 

１６９

人 

２４５

人 

【経済労働局労働雇用部】 

 
（２）男女共同参画センターでの女性の就業、就業継続及び再就職に向けた支援講座の実施 

・就業支援講座として、再就職のためのパソコンスキルアップ講座（計１４回）を開催しました。 

・女性のための個別キャリア相談は、毎週１回（第１・３週は土曜日、第２・４週は火曜日）に開催       

し、延１１５人の相談を受けました。よりよい再就職・転職に向けて、キャリアの整理や履歴書・ 

職務経歴書の書き方や、社会保険・雇用保険等に関する情報提供、採用試験への準備などについて 

相談支援を実施しました。 

   【出典 川崎市男女共同参画センター令和５(２０２３)年度事業報告書】 

 

 
（３）女性のための起業・経営相談の実施状況 

・起業支援講座は、女性起業家プラン作成支援講座＆サロン（計５回）を開催しました。 

・女性のための起業・経営相談は、起業家無料相談会（計９回）、創業・融資無料相談会（計５回）、      

起業家向け無料相談会（計１０回）を開催し、延８７人の相談を受けました。相談希望者に対し、

企業の各段階で生じる課題や悩みの内容によって相談会を選び、アドバイスを得る機会を提供し

ました。 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和５ (２０２３)年度事業報告書】 
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基本施策５ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた環境づくり 

 
（１）子育て支援施設の概況 

 ・川崎市の令和５ (２０２３)年４月１日現在の保育所数（地域型保育事業施設及び認定こども園

を含む。）は５６１か所です。在籍児童数は３万７，５４６人と、前年度比で３．９％増加しま

した。 

・市が設置する保育所のほかに、認可外保育施設として、市が一定の基準に基づき認定し運営費等

の助成を行う川崎認定保育園（平成２５(２０１３)年４月から開始）、地域保育園などがありま

す。 

 ・小学生を対象に、放課後や土曜日、長期休暇中の遊びや生活の場を確保するための支援事業とし

て、「わくわくプラザ」を市内の全ての公立小学校に設置しています。 

 

 

 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスの取組を行っている事業所割合 

 数値目標：令和７(２０２５)年度までに、８０％以上を目指す。 

 令和元 

(２０１９) 

年度 

令和２ 

(２０２０) 

年度 

令和３ 

(２０２１) 

年度 

令和４ 

(２０２２) 

年度 

令和５ 

(２０２３) 

年度 

ワーク・ライ

フ・バランスの

取組を行ってい

る事業所割合 

７４.０％ ７６.８％ ７９.１％ ８０．０％ ７７．６％ 

  【出典 令和元(２０１８)～令和５(２０２３)年度版 川崎市労働白書】  

 

（３）川崎市の民間企業・事業所における年次有給休暇の消化状況 

  

２０％ 

未満 

２０- 

２９％ 

３０- 

３９％ 

４０- 

４９％ 

５０- 

５９％ 

６０- 

６９％ 

７０- 

７９％ 

８０％ 

以上 
無回答 

事業所 

(n=８９７) 
７．６％ ４.６％ 

１３．

１％ 
７．８％ １４．１％ １２．７％ １５.９％ ２２.１％ ２.０％ 

※調査事業所数に占める割合   【出典 令和５（２０２３)年度版 川崎市労働白書】 

 

 

 

  

年度 

令和元 

(２０１９) 

年度 

令和２ 

（２０２０）

年度 

令和３ 

（２０２１）

年度 

令和４ 

（２０２２）

年度 

令和５ 

（２０２３）

年度 

保育所

の概況 

施設数 ４５２ ４８４ ５２０ ５４６ ５６１ 

在籍人員 ３２,７６５人 ３４,０９２人 ３５,４９３人 ３６,８６４人 ３７,５４６人 

待機者 １４人 １２人 ０人 ０人 ０人 

わくわ

くプラ

ザの 

利用状

況 

設置数 １１４ １１４ １１４ １１４ １１４ 

在校児童

数 

７４,００９人 ７３,６８１人 ７３,７８９人 ７３,７９０人 ７３,３２４人 

登録児童

数 

３６,７０３人 ２６,６６５人 ２４,９５６人 ２５,１０３人 ３０,０６１人 

登録率 ４９.６％ ３６.１％ ３３.８％ ３４．０％ ４１．０％ 

【保育所の概況：川崎市統計書令和５（２０２３）年度版 

わくわくプラザの利用状況：こども未来局青少年支援室】 
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（４）市役所における男性の育児休業取得状況 

①数値目標：令和７(２０２５)年度までに、配偶者が出産した男性職員に占める育児休業取得者の 

割合３０％を目指す。 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

割合 

（人） 
１０.３％ １７．８％ ２５．８％ ３７．４％ ５７．８％ 

※（算出方法）＝育児休業を取得した男性職員数／子の誕生を迎えた男性職員数 

 
 
②取得期間の分布状況 

  
７日未満 

７日以上 

２週間未満 

２週間以上

１月未満 

１月以上 

半年未満 

半年以上 

１年未満 

１年以上 

１年半未満 

１年半以上

２年未満 
２年以上 

取得者全体

２３４人 

（取得対象

者４０５人) 

６人 １９人 ７０人 １１６人 １３人 ７人 １人 ２人 

   【出典 令和５(２０２３)年度 川崎市特定事業主行動計画の実施状況の公表について】 

 

 
（５）市役所における職員の年次休暇の取得状況 

 令和元 

(２０１９) 

年度 

令和２ 

(２０２０) 

年度 

令和３ 

(２０２１) 

年度 

令和４ 

(２０２２) 

年度 

令和５ 

(２０２３) 

年度 

平均取得

日数 

男性１５.４日 

女性１４.６日 

男性１４.４日 

女性１３.７日 

男性１４.７日 

女性１３.２日 

男性１５.２日 

女性１３.６日 

男性１６.６日 

女性１５.３日 

 【総務企画局人事課】 

 
 

（６）市役所における男女別介護休業取得者の人数 

 

令和元 

(２０１９) 

年度 

令和２ 

（２０２０） 

年度 

令和３ 

（２０２１） 

年度 

令和４ 

（２０２２） 

年度 

令和５ 

（２０２３） 

年度 

男性  ４人 ４人 ２人 ４人 ６人 

女性 ４人 ３人 ７人 ５人 ４人 

【総務企画局人事課】 

 

（７）市役所職員の時間外勤務状況：年間４８０時間を超える時間外勤務者数 

 令和元 

(２０１９)年

度 

令和２ 

（２０２０）

年度 

令和３ 

（２０２１）

年度 

令和４ 

（２０２２） 

年度 

令和５ 

（２０２３） 

年度 

男性 ３７５人 ６１３人 ６６７人 
 

  ６５０人 

 

  ６３７人 

女性 １１０人 ２０８人 ２５７人 
 

 ２３４人 

 

 １８９人 

【総務企画局人事課】 
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基本施策６ 家庭生活への男性の参画促進 

 

（１）各区役所地域みまもり支援センター 両親学級 

 各区役所地域みまもり支援センターでは、初めて出産する方とそのパートナーを対象に妊娠・出

産・子育てに必要な知識を学ぶことができる両親学級を開催しています。 

 

 
令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

開設回数 ９２回 １５０回 １６２回 ２０４回 １９２回 

開設延日数 ２２８日 ２０１日 １９２日 ２３５日 ２２８日 

参加 

者数 

総数 ４,３８７人 ３,１８８人 ４,４８６人 ５,７２１人 ６,４８０人 

うち 

男性 
１,９９３人 １,２９７人 １,９５０人 ２,６２５人  ３,１３３人 

受講者延べ数 ７,５７７人 ３,６０９人 ４,８０３人 ６,０９９人 ６,４８０人 

※新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和元(２０１９)年度～令和３（２０２１）年度は実施回数と参加者 

数が減少しています。                【こども未来局児童家庭支援・虐待対策室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

基本施策７ 女性活躍や働き方改革に向けた企業の取組の促進 

 
（１）「かわさき☆えるぼし」認証企業数 

 

 令和元 

(２０１９)   

年度 

令和２ 

(２０２０)   

年度 

令和３ 

(２０２１)   

年度 

令和４ 

(２０２２)   

年度 

令和５ 

(２０２３)   

年度 

新規認証企業数 １９社 １８社 ２６社 ４４社 ２３社 

総認証企業数 ４３社 ５９社 ８３社 １０９社 １３２社 

              ※平成３０年度認証制度創設。認証期間は令和３年度から２年間から３年間に変更 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

 

（年度） 

（人）   （％） 
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目標Ⅲ－１ 主な取組状況、課題及び今後の方向性 

 

目標Ⅲ 地域における男女共同参画の推進  

 
（基本施策８「女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援」） 

川崎市では、若年層を対象にしたデートＤＶ予防啓発ワークショップを、市内中学校、高等学校、

大学、専門学校で行っています。令和５年度は全１５回を開始し、1,594 人が参加しました。講座

終了後は、参加者にアンケートを行っており、中学生からは主に、ワークショップを通じてデート

ＤＶについて理解を深めることができたという感想や、将来、デートＤＶが身近に起こらないよう

気を付けたいといった感想、大学生からは自分が過去に経験したことがデートＤＶだったと気づ

いたといった感想なども聞かれました。ＤＶや性暴力の許さない社会づくりに向けて、引き続き各

年齢層に合わせた啓発を推進していきます。 

 

 

（基本施策９「地域における男女共同参画の推進」） 

川崎市男女共同参画センターでは、男女共同参画社会の形成に向けた活動に取り組む市民活動

団体等との協働事業を推進しており、令和５年度は６団体が採択されました。採択団体の一つの川

崎の男女共同参画をすすめる会とＮＰＯ法人かながわ女性会議川崎は、非正規・中高年シングル女

性を取り巻く現状や課題について学習会を開催し、ジェンダー平等と雇用問題に関する講義や、中

高年シングル女性の生活実態調査の報告を踏まえたディスカッションなどを行いました。令和３

年度から活動を開始したジェンクロス・カワサキでは、日常的に感じるジェンダーについてのモヤ

モヤを言語化し学びを深める市民向け「ジェンダーもやもやワークショップ」を開催するとともに、

そのための教育・研修ツールである「ジェンダーもやもや発見カード」の遊び方を説明した動画や

カリキュラムを制作しました。引き続き、地域に根差した男女共同参画の推進に向けて、市民活動

団体等と協働した公募型事業を推進していきます。 

 

 

（基本施策１０「男女共同参画の視点に立った貧困など複合的な困難に対する支援」） 

  川崎市では内閣府地域活躍女性交付金を活用した女性の孤立を解消するつながりサポート事業

を令和３年度から実施しており、令和５年度はシングル女性を対象とした居場所事業や、居場所参

加者を対象とした相談事業などを実施しました。令和５年度はさらにシングルマザーを対象に、セ

ミナーや相談、子どもの居場所をまとめて提供するイベントを２回開催し、子ども向けのイベント

や保育を併設する中で、子連れで参加した方も安心して相談する場や参加者同士の交流の場を提

供し、その後の相談事業や居場所事業の利用につながりました。孤立しがちなシングル女性やシン

グルマザーに支援を届けることを目的に、今後も地域の民間団体等と連携した支援体制を構築し

ていくことが求められています。 

  

 

（基本施策１１「生涯を通じた健康支援」） 

  川崎市男女共同参画センターでは、手を動かしながら参加者が話をし、日ごろ感じていることを

安心して吐き出せる場づくりを目的として「ニットカフェ」を開催しています。令和５年度は１０

回の開催で１２８人が開催し、カフェを通じて顔見知りになった人同士が家族や生活のことなど

も話せる場となっています。 
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目標Ⅲ‐２ 目標数値の達成状況と施策の進捗状況 

基本施策８ 女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援 

 

（１）「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」の推進 

  ＤＶ防止対策や被害者支援を具体的に推進するために策定した｢川崎市ＤＶ防止・被害者支援基

本計画｣に基づき、弁護士会、裁判所、医師会、法務局、警察、児童相談所、各区保健福祉センタ

ー等の関係機関により組織された「川崎市ＤＶ被害者支援対策推進会議」を開催し、ＤＶ被害者支

援の状況の情報提供や意見交換等を行い、効果的な被害者支援に向けて、緊密かつ円滑な連携に努

めました。なお、平成２８(２０１６)年度から裁判所がオブザーバーとして参加しています。 

                         【こども未来局】 
 

 

（２）ＤＶ相談対応件数（ＤＶ被害者相談） 

 

 
 
 

ＤＶ相談支援

センター（総

合相談窓口）

における相談

件数 

区役所におけ

るＤＶ相談件

数 

男女共同参画

センター相談

事業における

ＤＶ相談件数 

人権オンブ

ズパーソン

におけるＤ

Ｖ相談件数 

ＤＶ相談 

対応総件数 

  令和元(２０１９)年度 ４６４件 ３,８８５件 ３３６件 １３件 ４,６９８件 

  令和２(２０２０)年度 ７１８件 ４,７７３件 ３２８件 １４件 ５,８３３件 

 令和３(２０２１)年度 ５９５件 ５,２５９件 ８１０件 ２２件 ６,６８６件 

  令和４(２０２２)年度 ７５４件 ３,５６９件 ９２５件 １２件 ５,２６０件 

  令和５(２０２３)年度 ８７８件 ３,５９５件 １,０３３件 ８件 ５,５１４件 

※平成３０年度に相談件数の把握方法を内閣府の報告用統計に合わせたこと等をうけ、区役所における相談対応件数が前

年度に比べ大幅に増加しています。 

       【こども未来局】 
 

 

（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく一時保護件数 

 

 

 

（４）緊急一時保護施設への財政支援の状況 

市内でＤＶ被害者等のための一時保護施設を運営する民間団体が安定的・継続的に活動できる

よう、１施設当たり７５０万円の補助を行いました。 

【こども未来局】 

 

 

（５）ＤＶ等の人権侵害を受けた女性に対する支援 

男女共同参画センターにおいてＤＶ被害者の支援に役立てるために、支援物資の募集を団体・事

業等に行いました。未使用の衣類や消耗品及び電化製品など、合計６，４２１点の物資が集まりま

した。これらの物資を民間の支援団体を通じて、ＤＶ被害者の方へ提供しました。 

 
令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２２)年度 

一時保護件数 ３２件 ３５件 ２８件 ２１件 ２４件 

【こども未来局】 
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（６）ＤＶをなくすための啓発活動 

ＤＶ防止に向け、「成人の日を祝うつどい」のパンフレットに広報を掲載したほか、若年層を対

象にデートＤＶを予防・啓発することを目的として、デートＤＶ予防啓発講座を市内の中学校、高

等学校、大学等で計１５回実施し１,５９４名の参加がありました。 

  １１月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に、市ホームページに専用コンテンツを掲載

するほか、区役所番号表示システムや広報コーナーなどで、ＤＶ防止に向けた展示・広報を行いま

した。  

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

 
 

（７）男女共同参画センターにおける女性のための総合相談件数 

 電話相談 面接相談 合計 

令和元  (２０１９)年度 ４,７６９件 ９５件 ４,８６４件 

令和２  (２０２０)年度 ５,１７９件 １２０件 ５,２９９件 

令和３  (２０２１)年度 ２,５１１件 １６２件 ２,６７３件 

令和４  (２０２２)年度 ２,４２２件 １２１件 ２,５４３件 

令和５  (２０２３)年度 ２,７６２件 １４４件 ２,９０６件 

 ※令和３年度は頻回者対応の実施、統計における無言電話件数の除外、相談体制の見直し等を行ったことを受け、相談

件数が前年度比で減少しています。 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和元(２０１９)年度～令和５(２０２３)年度事業報告書】 

 

 

（８）男女共同参画センターにおける男性のための電話相談事業相談件数 

  男女共同参画センターでは、平成２８(２０１６)年度より男性相談員による男性のための電話

相談事業を実施しています。相談窓口の周知に当たっては、広報チラシ及び広報用相談カードの配

布先を増やし、必要な方に情報が届くよう広報に努めました。 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和元(２０１９)年度～令和５(２０２３)年度事業報告書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

支援物資数 １，２７３点 １，９１６点 １，４３０点 ２，３５１点 ６，１５６点 

 
令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

相談件数 １８７件 ２３３件 ２４３件 ２７０件 ２４３件 

【出典 川崎市男女共同参画センター事業報告書、川崎市男女共同参画センターホームページ】 
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基本施策９ 地域における男女共同参画の推進 

 

（１）「かわさき男女共同参画ネットワーク」（すくらむネット２１）における活動状況 

 ・市、市民、事業者が連携・協働し、男女共同参画に関する意見や情報を交換する場として、「か

わさき男女共同参画ネットワーク」（参加４４団体）を設置し、地域における男女共同参画の取

組を進めています。 

 ・令和５(２０２３)年度は「ジェンダー平等を実現しよう」を年間のテーマに設定し、テーマに基

づき、情報収集や発信、フォーラムや全体会議での講演会の開催を行いました。 

 ・男女共同参画かわさきフォーラムは、東京大学大学院教授田中東子さんを講師としてお招きし、

「ジェンダーで学ぶメディア文化－メディア炎上事例から見る男女共同参画」をテーマに、講演

いただきました。また全体会議は、埼玉大学ダイバーシティ推進センター／レジリエント社会研

究センター 准教授の瀬山紀子さんを講師としてお招きし、「地域防災に男女共同参画の視点を

もとう！」をテーマに講演いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（２）町内会・自治会の会長に占める女性の割合 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

女性の割合 ９.６％ ９.７％ ９.１％ １０．１％ ９．２％ 

        【市民文化局人権・男女共同参画室】 
 

                         

（３）ＰＴＡ会長に占める女性の割合 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

女性の割合 １３.０％ １２.９％ １０.５％ １３．５％ １７．７％ 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 

(１)  川崎商工会議所 
(２)  一般社団法人 川崎市商店街連合会 
(３)  川崎工業振興倶楽部 
(４)  川崎市工業団体連合会 
(５)  セレサ川崎農業協同組合 
(６)  国際ソロプチミスト川崎 
(７)  国際ソロプチミスト川崎－百合 
(８)  公益社団法人 川崎市医師会 
(９)  公益社団法人 川崎市病院協会 
(１０) 公益社団法人 川崎市歯科医師会 
(１１) 公益社団法人 川崎市獣医師会 
(１２) 一般社団法人 川崎市薬剤師会 
(１３) 公益社団法人 川崎市看護協会 
(１４) 公益社団法人 神奈川県柔道整復師会 

川崎支部 
(１５) 一般財団法人 川崎市鍼灸マッサージ師会 
(１６) 川崎市理容協議会 
(１７) 川崎市美容連絡協議会 
(１８) 公益社団法人 川崎市幼稚園協会 
(１９) 川崎市立小学校長会 
(２０) 川崎市立中学校長会 
(２１) 川崎市立高等学校長会 
(２２) 川崎市特別支援学校長会 

(２３) 専修大学 
(２４) 日本映画大学 
(２５) 日本ボーイスカウト川崎地区協議会 
(２６) ガールスカウト川崎市連絡会 
(２７) 一般社団法人 川崎市子ども会連盟 
(２８) 公益社団法人 日本海洋少年団連盟 

川崎海洋少年団 
(２９) 公益財団法人 川崎市スポーツ協会 
(３０) 川崎市レクリエーション連盟 
(３１) 川崎地域連合 
(３２) 川崎市全町内会連合会 
(３３) 川崎市ＰＴＡ連絡協議会 
(３４) 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 
(３５) 川崎人権擁護委員協議会 
(３６) 川崎市民生委員児童委員協議会 
(３７) 川崎市地域女性連絡協議会 
(３８) 公益財団法人 川崎市身体障害者協会 
(３９) 一般財団法人 川崎市母子寡婦福祉協議会 
(４０) 公益財団法人 川崎市生涯学習財団 
(４１) 公益財団法人 かわさき市民活動センター 
(４２) 川崎市総合文化団体連絡会 
(４３) 昭和音楽大学 
(４４) 田園調布学園大学 

参加団体（４４団体）令和５(２０２３)年４月現在 
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（４）消防団員に占める女性の割合 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

女性の割合 １１.０％ １１.９％ １１.９％ １１．７％ １２．２％ 

                         【出典 令和元年～令和５年消防年報】 

 

 

（５）男女共同参画センターの施設利用状況 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

利用件数 ５,０１６件 ３,４３０件 ４,４５３件 ４，６５２件 ４，５９８件 

利用者数 １３３,８２５人 ５７,０１７人 ８５，３３９人 １０８，３５４人 ９７,１７３人 

※令和元(２０１９)年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う施設利用の自粛要請期間等が利用件数及び利用

者数に影響しています。 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和元(２０１９)年度～令和５(２０２３)年度事業報告書】  

   

 

（６）男女共同参画センターにおける男女平等推進に関する講座・研修の実施状況 

 
令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

講座・研修数 １８３ １３３ １１３ １０８ １２５ 

開催回数 １８４回 ２２１回 ４０４回 ３４９回 ３７８回 

参加者延

べ人数 
女性 ３,５７１人 １,６５２人 ３，４０５人 ５，３０３人 ５，１０５人 

男性 ８７５人 ４２８人 １８０人 ３２０人 ２８３人 

 

 

 

 

（７）男女共同参画センターにおける出前講座及び研修の実施状況 

  男女共同参画センターにおいて、男女共同参画に関連する講座や研修を地域の事業所や学校等

で実施しました。令和５(２０２３)年度は、市内小学校８校（９回）で「性の多様性」をテーマと

した出前授業を実施しました。 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

出前講座及び 
研修件数 ２０件 ４件 ８件 ２５件 ２７件 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和元(２０１９)年度～令和５(２０２３)年度事業報告書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典 川崎市男女共同参画センター令和元(２０１９)年度～令和５(２０２３)年度事業報告書】 

※女性の参加者数には性別を回答していない方、不明の方も含まれています。 
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基本施策１０ 男女共同参画の視点に立った貧困など複合的な困難に対する支援  

 
（１）「川崎市パートナーシップ宣誓制度」の宣誓数 

・川崎市では、性的マイノリティ当事者の抱える生きづらさの解消に当たっては、当事者の生活  

上の障壁を取り除く取組が重要であるとの認識の下、当事者自身が人生のパートナーであるこ

とを宣誓することにより、パートナーとして共に生活をしていきたいというカップルの気持ち

を川崎市が受け止めることとし、その宣誓の事実を公的に認める「川崎市パートナーシップ宣誓

制度」を令和２（２０２２）年２月に創設しました。 

・令和６（２０２４）年３月３１日現在の申請件数は１１２組となっています。 

【市民文化局人権・男女共同参画室】 
 

 

（２）自立や就労に課題を抱える若年者を対象とした支援 

・厚生労働省の委託事業である「地域若者サポートステーション事業」と連携し、自立や就労に課 

題を抱える１５歳から３９歳までの若年者を対象に、キャリアコンサルタント等による個別相

談や「働く」ことに対する不安や悩みを解消していくことを目指したセミナーなど事業を実施し

ました。 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

登録者数 男性 １３７人 

女性 １２１人 

男性  ９２人 

女性  ６８人 

男性 １０９人 

女性  ８４人 

男性 １３１人 

女性  ９０人 

男性 １１４人 

女性  ８９人 

進路 
決定者数 

男性  ７８人 

女性  ７４人 

男性  ６３人 

女性  ５２人 

男性  ３６人 

女性  ３７人 

男性  ６７人 

女性  ６６人 

男性  ７９人 

女性  ５８人 

      【経済労働局労働雇用部】 

 

 

 

 

基本施策１１ 生涯を通じた健康支援 
 

（１）がん検診等の受診率 

 令和元 

(２０１９)年度 

令和２ 

(２０２０)年度 

令和３ 

(２０２１)年度 

令和４ 

(２０２２)年度 

令和５ 

(２０２３)年度 

子宮がん※ ２４.１％ ２５.４％ ２６.７％ ２７.６％ ２７.５％ 

乳がん １９.５％ １９.２％ １８.４％ １９.６％ １９.０％ 

骨粗しょう症  ４.７％  ４.７％  ４.９％  ６.０％  ５.９％ 

子宮がん検診、乳がん検診の算出方法について 

・計算方法：市がん検診受診者数／推計対象者数（人口－就業者＋農林水産業従事者） 

・推計対象者数については、平成２７年度国勢調査（平成３０年度～令和２年度統計分）、 

 令和２年度国勢調査（令和３年度統計分～）による推計値。 

・受診者数の算出方法は前年度受診者数＋当該年度受診者数とする。 

※子宮がん検診は基本的には頸部の細胞診ですが、医師が必要と認めた場合にのみ体部の細胞診も実施しており、

頸部と体部合わせて子宮がん検診の受診率を算出しています。  

【健康福祉局保健医療政策部】 
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３ 令和５(２０２３)年度進捗状況調査 

 （１）調査概要 

 【調査の目的】 
    この調査は、条例第９条（✻）に基づき、「男女平等のまち・かわさき」を実現するために、

「川崎市男女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」の施策の実施状況を自己点

検及び評価し、その結果を広く市民や事業者に公表するとともに、施策へ反映していくため

の資料とすることを目的としています。 

 

 

 

 【調査内容】 

   １ 調査対象 

      「第５期川崎市男女平等推進行動計画」に掲げる事業を所管する全局本部（室）区 

 

   ２ 調査期間 

      令和６(２０２４)年２月２１日～令和６(２０２４)年３月２１日 

 

   ３ 調査方法 

     ① 令和５（２０２３)年度男女平等推進行動計画の進捗状況に関する調査シート 

〔様式１〕（１１１ページ参照）  

       内  容：各事業の所管課が、事業の進捗状況、次年度の計画や課題について点検

し、令和５年度における施策事業の達成度を５段階で自己評価しました。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果：概要２１ページ～２２ページ、個別２６ページ～７３ページ 

     ② 令和５（２０２３)年度男女共同参画推進員による評価シート〔様式２〕（112 ペー

ジ参照） 

       内  容：各局本部（室）区の男女共同参画推進員による局内事業の確認と点検 

調査結果：２３ページ～２５ページ 

✻ 第９条 市長は、行動計画に基づいた施策の実施状況について年次報告書を作成し、 

これを公表するものとする。 

達成度（数値目標がない場合） 

Ａ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を上回る取組や配慮を行った 

Ｂ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を概ね達成した取組や配慮を行った 

Ｃ 男女平等推進行動計画の目標に対し、一定の取組や配慮を行ったが課題がある 

Ｄ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標達成に向けた取組ができなかった 

Ｅ 事業を実施していない   
※“目標”とは、行動計画に位置付けられた３つの目標を指します 

達成度（数値目標がある場合） 

Ａ 目標値が達成された  

Ｂ 前年度と比較して数値が向上し、かつ目標値達成まで１０％以内 

Ｃ 前年度並み、もしくは前年度と比較して数値が下降した、かつ目標値まで１０％以内 

Ｄ 目標値達成まで１０％以上の開きがある 

Ｅ 実施していない 
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（２）所管課による基本施策ごとの自己評価について 

     各所管課による事業の達成度を５段階で自己評価した結果を、基本施策ごとに、グラフに

まとめました。 
   目標Ⅰ 
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目標Ⅲ 
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 所管課による各事業の進捗状況の自己評価（一覧） 

 
施策内容 事業数 

達成度（％） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

目

標

Ⅰ 

基本施策 1 男女共同参画の理解の促進 １５ 5.0 95.0  0 0 0 

基本施策２ 
男女共同参画の視点に立った

施策の推進 
５ 0 72.7  1.5 0 25.8 

目

標

Ⅱ 

基本施策３ 
政策・方針の立案及び決定へ

の女性の参画拡大 
９ 32.1 38.3 13.6 13.6 2.5 

基本施策４ 
働く女性・働きたい女性への

キャリア形成支援 
１１ 0 93.8 0 6.3 0  

基本施策５ 

男女の仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の実

現に向けた環境づくり 

２１ 3.8 90.6 5.7 0 0 

基本施策６ 家庭生活への男性の参画促進 ５ 0 100 0 5.3  0 

基本施策７ 
女性活躍や働き方改革に向け

た企業の取組の推進 
１１ 10.0 90.0 0 0 0 

目

標

Ⅲ 

基本施策８ 
女性に対するあらゆる暴力の

防止と被害者への支援 
１２ 0 100 0 0 0 

基本施策９ 
地域活動における男女共同参

画の推進 
１５ 0 84.6 15.4 0 0 

基本施策１０ 

男女共同参画の視点に立った

貧困など複合的な困難に対す

る支援 

１７ 2.9 97.1 0 0 0 

基本施策１１ 生涯を通じた健康支援 １２ 0 95.0 5.0 0 0 

 ※達成度（％）は「該当の達成度を選択した所管課の数÷令和５(２０２３)年度に当該事業が存在し

た所管課の数」で算出しています。また、ひとつの事業に対して複数の所管課が担当しているため、

事業数と所管課の数は一致しません。 

 ※達成度（％）は、小数点第２位で四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合があります。 

  ※基本施策１におけるＥは、該当事業がないという理由によりＥとしているため、個別事業の一覧表に

は掲載していません。 

 

 

達成度をみると、全体でＢが多くなっており、計画どおり目標に向けて事業を推進していること

が分かります。 

一方で、目標Ⅱの基本施策３など、数値目標がある施策では、ＣやＤが多くなっています。 
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（３）各局本部（室）区男女共同参画推進員による評価について 
     今回の調査において、各局本部（室）区男女共同参画推進員に行動計画にある局本部（室）

区内のすべての事業の確認を依頼しました。その事業の中で、特に男女平等推進に向け配慮

した取組や、性別により異なる課題やニーズを把握した取組等を「様式２」（１１１ページ）

により報告を受けました。 
     以下はその調査結果の抜粋になります。 
  
 

【目標Ⅰ：男女の人権尊重及び家庭・教育における男女共同参画の推進】 

  〈事業の企画・実施に当たり男女どちらかの意見に偏らないよう配慮した〉 

   ・広報資料の作成にあたっては、「公的公報の作成に関する表現の手引」の活用を各課へ周知

し、男女共同参画の視点に配慮した広報を実施した【健康福祉局】 
   ・防災啓発資料の作成において、男女共同参画の視点に配慮するなど、資料の内容を工夫し

た。【危機管理本部】 
   ・局報や採用パンフレット等の広報物を作る際、表現やイラストが男女どちらかに偏ってい

ないか、固定的イメージにとらわれていないかを確認した。【交通局】 
 
  〈男女それぞれにとって利用・参加しやすいよう配慮した〉 

   ・事業の実施に当たり、幅広く情報がいきわたるよう広報を行い、希望者は性別に関わらず参

加できるようにした。【建設緑政局】 

・男女共に参加しやすい講演会、研修会となるよう、講師や内容について検討した。また、研

修煮てハラスメント防止に向けた研修についても行った。【上下水道局】 

   
  〈性別により異なる課題やニーズがあることを把握した〉 

   ・市の統計調査やアンケート調査等の実施にあたっては、必要に応じて性別データの把握に

努め、公表を行った。【複数局回答】 

   ・相談事例を整理する記録で、性別把握項目を設置し、性別により異なる課題やニーズを把握

した。【市民オンブズマン事務局】 

 

〈その他男女共同参画社会の形成に向け、行った取組と成果〉 
・各公立保育所の保育内容説明会やクラス懇談会、職員会議等で、人権、子どもの権利に係る

内容を取り上げ、理解を深めた。【こども未来局】 
   ・教育文化会館・市民館において、｢平和・人権・男女平等推進学習」講座を実施し、情報提

供を行った。【教育委員会事務局】 

 
 

【目標Ⅱ：働く場における男女共同参画の推進】 

 〈事業の企画・実施に当たり男女どちらかの意見に偏らないよう配慮した〉 

   ・審議会等の委員を選任する際、推薦を依頼する団体に働きかけるなど、女性比率の向上に努

めた。【複数局回答】 
   ・事業の企画・実施に当たり、男女共に参加する体制を整備した。【臨海部国際戦略本部】 

・主催する会議で男女関係なく意見を受け付けた。【宮前区役所】 
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  〈男女それぞれにとって利用・参加しやすいよう配慮した〉 

   ・「働くためのガイドブック」において、男女雇用機会均等法やセクハラ・パワハラの記事を

掲載した。【経済労働局】 ・男女共同参画の視点から、市・区における様々な機会を活用

して男性にも参加を促すよう、積極的に広報を行った。【健康福祉局】 
   ・子育てイベントについて、父親、母親問わず、子育て中の親子等に広く楽しんでもらえるよ

う工夫しながら運営した。【幸区役所】 
   ・男女平等推進や参画を意識した事業計画に基づき広報チラシ等で周知を行い、認知症高齢

者介護教室を実施した。【多摩区役所】 
   

 
〈性別により異なる課題やニーズがあることを把握した〉 

   ・働き方についてのアンケート調査を実施し、性別により異なる課題やニーズを把握した。

【総務企画局】 

   ・区民アンケート等で性別項目を設定し、性別により異なる課題やニーズがあることを把握

した。【上下水道局】 

   ・事業推進の中で、職務の指定や、女性学識経験者が少ないこと等性別により異なる課題やニ

ーズがあることを把握した。【消防局】 

 
〈その他男女共同参画社会の形成に向け、行った取組と成果〉 

   ・「かわさき労働情報」では、女性向け就職イベントや両立支援セミナーなどの周知を行った。

【経済労働局】 
   ・男女が共に仕事と介護の両立を考える一助として、性別を問わず参加しやすい研修の実施

や情報提供を行った。【中原区役所】 
   ・「産休・育休取得手続リスト」の配布や、男性職員の育児に伴う休暇・休業計画書の提出依

頼を行うなど、制度周知及び子育てに係る休暇・休業等の取得勧奨を行った。【交通局】 
 
 
【目標Ⅲ：地域でいきいきと暮らすための男女共同参画の推進】 

  〈事業の企画・実施に当たり男女どちらかの意見に偏らないよう配慮した〉 

   ・事業の企画・実施にあたり、男女の固定的イメージにとらわれず、男女共に平等に参加でき

る広報や啓発を実施した。【健康福祉局】 
   ・避難所運営会議・訓練において、女性の視点を生かしながら、課題や役割の確認を行った。

【川崎区役所】 
   ・各種広報物や印刷物の挿絵が男女に偏っていないか確認等を行った。【高津区役所】 

 

  〈男女それぞれにとって利用・参加しやすいよう配慮した〉 

   ・生活困窮者・ホームレス自立支援センターの運営にあたり、女性の入所できる施設には女性

職員を配置するなど、入所者が快適に過ごせるようにした。【健康福祉局】 
・チラシ・カードに加え、啓発普及動画を川崎駅周辺のモニターや町内会掲示板、川崎Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅ等の様々な媒体を利用してＤＶ防止啓発・相談窓口の広報啓発活動を行った。 
【こども未来局】 
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   ・総合防災訓練では、女性や子どもも参加しやすい訓練種目を導入することで、女性と子ども

の参加を促した。【川崎区役所】 
   ・地域の女性が気軽に携われるよう、子どもと一緒に参加できるよう事業を実施した。 

【多摩区役所】 
・性別に関わらず、幅広く情報がいきわたるよう広報を行った。【病院局】 

    
  〈性別により異なる課題やニーズがあることを把握した〉 

   ・事業を実施する中で、性別や要配慮者、それぞれの立場でのニーズを把握した。 
【中原区役所】 

   ・宮前区全町内・自治会連合会の学習会において、役員の発案により「女性にやさしい防災」

をテーマに講演会を実施した。【宮前区役所】 
 

〈その他男女共同参画社会の形成に向け、行った取組と成果〉 
   ・川崎市ＤＶ相談支援センターにて、関係機関と連携し、性暴力等を受けた被害者の相談支援

を実施した。【こども未来局】 
   ・「女性やお年寄りの視点からの防災」をテーマに、防災講演会を実施した。【幸区役所】 
   ・高校生を対象とした人権学習として、デート DV 予防啓発講座を市男女共同参画センター

（すくらむ２１）と連携し、２校で開催した。【市民オンブズマン事務局】 
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４ 個別事業の進捗状況について 
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数値目標がない事業

年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

数値目標がある事業（事業番号：２１、２２、２５、３５、５４、５７、７１） 

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

施策１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和５(2023)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視点
に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

基本施策1　男女共同参画の理解の促進

　性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。

1

「男女平等推進
週間」等を通じ
た啓発を実施し
ます。

週間事業の実
施

・「男女平等推進週
間」に合わせ、広報用
チラシの作成・配架、
市ホームページの特設
コンテンツの作成・公
開、区役所広報コー
ナーでの展示などを行
い、男女平等推進の周
知を行った。

男女共同参画の理解
の促進に向け、計画
していた取組を実施
した。

2

次年度も引き続
き、「男女平等推
進週間」に合わせ
て、啓発の取組を
推進する。

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

女性参加促進に関
する好事例の情報
提供や、女性委員
候補情報の提供な
ど、比率向上に向
けた取組を引き続
き行う。

市民文化
局

人権・男女
共同参画

室

目標Ⅱ 職業生活・家庭生活における男女共同参画の推進

基本施策３　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

施策８　審議会等委員への女性の参画の推進

　審議会等委員への女性の参画を促進し、市の政策・方針の立案及び決定過程に、多様な視点を反映します。

21

審議会等委員
に占める女性
の割合向上の
ための取組を
推進し、令和７
（2025）年度ま
でに40％となる
よう目指しま
す。

事前協議、参加
状況調査の実施

・令和4年度の数値は
32.2％となり、前年度
の31.2％から1ポイント
増加した。
・参加状況調査の結果
を局長会議、庶務課長
会議で説明し、女性委
員の増加に向けた依頼
及び女性候補者確保に
向けた手法の情報提供
を行った。

前年度から比率がポ
イント増加したが、
目標達成まで7.8ポイ
ントの開きがある。

2

記入例 ★数値目標がない事業の達成度
Ａ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を上回る取組や配慮を行った

Ｂ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標を概ね達成した取組や配慮を行った

Ｃ 男女平等推進行動計画の目標に対し、一定の取組や配慮を行ったが課題がある

Ｄ 男女平等推進行動計画の目標に対し、目標達成に向けた取組ができなかった

Ｅ 事業を実施していない

※男女平等推進行動計画の目標については、調査票の中の目標、基本施策、施策及びその趣旨の記載を参照して

男女平等推進行動計画の目標

目標の達成に向けた基本施策

基本施策の達成に向けた施策と施策の概要

★数値目標がある事業の達成度
A 目標値が達成された

B 前年度と比較して数値が向上し、かつ目標値達成まで１０％以内

C 前年度並み、もしくは前年度と比較して数値が下降した、かつ目標値まで１０％以内

D 目標値達成まで１０％以上の開きがある

E 実施していない

★今後の方向性

１ 充実

２ 現状維持

３ 縮小

４ 終了
５ その他（事業の見直等）

数値目標
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年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

市民文化局

市民文化局

市民文化局

4

4

総務企画局

市民文化局

2

事業概要

施策１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

1

「男女平等推進週
間」等を通じた啓
発を実施します。

週間事業の実
施

事業
番号

事業

目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

基本施策1　男女共同参画の理解の促進

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度）

人権・男女共
同参画室

今後
の方
向性

次年度の課題 担当部署令和５(2023)年度実績 所管局

人権・男女共
同参画室

ホームページや
市のあらゆる施
設を積極的に活
用した広報を実
施します。

HP、情報プラ
ザを通じた広
報

　性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。

・市役所第3庁舎、麻生市
民館、グランツリー武蔵小
杉にて男女平等推進施策に
係る展示を行った。
・広報用チラシを作成し、
市内公共施設等で配架し
た。
・市ＨＰ上で「男女平等推
進週間」コンテンツを作成
し、掲載した。

男女共同参
画センター

・情報提供室の
運営・充実
・情報誌「すくら
む」などの発行

企画調整課
（R5よりSDG
ｓ・国際連携
推進担当）

3

男女共同参画に
関する情報を読
み解き、発信する
力の向上に向
け、書籍の閲覧
や情報誌の発行
等を通じた情報
提供を行います。

人権・男女共
同参画室

男女共同参画
に関する啓発
の際は、SDGｓ
の内容も含め
た情報発信を
実施

2

・男女平等推進行動計画は
SDGｓ目標5「ジェンダー平
等を達成し、すべての女性
及び女児の能力強化を行
う」と方向性を共有してお
り、男女平等推進週間の広
報チラシ発行の際は「SDGs
目標5　ジェンダー平等」
のロゴマークを掲載するな
ど、SDGｓについても併せ
て周知した。

引き続き、男女平等
推進週間中に啓発を
行い、市民が男女共
同参画について考え
る機会を提供するこ
とを目指す。2

・男女共同参画センターの
情報提供室を男女共同参画
に関する書籍の閲覧・貸
出、パソコン・インター
ネットを利用できる場とし
て無料で開放した。
・男女共同参画センターの
情報誌「すくらむ」を年3
回発行した。

・市内公共施設で、男女共
同参画センター主催講座の
広報チラシの配架や、「男
女平等推進週間」広報チラ
シ等の配架を行い、男女平
等施策の周知を図った。
・「男女平等推進週間」や
「女性に対する暴力をなく
す運動期間」に合わせ、啓
発ページを市ＨＰに掲載し
た。

・計画どおり広報を
実施した。
・様々な機会を捉え
広報を実施すること
で、男女平等の理解
促進に繋がった。

2

引き続き、市内公共
施設における広報チ
ラシの配架や市ＨＰ
を活用した広報を行
い、幅広い市民への
理解促進に努めてい
く。

引き続き、情報提供
室の開放を行うとと
もに、情報誌の発行
や男女共同参画に関
する書籍の紹介等に
よる情報提供に努
め、市民及び事業者
の活動を支援する。

男女共同参画に関す
る書籍の閲覧・貸出
やパソコン・イン
ターネットの利用環
境の提供、情報誌発
行などを通じて、男
女共同参画に関する
メディア・リテラ
シーの向上を図っ
た。

2

・計画どおり啓発を
行った。
・男女平等推進週間
にあわせて配布した
広報用チラシについ
て、男女共同参画の
視点に配慮してイラ
ストを作成した。

広報資料作成の際
は、SDGsの「目標5
ジェンダー平等」に
ついての情報発信を
行った。

引き続き、広報資料
を作成の際は、「目
標5　ジェンダー平
等」についても情報
発信を行っていく。

SDGsパートナーまつり、＆
ONE days等のイベント、
フォーラム・セミナーの開
催の他、東急株式会社が運
行する「SDGsトレイン」へ
のポスター掲出やかわさき
FM、市政だより、教育だよ
りなどの広報媒体活用等を
通じて、広報・啓発を推進
した。

SDGs関連の事
業やイベントの
実施を通じた
広報・啓発の実
施

「目標5　ジェン
ダー平等を達成し、
すべての女性及び女
児の能力強化を行
う」の理解促進に向
けて、SDGsに関する
積極的な情報発信を
行ったため。

引き続き、地域で活
動している事業者の
ＳＤＧｓの取組等、
積極的な情報発信を
実施し、市民への一
層の理解促進を図
る。

2

SDGsに関する積
極的な情報発信
を通じ、「目標5
ジェンダー平等を
達成し、すべての
女性及び女児の
能力強化を行う」
の理解促進に努
めます。

SDGsに関する積
極的な情報発信
を通じ、「目標5
ジェンダー平等を
達成し、すべての
女性及び女児の
能力強化を行う」
の理解促進に努
めます。
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R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)
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市民館等の講座・学
級においてセンター
職員の講師派遣を受
けることで、受講者
に対し川崎市の現状
を踏まえた男女共同
参画に関する学びを
提供することができ
た。 2

継続した取組みとし
て、市民館等におけ
る平和・人権・男女
平等推進学習や家
庭・地域教育学級等
において、必要に応
じて講師派遣依頼を
行う。

　幼少期・子どもの頃から、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、自分らしい生き方を選択できるよう、男女共同参画や人権尊重の理解促進や、メディア・リテラシー
の向上に向けた教育を推進します。

教育政策室

「自分らしくか
がやく」の作
成・配布

9

市民文化局

「平和・人権・男
女平等推進学
習」を実施

引き続き男女どちら
の意見に偏らないよ
う配慮しながら周知
啓発を実施した。

2

・人権尊重教育推進担当者
研修において、男女平等参
考資料の周知と活用を呼び
かけた。また、「自分らし
くかがやく」をＧＩＧＡ端
末情報共有サイトに掲載
し、教員がいつでも閲覧で
きるようにした。

男女共同参
画センター

「自分らしくか
がやく」の周知
と活用の呼び
かけ

教育委員会
事務局

教育委員会
事務局

人権・男女共
同参画室

男女共同参画セ
ンターでは、教育
文化会館・市民館
と連携して、各種
講座や研修等へ
の講師派遣を行
います。

男女共同参画セ
ンターでは、教育
文化会館・市民館
と連携して、各種
講座や研修等へ
の講師派遣を行
います。

小学校の児童・教
員等に向け男女
平等教育参考資
料「自分らしくか
がやく」を活用し
た学習を推進しま
す。

小学校の児童・教
員等に向け男女
平等教育参考資
料「自分らしくか
がやく」を活用し
た学習を推進しま
す。

市民館での平和人権推進学
習や家庭教育学級に男女共
同参画センター職員が講師
として参加したほか、出前
講座を11回（参加延べ人数
311人）実施した。

2

継続した取組とし
て、市民館等を対象
とした男女平等や男
女共同参画に関する
講座への講師派遣や
紹介を行う。

男女平等教育参考資料「自
分らしくかがやく」を作成
し、市内小学3年生を対象
に配布した。

引き続き、男女平等
教育参考資料「自分
らしくかがやく」を
作成し、男女平等に
対する意識啓発を図
る。
また、教員を対象と
したアンケート結果
を踏まえ、内容の検
討・調整を行ってい
く。

男女平等教育参考資
料を作成し、配布を
通じて、若年層から
固定的性別役割分担
意識に捉われにくい
生き方への理解を促
進した。

2

8

市民文化局2

8

フォーラムの実
施

市民館等から
の依頼に応じ
た市民館への
講師派遣や出
張講座の実施

センター職員が地域
に出向くことで、多
様な学びの機会を提
供した。また、セン
ターの知名度向上に
も寄与した。

「男女共同参画か
わさきフォーラム」
を開催します。

生涯学習推
進課

5

男女共同参
画センター

教育文化会館・市民館にお
いて、｢平和・人権・男女
平等推進学習」講座を実施
し、情報提供を行った。

平和・人権・男女平
等についての理解を
深めるための学習機
会の提供を行った。

2

次年度も引き続き、
教育文化会館・市民
館における、｢平和・
人権・男女平等推進
学習」講座や情報提
供の実施を通じて、
男女平等に関する学
習の機会を提供す
る。

人権・男女共
同参画室

　あらゆる人が男女共同参画の意義を理解し、実践に繋げることができるよう、市民や市民グループ、事業者等との連携により、多様な学びの機会を提供します。

令和6年度も引き続
き、フォーラムの開
催を通じ、男女共同
参画社会の理解の促
進に努める。

・すくらむネット21ととも
に、東京大学大学院教授
田中東子さんを講師に
「ジェンダーで学ぶメディ
ア文化-メディア炎上事例
からみる男女共同参画‐」
をテーマに、男女共同参画
かわさきフォーラムを動画
配信によより開催し、249
人が視聴しました。

新型コロナウイルス
感染症の感染拡大状
況も考慮し、参加方
法を会場聴講と録画
配信の2つから選択
できるようにした
が、会場での開催を
中止したため動画配
信によりフォーラム
を実施した。

市民文化局6

男女共同参画に
関する学習機会
を提供します。

各種講座の実
施

教育文化会館・市
民館において、｢
平和・人権・男女
平等推進学習」を
実施します。

教育文化会館・市民館 がで
実施する平和・人権・男女
平等推進学習や家庭・地域
教育学級等において、男女
共同参画センター職員の派
遣依頼を行った。

男女共同参画
センターに家
庭・地域教育学
級、ＰＴＡ活動
研修などへの
講師紹介・派遣
を依頼

生涯学習推
進課

7

引き続き研修会等を
通して啓発をしてい
く。

9

施策２　男女共同参画に関する生涯学習の推進

男女共同参画センターで性
別によらず多様な生き方・
働き方が実践できるよう各
種講座を実施したほか、学
校や企業への出前講座を実
施し、13回、1052人の参加
があった.

計画どおり講座等を
実施することができ
た。

2

引き続き、市民を対
象にした講座を実施
することで、生活上
の困難課題を乗り越
える気付きや課題を
理解し、次の行動に
つながる学びの場を
提供することを目指
す。

施策３　就学前教育・学校教育における男女共同参画に関する教育の推進

教育委員会
事務局

市民文化局

29



R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

情報活用能力の育成
等について研修を
行った。その中で、
予測困難な時代の社
会を生きていく子ど
もたちと教育をする
大人には、情報活用
能力の育成が重要で
あると周知を図っ
た。

講座開催等を通じ
て、男性の家庭生活
参加促進について参
加者に周知ができ
た。

2

引き続き、男性が働
き方や生き方につい
て気付きを得る場の
提供を実施する。

男性のための子育て支援の
ためプレパパ向けにお役立
ち情報を掲載する「イキメ
ン研究所ジャーナル」を1
回発行した。また、「プレ
パパカフェ」を開催し4人
が参加、「親子でほっとく
つろぐコンサート」を開催
し310人が参加した。

教育政策室

研修等を通じ
た教職員への
周知啓発

人権尊重教育推進担当者研
修（716名）やライフス
テージに応じた教職員研
修、（初任者研修(334
名)・2校目異動者研修
（215名)・中堅教諭等資質
向上研修（192名)、15年経
験者研修（170名）、新任
教頭研修（30名）、教頭研
修（182名）、校長研修
(174名))において、子ども
の権利学習をもとに、男女
を問わず一人一人の個性や
能力を発揮できる学校教育
の重要性について啓発を
図った。

引き続き性別による
固定的な役割分担意
識の解消に向けて、
男女共同参画やＳＤ
Ｇｓに関する理解を
促進できるよう周知
啓発を図った。

引き続き研修会等を
通して啓発をしてい
く。

施策４　男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進

理解の促進に向け、
職員会議、研修の実
施及び保護者、子ど
もへの周知、啓発を
行った。

各公立保育所の保育内容説
明会やクラス懇談会、職員
会議等で、人権、子どもの
権利に係る内容を取り上
げ、理解を深めた。また、
保育所等職員研修やキャリ
アアップ研修の子育て支
援・保護者支援分野で研修
を実施し、保育所職員の虐
待予防に関する知識を深め
た。

園長会議等に
おける人権研
修の実施、保
護者や地域へ
の周知啓発

「男性のための電話相談」
を実施し、243件の相談が
あった。

研修等を通じ、引き
続き相談の質の向上
に努めながら、実施
していく。

こども未来局

教育委員会
事務局

教育委員会
事務局

市民文化局

市民文化局

メディアからの情
報を主体的に読
み解き、人権や情
報モラルを尊重
し、適切に発信す
る能力を育成す
る情報教育を推
進します。

2

引き続き、児童生徒
に情報活用能力の育
成を行っていけるよ
う最新の事例等をセ
ンターで収集し、教
員へ研修、保護者へ
のリーフレット配布
による周知を進め
る。特に教員には、
ＧＩＧＡ端末の活用
の場面を生かして、
教科横断的に児童生
徒の情報活用能力
（日常的なモラルと
インターネットの特
徴や情報社会の特性
の理解に基づいた情
報モラルを含む）を
育成していけるよう
に啓発を行い事業を
継続していく。

11

・情報活用能力（情報モラ
ルを含む）の育成のため、
担当者179名を対象とした
教員研修を年間で３回行っ
た。研修には延べ527名の
教員が参加をした。
・「川崎市版情報活用能力
チェックリスト2023」を活
用し児童生徒が自らの情報
活用能力を自己評価できる
ようにした。
・児童生徒の情報モラルの
育成を目指し、市立学校に
通うすべての児童生徒の家
庭に保護者向けリーフレッ
ト（2023年度版）を配布し
た。

10

男女共同参画の
視点から、保育
所、学校等の運
営及び保育・教育
活動の充実に努
めます。

10

　男性が家庭生活や地域生活に積極的にかかわっていけるよう、情報提供や相談事業等を通じて、男性の多様な生き方・働き方について啓発を行います。

男女共同参
画センター

12

男性向け講座の
実施や情報発信
を行います。

男性向け講座・
事業の実施（イ
キメン研究所
の活動など）

男性の様々な悩
みにかかる相談
事業を推進しま
す。

男性のための
電話相談の実
施

教育の情報化
推進事業の実
施

2

引き続き、保育内容
説明会や懇談会、職
員会議、研修等を通
じて子どもの人権及
び権利の擁護につい
て、周知、啓発を推
進する。

男女共同参
画センター

情報・視聴覚
センター

前年度を上回る相談
件数があった。

2

13
 (再
掲
86)

運営管理課
（R5より保

育・子育て推
進部運営支
援・人材育成

担当）

男女共同参画の
視点から、保育
所、学校等の運
営及び保育・教育
活動の充実に努
めます。

2
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市民文化局

教育委員会
事務局

性の多様性プログラ
ム、子どもの権利学
習ステップアップ講
座、リーフレット配
布は、引き続き実施
していく。

　性的マイノリティの人々を含めた全ての個人が、性別にかかわりなく、その個性と能力が発揮できる社会に向けて、多様な性のあり方に関する理解を促進します。

2

引続き、セミナーや
イベントを通じて啓
発を行っていく。

2

総務企画局

研修等への講
師派遣

　市職員一人ひとりが男女共同参画社会の意義を理解し、その視点に配慮して施策事業を推進できるよう啓発を行います。

教育政策室

市民文化局

性の多様性プログラ
ムを実施した学校は
21校から25校に増え
るとともに、新しく
子どもの権利学習ス
テップアップ講座を
実施することができ
た。

人権・男女共
同参画室

・教職員向けに、子どもの
権利学習ステップアップ講
座を行い、性的マイノリ
ティの事例をもとに研修を
行った。
・性の多様性プログラムを
実施し、希望する市立小、
中学校25校において、教員
向けの研修や当事者団体等
から講師を派遣して講演を
行った。
・小学校１～５年、特別支
援学校全学年を対象に、啓
発リーフレットを保護者と
教職員に配布し、教職員の
性の多様性に関する理解が
深まった。

14

16

性的指向や性自
認に関するハラス
メントやアウティン
グの防止に向け
たセミナー等を実
施します。

企業向けLGBT
セミナーの実施

男女共同参画社
会や性の多様性
についての理解
を深めるための
職員研修を実施
します。

階層別研修の
実施

16

15

男女共同参画社
会や性の多様性
についての理解
を深めるための
職員研修を実施
します。

施策６　市職員の意識改革

2

引き続き、階層別研
修において、男女共
同参画社会や性の多
様性に関する研修を
実施する。

性の多様性や性
的マイノリティの
人々の人権尊重
に向けた啓発活
動を実施します。

研修等を通じ
た教職員への
周知啓発

2

次年度以降もオンラ
イン配信を活用して
いく。

14

施策５　性の多様性についての理解の促進

性の多様性や性
的マイノリティの
人々の人権尊重
に向けた啓発活
動を実施します。

人権・男女共
同参画室

1月27日と2月26日に「ピー
プルデザインシネマ2024」
を川崎市総合自治会館で開
催した（2月は情報共有
ルームのみ）。映画及び
トークショーは延べ52人の
申込、情報共有ルームは、
延べ21人の申込であった。
11月23日に「人権フェア」
を川崎アゼリアにて開催。
朝鮮等の音楽ステージやパ
ラスポーツ体験、人権に係
る各種展示等を行い、約
1,350人が参加した。

多様な性のあり方に
ついての考え方等を
広く市民に周知する
ことができた。

川崎市人権啓
発オンライン上
映「ピープルデ
ザインシネ
マ」、「人権フェ
ア」の実施

人材育成課

人権・男女共
同参画室

階層別研修で男女共同参画
社会や性の多様性に関する
研修を行った。
＜階層別研修内訳＞
・新規採用職員研修(396
名)
・用2年目職員研修(329人)
・用3年目職員研修(341名)
・中堅職員研修(596名)
・新任係長研修(183名)
・新任課長研修(85名)
・任期付職員研修(19人)
・技能・務職員研修(21名)
※新規採用職員研修及び技
能・業務職員研修以外はｅ
ラーニング研修

階層別研修におい
て、男女共同参画社
会や性の多様性に関
する研修を実施し
た。

基本施策２　男女共同参画の視点に立った施策の推進

市民文化局

2

企業実務に詳しい講
師を選定し、多様な
性やハラスメントに
ついて、企業関係者
に理解を深めてもら
うことができた。

オンライン配信により「企
業向け人権セミナー」の一
環で実施。①「企業向け
LGBTセミナー」は、申込が
93人、令和6年1月17日-31
日に配信。②「企業向け
D&I（ダイバーシティ＆イ
ンクルージョン）セミ
ナー」は、申込が84人、令
和6年2月1日-15日に配信。

引き続き、研修等へ
の講師派遣や研修実
施を通じ、ジェン
ダー平等や男女共同
参画社会への理解促
進を図る。

各職種別、役職別研修等に
おいて、研修主催課の要望
に応じて講師派遣を行い、
男女平等施策を含む人権全
般をテーマにした講義を実
施した。

階層別研修だけでな
く、庶務課長会議で
アンコンシャス・バ
イアス関連資料を提
供したことで幅広く
庁内への周知を行っ
た。
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男女共同参
画推進員所
属課（シティ
プロモーショ
ン推進室）

手引きの作成、
配布、周知

手引を活用し
た広報の実施

「公的広報の作成に関する
表現の手引」について局内
に周知するとともに、男女
共同参画の視点に配慮され
ているか確認し、不適切な
点があれば見直しを要請し
た。

2

様々な機会を通じて
引き続き教職員の人
権意識向上を図る。

16

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

性別にとらわれず、
個性に基づく男女の
多様なあり方を尊重
することに留意した
広報を概ね実施した
ため。

財政局

引き続き男女平等推
進の視点に配慮しな
がら広報業務を推進
する。
「市政だより」・
「市勢要覧　カワサ
キノコト」：紙面に
おいて、イラストの
服の色使いや男女の
役割分担などに偏り
がないように配慮す
る。
「広報テレビ番組・
広報ラジオ番組の製
作」：男女平等や人
権の尊重に充分配慮
し、テレビ・ラジオ
において、効果的な
情報発信を行う。併
せて、所管課と協力
して、男女平等推進
に関する広報を行
う。

17

アンコンシャス・バ
イアス（無意識の
思い込み）並びに
ポジティブ・アク
ション及びジェン
ダー統計への理
解を促進します。

会議や研修を
通じた理解促
進

人権・男女共
同参画室

市民文化局

教職員への人
権尊重教育推
進に向けた研
修の実施

・性の多様性プログラム、
子どもの権利学習ステップ
アップ講座など、教職員の
理解の程度に合わせた教育
委員会職員、当事者による
教職員向け研修を実施し
た。
・人権尊重教育推進担当者
研修では、ジェンダー平等
をテーマに川崎市男女共同
参画センター長による講演
を行った。

・性の多様性につい
て、教職員の理解の
程度に合わせた研修
を計画し実施できた
ことは、性の多様性
の理解につながっ
た。
・ジェンダー平等で
は専門家から具体例
をもとに講演を聞
き、理解を深めるこ
とができた。

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女共同参画社
会や性の多様性
についての理解
を深めるための
職員研修を実施
します。

・男女共同参画推進員連絡
調整会議において、手引を
配布した上で、手引を活用
して男女共同参画の視点に
立った資料等作成が行われ
るよう庁内各課に男女共同
参画推進員を通じて依頼し
た。また、内閣府作成の男
女共同参画に関するフリー
イラストを紹介した。
・「広報広聴主管会議」に
おいて、手引の配布及び活
用について周知した。

人権・男女共
同参画室

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮し
た広報を行うため、
「手引」の周知等を
行い、職員への意識
啓発を行っていく。

教育政策室

2

2

教育委員会
事務局

「市政だより」：紙
面の中で、男女平等
関連イベントについ
て扱うなど、男女平
等推進に関する広報
を所管課と協力して
行った。
「市制100周年記念
誌　カワサキノコ
ト」：企画の段階か
ら男女平等に配慮
し、取材先や紙面に
登場いただく市民の
選定では、区や活動
のバランスだけでは
なく、男女比にも配
慮して取材を行っ
た。
「広報テレビ番組・
広報ラジオ番組の製
作」：台本作成及び
番組放送等の際に
は、手引を活用する
など、男女平等に配
慮して事業を執行し
た。

手引の配布・周知を
行うことで、公的資
料作成における男女
共同参画の視点への
配慮に関する啓発に
つながった。

より的確に男女共同
参画の視点に配慮し
た資料等の作成が行
われるよう、手引の
内容を社会情勢等の
変化に合わせて適宜
見直しを行う。

手引を活用し
た広報の実施

男女平等推進の視点に配慮
しながら広報業務を推進し
た。
「市政だより」・「市制
100周年記念誌　カワサキ
ノコト」：紙面において、
イラストの服の色使いや男
女の役割分担などに偏りが
ないように配慮した。
「広報テレビ番組・広報ラ
ジオ番組の製作」：引き続
き、広報事業において、男
女平等推進や人権尊重の観
点から不適切な表現等がな
いように事業実施を行っ
た。
あわせて、所管課と協力し
て、男女平等推進に関する
広報を行った。

市民文化局

総務企画局

2

引き続き、会議等の
場において、アンコ
ンシャス・バイア
ス、ジェンダー統計
への理解促進に向け
た取組を行う。

全局の男女共同参画
推進員が参加する会
議等を通じて、アン
コンシャス・バイア
ス、、ジェンダー統
計の内容を説明する
ことで男女共同参画
社会の形成に向けた
意識の醸成を図っ
た。

・男女共同参画推進員連絡
会議でアンコンシャス・バ
イアス、ジェンダー統計の
説明を行った。
・申請書等における性別記
載欄の見直しについて整理
を行い、事業の性質やジェ
ンダー統計の必要性の観点
等を踏まえて、性の多様性
を尊重した選択肢の設定を
することを全庁に通知し
た。
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概ね目標とおりの配
慮を実施したため。

まちづくり局

手引の周知徹底を図
り、男女共同参画の
視点に配慮して広報
資料を作成した。

男女共同参画の視点
に配慮した広報を適
切に実施した。

局内に手引を配付し周知を
図るとともに、局内の広報
物に対して手引きの視点に
基づく内容確認を行った。

引き続き男女共同参
画の視点に配慮した
広報を実施する。

次年度も引き続き男
女共同参画の視点に
配慮した広報を行う

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

2

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き、各所属が
男女平等の視点を常
に意識して広報資料
の作成に取り組める
よう、庶務課から継
続して働きかけてい
く。

市民文化局

経済労働局18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女参画の視点に配
慮した広報を行うよ
う周知した。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

局内で「公的広報の作成に
関する表現の手引」につい
て周知徹底を図り、男女共
同参画の視点に配慮した広
報資料を担当所属において
作成した。

18

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成にあたって
は、「公的公報の作成に関
する表現の手引」の活用を
各課へ周知し、男女共同参
画の視点に配慮した広報を
実施した。

18

局部所長会議等で男女共同
参画に係る資料を配布する
など、局内への浸透を図っ
た。

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

局内に手引を配付し、広報
資料の作成の際にそれを活
用するよう周知を図った。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

手引を活用し
た広報の実施

今後も引き続き、広
報資料の作成・発行
に当たっては、手引
等を活用しながら、
男女平等の視点に配
慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務

課）
2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

引き続き局内で手引
の周知徹底を図ると
ともに、男女平等の
視点が考慮されてい
るか確認し、不適切
な項目があれば見直
しを要請していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務

課）／企画課

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用を徹底
するよう周知し、男女平等
の視点に立った表現で広報
資料等を作成するよう配慮
した。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

建設緑政局2

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女参画の視点に配慮した
広報を行うよう周知し、広
報資料の作成にあたっては
「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用を各課
へ周知し、広報を実施し
た。

2

今後も引き続き、手
引きを参考に継続し
て男女共同参画の視
点に配慮し、局内へ
の浸透を図る。

港湾局

男女平等の視点を取
り入れた内容表現に
配慮するよう周知
し、意識啓発を図っ
た。

こども未来局

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施する。

今後も引き続き手引
等を活用し、男女共
同参画の視点に配慮
した広報活動を行う
よう周知徹底してい
く。

臨海部国際
戦略本部

環境局

健康福祉局

臨海部紹介コンテン
ツの作成に際して
は、内容やイラス
ト・映像について男
女の露出をほぼ等し
くするなど、男女平
等に配慮し、性差を
感じさせないよう配
慮した。

「かわさきし子育てガイド
ブック」等のこども未来局
が発行した刊行物について
は、性別にとらわれず、男
女平等の視点を踏まえた表
現に留意し、作成した。

ほぼ目標どおり実施
できた。

男女平等の視点に
立った表現で広報
資料等の作成を
行った。

局内会議等で、男女
共同参画に係る資料
を配布し、局内の理
解を深め、男女共同
参画の視点に配慮し
た広報を行った。

今後も引き続き、手
引きなどを活用し、
併せて局内の職員へ
周知を図る。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18 2

本部内において手引の周知
を図るとともに、前年度に
引き続き男女平等の視点に
配慮した広報資料の作成・
発行を行った。

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。
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18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

引き続き所管課へ手
引きの周知を行い、
男女平等の視点に配
慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施するよう区役所各
課に周知していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

宮前区役所

多摩区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

麻生区役所

上下水道局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

手引を活用し
た広報の実施

引き続き、手引の周
知及び手引に基づく
刊行物・広報資料の
作成を依頼し配慮を
行う。

広報資料の作成について、
各所属に手引活用の周知を
行い、男女共同参画の視点
に配慮した。

川崎区役所

幸区役所

中原区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担
当課）／企画

課

引き続き、「会計事
務ニュースレター」
の発行にあたって
は、手引を活用し、
掲載するイラストに
ついて男女平等の視
点に配慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

2

昨年度に引き続き、
広報紙における表現
やキャラクター使用
に当たり、男女共同
参画の視点に配慮し
て制作したため。

広報資料作成係る手
引きの周知及び手引
きに基づく表現での
資料等作成と作成内
容の表現に係る修正
を依頼し配慮を行っ
た。

掲載内容を確認し、
必要に応じて男女共
同参画の視点に配慮
するよう周知するな
ど、区内各課への啓
発を行った。

2

引き続き実施する。

危機管理本
部

会計室

掲載イラストが、男
女どちらかに偏らな
いように配慮した。

高津区役所

手引を活用し、男女平等の
視点に配慮した広報を行っ
た。

2

手引を活用し、男女平等の
視点に配慮しながら、広報
資料を作成した。

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用を徹底
し、男女共同参画の視点に
配慮した上で、広報・啓発
資料の作成を行った。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

18

引き続き男女平等の
視点に配慮した広報
を実施する。

引き続き男女平等の
視点に配慮し、広報
紙等の制作を行う。

所管課へ手引きの周知を行
い、男女平等の視点に配慮
した。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

年4回各戸配布等により広
報紙を配布した。

18

概ね男女共同参画の
視点に配慮すること
ができた。

広報資料の作成にあ
たり手引きを活用す
るよう各課に周知
し、男女共同参画の
視点に配慮した。

手引きの活用について各課
に周知し、男女共同参画の
視点に配慮した広報を実施
した。

2

2

男女いずれかに偏った表現
にならないように配慮した
広報を実施した。

機会を捉え、所管課
へ手引きの周知を行
い、男女平等の視点
に配慮した。

18

手引を活用し、男女
平等の視点に配慮し
た表現になるように
随時確認を行いなが
ら、市政だよりや各
種広報資料の作成、
ホームページの更新
等を行った。

18

18

18

手引を活用し
た広報の実施

引き続き、「公的広
報の作成に関する表
現の手引」の活用を
徹底し、男女共同参
画の視点に配慮した
上で、広報・啓発資
料の作成を行う。

広報・啓発資料の作
成に際し、男女共同
参画の視点に配慮し
たため。

2

市政だよりやSNSへの掲載
など、広報主管課で取りま
とめる広報に関しては手引
きを活用した広報を実施し
た。

手引を活用し
た広報の実施

2

2

引き続き、手引を活
用し、男女平等の視
点に配慮しながら、
市政だよりや各種広
報資料の作成、ホー
ムページの更新等を
行う。

今後も引き続き、各
課へ手引の周知を行
い、男女共同参画の
視点に配慮した広報
をしていく

広報資料作成にあた
り、各所属へ手引の
活用を行うよう周知
した。

「会計事務ニュースレ
ター」は会計事務について
の広報であり、男女平等の
視点に配慮する内容ではな
いが、掲載するイラストに
ついて手引に沿うよう配慮
し、7月、9月、12月及び3
月の年4回発行した。
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議会局

引き続き男女共同参
画の視点に配慮した
広報を実施する。

男女共同参画の推進
に向けて、多様な在
り方を尊重すること
に留意した広報を実
施できたため。18

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き広報資料の
作成に当たっては、
「公的広報の作成に
関する表現の手引」
の活用を徹底し男女
共同参画の視点に配
慮する。

交通局

病院局

消防局

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

人事委員会
事務局

手引を活用し、男女共同参
画の視点に配慮して市議会
広報紙「議会かわさき」や
ポスター等を作成した。

手引を活用し
た広報の実施

引き続き男女共同参
画の視点に配慮して
いく。

引き続き、刊行物の
作成にあたっては、
手引きを活用し、男
女平等推進の視点に
配慮していく。

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

次年度も引き続き、
男女平等推進の視点
に配慮し、広報誌を
作成していく。

2

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担
当課）／教育

政策室

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

監査事務局2

2

局内に周知し、職員
の理解を深めた。

男女いずれかに偏った表現
にならないよう配慮した広
報を実施した。

概ね男女共同参画の
視点に配慮すること
ができた。

次年度も引き続き、
局内へ男女共同参画
の視点に係る資料等
を周知し、男女平等
参画の視点に配慮す
る。

広報誌の作成にあ
たっては、男女平等
の視点で行うよう配
慮した。

教育委員会
事務局

選挙管理委
員会事務局

市民オンブ
ズマン事務

局

男女共同参画の視点
に配慮した広報を実
施した。

2

「公的広報の作成に関する
表現の手引」の活用し、男
女共同参画の視点に配慮し
て広報資料を作成した。

2

「公的広報の作成に関する
表現の手引」について局内
に周知するとともに、刊行
物の作成にあたっては、差
別的表現がないよう配慮を
おこなった。

差別的表現がないよ
う、男女共同参画の
視点に配慮して作成
した。

広報資料作成時には
係内の男女複数人で
確認点検を行い、概
ね達成できた。

管理職会議やメール、局内
掲示板等で男女共同参画の
視点に係る資料を配布する
など、局内への周知を図っ
た。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

ポスター等の広報資料にお
いて、男女平等の視点に
立った資料の作成を行っ
た。

手引を活用し
た広報の実施

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

18

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

手引を活用し
た広報の実施

18

広報資料の作成
に当たっては、
「公的広報の作成
に関する表現の
手引」の活用を徹
底し、男女共同参
画の視点に配慮
します。

18

18

昨年度に引き続き、
手引の内容及び男女
平等推進の視点に配
慮した広報資料の作
成を周知した上で、
広報資料の点検を行
う。

次年度も引き続き、
広報資料作成時には
「公的広報の作成に
関する表現の手引」
を活用するなど、男
女共同参画の視点に
配慮して作成する。

看護師募集用のパンフレッ
ト増刷について、表紙の男
女２名の看護師が並んだデ
ザインを掲載するなど、
「公的広報の作成に関する
表現の手引」等を踏まえ
て、男女共同参画の視点に
配慮した。

2

男女共同参画の視点
に配慮して、広報資
料を作成した。

「教育だよりかわさき」の
作成については、男女平等
の視点を踏まえた表現に留
意し、作成した。

行動計画に基づく取
組を実施した。

広報資料の作成に当たり、
男女共同参画の視点に配慮
した。

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に配慮した広報の実
施を推進する。
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20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

区内在住の国人住民1,300
人を対象に、区による外国
人住民向けの情報発信等の
取り組みについての、アン
ケート調査を実施した。

性別・年齢等、回答
者属性をたずねる設
問を設定し、回答者
の男女比率などの
データを把握した。 2

次年度の区民アン
ケートにおいても、
男女平等の視点に配
慮しながら、調査を
実施する。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

川崎区役所

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

広報紙を活用したアンケー
ト調査の実施に当たって、
性別により異なる課題や
ニーズがあることを把握で
きるような内容で行った。

アンケート調査の作
成に際し、男女共同
参画の視点に配慮し
たたｔめ。

2

引き続き、男女共同
参画の視点に配慮し
た上で、アンケート
調査等の実施を行
う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

危機管理本
部

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

生田緑地指定管理者におい
て満足度調査を四半期ごと
に実施。令和５年度は性別
の設問について検討を行
い、男・女・その他・回答
しないの４つの選択肢を設
けた。

性別により異なる
ニーズを把握しなが
ら、回答を希望しな
い人にも配慮したも
のとしたため。

2

アンケート調査の回
答を分析し、改善の
必要があれば対応す
る。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

建設緑政局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市の統計調査やアンケート
調査等の実施にあたって
は、必要に応じて性別デー
タの把握に努め、公表を
行った。

男女比率を把握し、
公表に向けて適切に
実施した。

2

次年度も引き続き必
要に応じて性別デー
タの把握に努め、公
表を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

健康福祉局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

アンケート調査を実施する
際は性別の項目の必要性に
ついて検討し、性別を記入
する必要が無いものは性別
欄を廃止した。
記入する必要があるものに
ついても「その他・
回答しない」を選択できる
よう設定した。

ジェンダー統計の観
点に配慮してアン
ケート調査を行っ
た。

2

引き続きアンケート
調査を実施する際に
はジェンダーの視点
から設問が作成され
ているか確認し、不
適切な項目があれば
見直しを要請してい
く。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

経済労働局

環境局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市民向けアンケート調査の
実施にあたっては、男女共
同参画の視点に配慮してア
ンケートを実施し、必要に
応じて性別データの把握に
努めた。

概ね目標とおりの配
慮を実施したため。

2

アンケート調査等の
実施にあたっては、
引き続き男女平等推
進の視点に配慮し、
必要に応じて性別の
項目設置等を検討す
る。

川崎市男女共同参画の進捗
状況及び課題把握のため市
民アンケート調査を実施す
るとともに、川崎で活躍す
る女性や男女共同参画推進
者のあゆみについて調査を
行った。 2 市民文化局

施策７　ジェンダー統計についての理解の促進及び男女共同参画社会の形成に及ぼす影響把握の実施

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

総務企画局

男女別統計
データの集計
及び公表

統計結果を市ホーム
ページや刊行物等で
広く一般に公表し
た。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取
りまとめ→統

計情報課

法定受託事務として実施し
た調査の結果について、男
女別の集計項目を作成し、
統計資料を公表した。

　性別により異なる課題やニーズがある状況を客観的に把握するジェンダー統計に対する理解を促進し、各種統計やアンケート調査を実施します。例えば、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大は、性別によって雇用や生活等に異なる影響を及ぼしており、市民生活にもたらされた影響を男女共同参画の視点から把握・分析を行います。

2

19

市民等を対象に
した調査を実施
し、男女共同参画
に関する意識・実
態や課題を把握
します。

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

20

男女共同参
画センター

市民アンケート
など、調査・研
究事業の実施

次年度も引き続き、
必要に応じて性別
データの把握及び公
表に努める。

市民アンケートの実
施に向け、設問を含
めた調査票の作成、
回答者の負担軽減を
図るためオンライン
回答フォームの作成
などを行い、回答内
容の集計作業を行い
ました。

市民向けの啓発資料
として、引き続き
データブックの配
布・周知を行う。ま
た、市民アンケート
の調査結果について
は、今後、報告書と
してまとめていく。
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(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) E

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

教育委員会
事務局

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

引き続き市の統計調
査やアンケート調査
等の実施に当たって
は、ジェンダー統計
の観点から必要な取
組を進める。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

アンケート調査等の実施に
ついては、男女共同参画の
視点に配慮した。

男女共同参画の視点
に配慮したアンケー
ト調査等を実施し
た。

2

次年度も引き続き、
アンケート調査等の
実施に当たっては男
女共同参画の視点に
配慮する。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

消防局

市民オンブ
ズマン事務

局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

市の統計調査やアンケート
調査等の実施に当たって
は、ジェンダー統計の観点
から必要に応じて性別項目
を設け、異なる課題やニー
ズを把握した。

行動計画に基づく取
組を実施した。

2

2

お客様アンケート調
査を引き続き実施
し、市バスに対する
お客様満足度の把握
に努める。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

交通局

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

20

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

Ｗｅｂ及び広報物を通じ、
市バスお客様アンケート調
査を実施した。

市バスお客様アン
ケート調査は、統計
上、男女比率を把握
する必要がないこと
から、性別記載欄を
設けていない。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

5月1日調査期日の「市立学
校統計調査」において、男
女別の児童・生徒数を把握
し、公表している。

調査結果を市ホーム
ページで広く一般に
公表した。

2

次年度も引き続き、
男女平等推進の視点
に配慮し、調査を実
施していく。

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

人事行政の適正な運営のた
め、採用・昇任・勤続年数
等における男女比率を調査
した。

調査結果をもとに、
川崎市職員の人事に
関する統計報告を作
成した。

2

引き続き、適正な調
査のもと、統計報告
を作成する。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

人事委員会
事務局

20

市の統計調査や
アンケート調査等
の実施に当たっ
ては、ジェンダー
統計の観点から
必要な取組を進
めます。

市の統計調査
では、必要に応
じて性別項目
を設け、異なる
課題やニーズ
を把握

みずみずフェア等でアン
ケート調査を実施した。

抽出条件や設問を決
定するに当たり、必
要に応じた性別項目
や、ジェンダー統計
に配慮した設問内容
等を設定し、適切に
実施できたため。

2

引き続きジェンダー
統計の観点に配慮
し、アンケート調査
等を行う。

統計資料作
成所管課記
入後、庶務

課（男女共同
参画推進員
所属課）で取

りまとめ

上下水道局
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年度 達成度 達成度を選択した理由

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) C

R5
(2023) C

R6
(2024)

R7
(2025)

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：33.4%

令和5年度女性比率
は33.4%と、令和4年
度と同様の比率と
なっており、目標値
の40％までにはまだ
開きがある。 1

専門領域や職種等を
踏まえた選任との兼
ね合いに課題はある
が、女性参加促進に
関する事例の情報提
供や事前協議の時期
の検討を行い、比率
向上に向けた取組を
引き続き行う。

健康福祉局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

経済労働局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：26.3%

前年度に引き続き、
目標達成まで10％以
上の開きがある。

1

女性の学識経験者の
候補が少ないことに
加えて、公募・団体
推薦でも女性候補者
が見つからないこと
が課題であるが、令
和６年度以降の改選
のタイミングを活用
し、引き続き女性委
員の選任依頼を行っ
ていく。

環境局

委員を選任する際に
は、男女比に配慮
し、女性比率の向上
に努めるよう、局内
各課に周知してい
く。

市民文化局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：26.3%

情報提供し比率向上
に向け働きかけた
が、目標値まで10％
以上の開きがあるた
め。 1

局内各課に対し、審
議会等における委員
選任時の女性比率を
向上するよう働きか
けていく。また、男
女共同参画に関する
積極的な情報提供を
行っていく。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：41.0%

令和４年度は39.9％
であり、前年度から
比率が1.1%増加し、
目標数値である40％
を達成した。 2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：32.0%

昨年度に引き続き、
32.0％とだった。依
然として目標値の
40％まで8.0％開い
ているが、改善が進
んでいる。

1

改選の際に女性比率
が向上するよう事前
協議を通じて働きか
ける。

財政局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

市民文化局
人権・男女共

同参画室

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：40.0%

令和5年度は40％で
あり、目標を達成し
ている。

1

引き続き局内所管の
審議会等委員の女性
比率の向上を目指す
よう要請していく。

総務企画局

基本施策３　政策・方針の立案及び決定への女性の参画拡大

施策８　審議会等委員への女性の参画の推進

　審議会等委員への女性の参画を促進し、市の政策・方針の立案及び決定過程に、多様な視点を反映します。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

事前協議、参加
状況調査の実施

女性比率（全市）令和5年
度:33.5％
・新規設置及び改選を行う
審議会等所管対象課と事前
協議を行い女性参加促進を
働きかけた。
・全審議会等を対象にした
参加状況調査を実施し、現
状把握及び課題の検討を
行った。
・改選を行う審議会等を対
象に女性候補者確保に向け
た手法の情報提供を行っ
た。
・局長会議、庶務課長会議
において各局に審議会等の
女性の比率向上に向けた取
組を依頼した。

令和5年度女性比率
は33.5%と、令和4年
度の32.2％から1.3
ポイント増となって
いるが、目標値の
40％までにはまだ開
きがある。

1

引き続き、目標達成
に向けて事前協議を
行うほか、局長会
議、庶務課長会議
等、様々な場を通じ
てにおいて比率向上
に向けた取組の依頼
や女性候補者確保に
向けた手法の情報提
供を行う。

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅱ 職業生活・家庭生活における男女共同参画の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和５(2023)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

38



R4
(2022) A

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) C

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) D

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) D

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

引き続き、目標とす
る比率を達成できる
ように、女性委員の
参画に向けて配慮す
る。 中原区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：44.8%

目標とする女性比率
を達成した。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：61.3%

女性比率が40％以上
で目標を達成してい
る。

2

引き続き、実施して
いく。

幸区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

危機管理本
部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

令和5年度の数値は32.5%と
なり、前年度の35.0%から
2.5ポイント減少した。

前年度から女性比率
が2.5ポイント減少
し、目標達成までは
7.5ポイントの開き
がある。 2

引き続き、女性比率
の向上に努めてい
く。

川崎区役所

令和５年度で現委員
の任期が切れるた
め、次期懇談会につ
いては女性委員の拡
充に向けた人選を行
う。

臨海部国際
戦略本部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：9.2%

目標達成まで30ポイ
ント以上の開きがあ
るため。

1

女性参加を積極的に
呼びかけるなど、引
き続き女性比率の向
上に努める。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：0%

臨海部ビジョン推進
懇談会は令和５年度
が２年任期の２年目
にあたり、委員変更
の機会が無く、現状
の委員構成となった
ため。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：15.6%

前年度の16.1％より0.5ポ
イント減少した。

目標達成まで大きな
開きがある。

1

引き続きさらなる女
性委員の比率向上に
努める。

港湾局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

まちづくり局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：36.4%

前年度より0.4ポイ
ント低下した。目標
達成まで3.6ポイン
トの開きがある。

1

女性参加促進に関す
る好事例の情報提供
や、女性委員候補情
報の提供など、比率
向上に向けた取組を
引き続き行う。 建設緑政局

引き続き、女性委員
の選出について配慮
を行うよう指導を
行っていく。

こども未来局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：25.7%

前年度から比率が
3.9ポイント減少
し、目標達成まで
14.3ポイントの開き
がある。 1

職に対する委員選任
もあり難しいが、引
き続き女性委員の参
加向上に努めてい
く。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：39.3%

前年度は目標を達成
していたが、今年度
はわずかに下回って
しまった。

1
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R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)
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男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

市民オンブ
ズマン事務

局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：38.0%

令和4年度女性比率
は38%と、令和3年度
と比較し上昇してい
るものの、令和7年
度目標の40％に未達
のため。

1

引き続き局内所管の
審議会等委員の女性
比率の向上を目指す
よう要請していく。

教育委員会
事務局

各審議会等へ女性委
員の推薦を依頼し、
比率向上に向けた取
組を引き続き行う。

消防局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：75.0%

目標である４０％を
達成している。

2

今後も女性参加促進
の取組を続けてい
く。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
・令和5年度:2.4%

目標達成まで37.6ポ
イントの開きがあ
る。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：27.3%
①川崎市立病院運営委員会
1人/6人
②川崎市立多摩病院運営協
議会2/4人
③川崎市立川崎病院地域医
療支援病院運営委員会3人
/12人

全審議会に女性委員
が在席しているが、
目標達成まで12.7ポ
イントの開きがあ
る。

1

委員の改選時におい
て、女性委員候補情
報の提供など、比率
向上に向けた取組を
引き続き行う。

病院局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

上下水道局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：41.7%

令和7年度までの目
標である「40％」を
既に達成している。

2

今後も目標である
「40％」以上の比率
を確保し、女性参加
促進の取り組みを続
けていく。 交通局

改選の際に女性比率
が向上するよう各課
に働きかけていく。

麻生区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：35.3%

目標値（40.0％）達
成まで10％以内であ
るため。

1

男女共同参画に関す
る視点を持ち、女性
参加促進に向けた取
組を引き続き行う。

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：43.3%

昨年度に引き続き、
目標の40％を達成し
た。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：66.7%

数値目標達成のため

2

女性参加促進に関す
る好事例の情報提供
や、女性委員候補情
報の提供など、比率
向上に向けた取組を
引き続き行う。

多摩区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

高津区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：60.0%

女性の参加比率が上
がったため。
※令和4年度：
56.0％

2

引き続き審議会等に
おいて、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう各課に周
知・共有していく。 宮前区役所

21

審議会等委員に
占める女性の割
合向上のための
取組を推進し、令
和７（2025）年度
までに40％となる
よう目指します。

審議会等所管局
による比率向上
に向けた取組

女性比率
令和5年度：46.3%

女性比率が昨年度よ
り4.5％増加し、目
標である40％を達成
したため。

2

審議会等の委員の選
任において、各所属
に対し、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう周知徹底
を行い、さらなる比
率向上に配慮する。
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職に対する委員選任
もあり難しいが、引
き続き女性委員の参
加向上に努めてい
く。 まちづくり局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：3

女性委員の参加向上
を促したが、条件に
合う委員がおらず、
女性委員ゼロの審議
会がなくならなかっ
た。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

目標値を達成でき
た。

2

引き続き、女性委員
の選出について配慮
を行うよう指導を
行っていく。

こども未来局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

環境局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：7

女性委員ゼロの審議
会の数は前年度と同
様だった。

1

専門領域や職種等を
踏まえた選任との兼
ね合いに課題はある
が、次年度も引き続
き、女性委員ゼロの
審議会をなくすため
に取組を推進する。

健康福祉局

局内各課に対し、審
議会等における委員
選任時の女性委員選
任を働きかけてい
く。また、男女共同
参画に関する積極的
な情報提供を行って
いく。

経済労働局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会がないため

2

学識経験者が少ない
現状があるが、引き
続き女性委員の選任
に取り組む。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：3

情報提供し女性委員
選任に向け働きかけ
たが、目標の達成に
至らなかったため。

1

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：1

令和４年度と同様、
女性委員ゼロの審議
会が1のため。

1

引き続き、委員を選
任する際は女性委員
の選出について配慮
するよう局内各課に
周知し、目標達成に
向けて努める。

市民文化局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

総務企画局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会が無いため。

1

引き続き、審議会等
の委員改選の際には
事前協議を通じて女
性比率向上を働きか
ける。 財政局

女性委員ゼロの審議
会等の解消に向け、
全庁的な会議など
様々な機会をとらえ
て周知していく。ゼ
ロとなっている審議
会等については、改
選の際に解消できる
よう事前協議を通じ
て働きかける。

市民文化局
人権・男女共

同参画室

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会は０であり、目標
を達成している。

2

この状況を維持でき
るよう、引き続き審
議会を所管する所属
に要請していく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

所管部署への働
きかけの実施

女性委員ゼロの審議会の数
（全市）令和5年度：21

令和5年度女性委員
ゼロの審議会の数
は、前年度20から1
つ増えて21となっ
た。

1
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宮前区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き、実施して
いく。

高津区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会はなかったため。

2

引き続き審議会等に
おいて、男女共同参
画の視点を持って取
り組むよう各課に周
知・共有していく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標を
達成している。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会は無く、目標を達
成した。

2

引き続き、目標とす
る比率を達成できる
ように、女性委員の
参画に向けて配慮す
る。 中原区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

川崎区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会がなく、目標は達
成している。

2

引き続き、実施して
いく。

幸区役所

女性委員ゼロの審議
会等がないよう、引
き続き女性参加を積
極的に呼びかける。

危機管理本
部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会が無いため、目標
を達成している。

2

今後も現在の状態を
継続していく。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会等がなくなったた
め。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：1

臨海部ビジョン推進
懇談会は令和５年度
が２年任期の２年目
にあたり、委員変更
の機会が無く、現状
の委員構成となっ
た。一方、次年度の
改選に向けて、女性
学識者の情報収集を
行うなど女性委員の
拡充に向けた取組を
行った。

1

令和５年度で現委員
の任期が切れるた
め、次期懇談会につ
いては女性委員の拡
充に向けた人選を行
う。

臨海部国際
戦略本部

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

建設緑政局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審
議会がなく、目標
が達成できたた
め。

2

引き続き女性委員が
ゼロの審議会が発生
しないように努め
る。

港湾局

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

すべての審議会に女
性委員が就任するこ
とができた。

2

審議会設置の事前を
察知し、女性委員候
補情報の提供などを
行い、比率向上に向
けた取組を引き続き
行う。
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人事課

　「川崎市女性活躍推進特定事業主行動計画」に基づき、女性職員のキャリア形成支援や登用を推進し、性別や年齢等にかかわらず職員一人ひとりが意欲的に仕事に取
り組める、働きやすく魅力的な職場環境の実現に向けて取り組みます。

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

女性のキャリア形成を支援
する取組として、新たな昇
任制度を開始したほか、メ
ンター制度の実施、女性活
躍推進に関する研修（管理
監督者向け及び職員向け）
を実施した。

女性職員のキャリア
形成支援や働きやす
い環境づくりに向
け、計画に基づいた
取組を実施した。 2

新たな昇任制度の運
用を進めるととも
に、メンター制度、
先輩職員との意見交
換会、女性活躍推進
に関する研修等の実
施を継続する。

総務企画局

施策９　女性職員のキャリア形成支援と登用の推進

教育委員会
事務局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

引き続き女性委員ゼ
ロの審議会件数０件
を維持する。

市民オンブ
ズマン事務

局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：1

川崎市橘樹官衙遺跡
群調査整備委員会の
調査部会が前年度同
様、全員が男性で、
女性委員が0であ
る。

1

引き続き、目標達成
に向けて努める。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会はなく、目標を達
成している。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
・令和5年度：4

職務の指定や、危険
物や石油コンビナー
トに関する女性学識
経験者が少ないこと
から、現状は変わっ
ていない。

1

今後も女性委員ゼロ
の審議会の数を減ら
すよう、引き続き女
性参加促進の取組み
に最大限努める。 消防局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

交通局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性の委員が１名以
上入るように調整し
た結果、女性委員ゼ
ロの審議会は無く、
目標を達成してい
る。

2

引き続き、男女比に
配慮し、各団体へ女
性委員の推薦を依頼
していく。

病院局

委員の改選時には男
女共同参画に関する
視点を持ち、女性参
加促進の取組を続け
ていく。 上下水道局

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

女性委員ゼロの審議
会はなく、また女性
比率も高比率を維持
できている。

2

今後も女性委員ゼロ
の状況にならないよ
う、女性参加促進の
取り組みを続けてい
く。

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

目標通り達成できた
ため。

2

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：1

女性委員ゼロの審議
会数が１つあり、目
標達成には至らな
かった。

1

引き続き、改選の際
などに女性委員ゼロ
の審議会とならない
よう各課に働きかけ
ていく。 麻生区役所

男女共同参
画推進員所
属課（庶務担

当課）

22

女性委員ゼロの
審議会等をなくし
ます。

女性委員ゼロの
審議会をなくす
ための取組の推
進

女性委員ゼロの審議会の数
令和5年度：0

数値目標達成のため

2

女性参加促進に関す
る好事例の情報提供
や、女性委員候補情
報の提供など、比率
向上に向けた取組を
引き続き行う。

多摩区役所
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調査課

監査事務局 行政監査課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

・「川崎市職員のセクシャ
ルハラスメント、パワーハ
ラスメント及び妊娠、出
産、育児又は介護に関する
ハラスメントの防止に関す
る要綱」を周知した。
・ハラスメントに関する研
修や会議等の参加を積極的
に促した。

ハラスメントに関す
る研修や会議の機会
を周知した。

2

引き続き、研修や会
議の機会を周知し、
職員の理解が深まる
よう努める。

人事委員会
事務局

引き続き局内への理
解が深まるよう取り
組む。

選挙管理委
員会事務局

選挙課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

研修、自主考査等の機会を
活用し、ハラスメント防止
について啓発を行った。

様々なハラスメント
について、局内で意
見交換をし、防止に
向けた意識を高める
ことができた。 2

女性職員のキャリア
形成支援や働きやす
い環境づくりに向け
た取組を引き続き行
う。

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

管理職会議及び課内会議 ・課内会議でのハラ
スメント防止の確認
・各種ハラスメント
についての理解が深
まるよう、研修資料
等の局内回覧の実
施。

2

人事課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

職員の服務規律の確保と公
務員倫理の確立について、
厳正な服務規律の確保、法
律の遵守を行うとともに、
良好な職場環境の維持及び
醸成に全力を挙げて取り組
むよう教育長名にて通知し
た。

職場内での周知徹底
を指示した。

2

引き続き、職員の服
務規律の確保に向け
て、働きかけを行っ
ていく。

教育委員会
事務局

庶務課

病院局 庶務課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

・局内において、男性職員
も参加する初任実務教育及
び昇任予定者研修（各階
級）において、女性活躍推
進研修を実施し、本市のみ
ならず国の取組についても
説明し、女性活躍推進の意
義を周知した。
・局内全女性職員に対し、
キャリア形成についてのア
ンケートを実施した結果を
受け、消防隊員へ復帰を目
指す職員が、３月に実施さ
れる警防実務研修に参加し
やすくなるよう、基準を見
直した。
・川崎市職員メンター制度
を周知した。

　女性職員のキャリ
ア形成支援や働きや
すい環境づくりに向
け、計画に基づいた
取組を実施した。

2

・各種局内研修等に
おいて、継続的に研
修を実施し、各種制
度を周知するととも
に、女性のキャリア
形成や働きやすい環
境作りを推進する。
・メンター制度にお
ける、メンター及び
メンティの募集を継
続的に行い制度を実
施する。

消防局

引き続き、ハラスメ
ント防止に係る啓発
を行う。

交通局 庶務課

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

ハラスメントに関する文書
等の周知により、正しい知
識と見解を深め、その防止
に向けた職員の意識改善を
図った。

様々なハラスメント
について、都度、局
内で確認し、防止に
向けた意識の改善を
促すことができた。 2

引き続き、ハラスメ
ント防止について、
職員の意識改善を
図っていく。

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

研修、自主考査等の機会を
活用し、ハラスメント防止
について啓発を行った。

研修、自主考査等の
機会を活用し、ハラ
スメント防止につい
て啓発を行った。

2

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

自主考査や内部講師による
ハラスメント研修等を通じ
てハラスメントへの意識の
向上に取り組んだ。

内部講師による職場
環境改善研修を実施
し、防止に向けた意
識の改善を促せた。

2

引き続きハラスメン
ト防止に努め、ハラ
スメントが起こらな
い土壌づくりを推進
していく。 上下水道局 庶務課
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庶務課

交通局 庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長選考受験について、積
極的な周知・勧奨を行っ
た。

対象者へ積極的な受
験の周知・勧奨を
行った。

2

引き続き、対象者に
対し積極的に周知・
勧奨を行い、女性の
昇任への意識醸成を
図っていく。 病院局

引き続き、取組を継
続して取り組んでい
く。

上下水道局 庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、管理職会議等を活用し
つつ、対象者に対して所属
長から個別に案内する等、
積極的な周知と勧奨を行っ
た。

係長昇任選考受験に
ついて、管理職会議
等を活用しつつ、対
象者に対して所属長
から個別に案内する
等、積極的な周知と
勧奨を行った。

2

引き続き、昇任選考
受験に係る受験意識
の醸成を図る。

27

昇任候補者となる
人材の確保・育成
に向けた取組を
行います。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考の受験率向上
に向け、管理職に対象者へ
直接案内するよう周知し
た。

対象者へ積極的な受
験を呼びかけるよう
管理職へ周知した。
また、係長職の女性
比率を上げ、活躍し
ている女性を身近で
感じる機会が増えた
ことにより、女性の
昇任への意識醸成を
図れた。

2

教職員人事
課

27

昇任候補者となる
人材の確保・育成
に向けた取組を
行います。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

管理・監督者による適切な
指導、助言等を実施した。
ライフイベント等を考慮し
た、新たな係長及び主任昇
任選考を実施した。

昇任候補者となる人
材の確保に向け、計
画に基づいた取組を
実施した。
新たな昇任制度によ
り、ライフイベント
等を考慮した昇任モ
デルを導入した。

2

引き続き管理・監督
者による適切な指
導、助言等を実施す
る。
また、昇任制度を適
切に運用し、意欲と
能力のある女性職員
を登用していく。

総務企画局 人事課

総務企画局 人事課

26

小学校・中学校・高
等学校の校長、教
頭に占める女性の
割合の向上を目指
します。

校長・教頭に占
める女性の割合
の向上

【校長・副校長・教頭の女
性比率】令和5年度
小学校：47.8%
中学校：24.8%
高等学校：16.7%
特別支援学校：54.5%

前年度と比較して、
小学校は0.4%の減少
となったが、中学校
は1.9%、高等学校は
11.9%、特別支援学
校は9.1%の増加と
なった。

2

引き続き全校種にお
いて校長・副校長・
教頭の女性登用に努
めていく。

教育委員会
事務局

引き続き職員向けア
ンケート等による現
状把握及び課題分析
を行い、実効性のあ
る取組を行うととも
に、管理監督者の意
識啓発等を実施す
る。

総務企画局 人事課

25

課長級職員に占
める女性割合が
令和7（2025）年度
までに30％になる
よう目指します。

数値目標達成に
向けた取組の推
進

課長級職員に占める女性の
割合
令和5年度数値：25.9％
（令和6年4月1日時点）

前年度（令和5年4月
1日時点）から比率
が0.9ポイント上昇
した。

2

令和7年度（令和8年4
月1日時点）までに目
標達成に向けて、引
き続き、女性の登用
に努めていく。

24

「川崎市女性活躍
推進特定事業主行
動計画」に基づき、
女性職員や管理職
に向けた研修等の
意識啓発を行いま
す。

計画に基づく取
組の推進（職員
向けアンケート
の実施や人事評
価制度の効果的
な活用、管理職
への研修など）

職員向けアンケート（働き
方についてのアンケート調
査）を実施し、現状及び課
題を把握した。また、管理
監督者向けに研修を実施し
た。

職員の満足感の向上
に向け、計画に基づ
いた取組を実施し
た。

2

23

「川崎市女性活躍
推進特定事業主
行動計画」に基づ
き、女性職員の
キャリア形成支援
や働きやすい環
境づくりに努めま
す。

計画に基づく取
組の推進（メン
ター制度の実
施、ハラスメント
対策など）

早朝管理職会議の場におい
て、ハラスメントに関する
新聞記事を活用して情報交
換を行い、その防止に向け
た意識啓発を行った。

男女平等推進及び女
性活躍推進の観点か
ら取組を実施した。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

議会局 庶務課
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人権・男女共
同参画室

施策１０　企業や市の関係団体等における女性の育成・登用に向けた取組の促進

　市内企業や関係団体等に向けて、女性管理職の育成や登用に向けた情報提供を行います。

28

女性の登用・育成
や多様な働き方
に関する情報提
供や啓発を行い
ます。

すくらむネット
21を通じた市内
団体等への情
報提供

運営会議において、年間の
テーマを「ジェンダー平等
を実現しよう」に設定し、
運営会議（3回）の場にお
いて情報提供や意見交換を
行った。男女共同参画かわ
さきフォーラムを動画配信
により実施し、249名の視
聴があった。全体会議は、
会場とオンラインを併用し
て開催するとともに、第2
部では「地域防災への男女
共同参画の視点」に関する
講演会を開催した。

年間テーマに沿って
加盟団体間の情報の
共有などを行い、
ネットワークの活性
化や男女共同参画の
啓発を行った。

2

加盟団体への積極的
な情報提供を行うと
ともに、講座等を開
催することで意識醸
成を図る。

市民文化局

調査課／
任用課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

人事評価制度の中間フォ
ローや評価時面談及び異動
ヒアリング等の機会を捉
え、今後のキャリアプラン
や異動希望理由等を確認し
ながら意見交換をし、適
時・的確な現状把握と助
言・指導等を行った。

男女平等推進及び女
性活躍推進の観点か
ら取組を実施した。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

議会局 庶務課

行政監査課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

・庶務課長会議において、
適切な受験勧奨を行うよ
う、各局等に依頼した。
・職員個々の子育てなどの
ライフイベントに配慮した
昇任モデルの構築や、係長
昇任に向けた準備期間の確
保を考慮した昇任制度の見
直しを行った。
・係長昇任選考第１次選考
において、子育て中の職員
に受験しやすい環境を提供
するため、託児所を設置し
た。

受験環境の整備や昇
任制度の見直しを
行った。

2

次年度も引き続き受
験しやすい環境整備
を図っていく。

人事委員会
事務局

選挙管理委
員会事務局

選挙課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

管理職会議等により適切な
受験勧奨を行うよう各課に
周知した。管理職から受験
対象者全員にキャリアプラ
ン等の確認を行った。

昇任候補者に対する
勧奨やフォローを適
切に実施した。

2

次年度も引き続き係
長昇任選考受験率向
上の取組を進める。

監査事務局

引き続き、積極的な
受験を図れるよう、
働きかけを行ってい
く。

教育委員会
事務局

庶務課

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

令和５年度は、係長
昇任選考対象者がい
なかった。

2

引き続き対象者に対
し係長等昇任選考の
受験勧奨を行ってい
く。

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

係長昇任選考受験につい
て、積極的な周知と勧奨を
行った。

対象者へ積極的な受
験を呼びかけた。

2

27

昇任候補者となる
人材の確保に向
けた取組を行い
ます。

係長昇任選考受
験率向上の取組
女性幹部職員養
成の取組

・昇任試験・選考を受験す
るきっかけとなるよう、局
内において、キャリアプラ
ンについて悩みを持つ女性
職員に対し、女性活躍推進
研修を実施した。
・キャリアアップを考える
上での一助となるよう、消
防局長と若手女性職員との
オフサイトミーティングを
実施した。
・局内において、消防司令
選考（係長選考）を含む各
階級の昇任試験の実施につ
いて通知した。

令和4年度に受験者
がいなかった消防司
令（係長級）選考に
おいて、局内の女性
活躍推進研修を受講
した2名が受験し合
格した。また、今後
消防司令の候補者と
なりうる消防司令補
（主任級）試験にお
いても、令和3,4年
度の1名に対し5名が
受験し、うち3名が
合格したため。

2

女性職員の消防士
長・消防司令補昇任
試験は、例年一定数
の受験が見込まれる
ものの、消防司令選
考を受験する職員を
継続的に確保するた
め、各種研修等に機
会を通じて取組を継
続していく。

消防局 人事課
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検査課

施策１２　専門分野や専門職等への女性の参画拡大

　男女の参画に偏りがある分野において、男女双方の参画が進むよう支援します。

32

女性技術者の技
術力向上及び担
い手育成に向け
て、女性技術者を
表彰します。

若手技術者・女
性技術者表彰の
実施

若手技術者・女性技術者表
彰を実施。
令和５年度：２名

審査委員会による審
査により、２名の技
術者を表彰した。

2

性的マイノリティの
技術者に対する対応
方針が明確でなく、
今後の社会情勢を注
視する必要がある。 財政局

男女共同参
画センター

31

働く女性が抱える
悩みや問題の解
消に向けた相談
を実施します。

労働相談の実施 常設の労働相談のほかに神
奈川県と共催で月1回の弁
護士相談・夜間労働相談・
年7回の街頭労働相談を開
催し、職場で起きたセクハ
ラの問題についても相談を
受けた。

働く女性が抱える悩
みや問題の解消に向
けて、労働相談を実
施した。

2

引き続き、働く女性
が抱える悩みや問題
の解消に向けて労働
相談を実施する。

経済労働局 労働雇用部

経済労働局 労働雇用部

31

働く女性が抱える
悩みや問題の解
消に向けた相談
を実施します。

個別キャリア相
談における就労
継続に関する相
談への支援

女性を対象としたキャリア
相談は今年度からオンライ
ン相談を選択肢に加え、来
館・電話・オンラインの方
法にて実施し、合計115件
の相談があった。また、出
張個別キャリア相談を4回
実施した。

来館だけでなく、オ
ンライン相談、電話
も選べるようにし、
相談者の利便性に配
慮した。

2

引き続き、相談者の
ニーズに合わせた支
援を行う。

市民文化局

引き続き就労支援講
座を開催するととも
に女性リーダー養成
のための事業を実施
する。

市民文化局
男女共同参
画センター

30

女性の就業継続・
キャリアアップに
向けた支援講座
を実施します。

職場定着のため
のフォローセミ
ナーや人材育成
セミナー等の開
催

キャリアサポートかわさき
において、女性向け就職準
備セミナーを実施した。
また、キャリアサポートか
わさきにおいて、就業後の
職場定着に向けた定着支援
セミナーを実施した。

働きたい女性の就業
に向けた支援、就職
後の職場定着に向け
た支援を実施した。

2

引き続き、キャリア
サポートかわさきに
おいて、女性向け就
職準備セミナー及び
定着支援セミナーを
実施する。

経済労働局 労働雇用部

基本施策４　働く女性・働きたい女性へのキャリア形成支援

　結婚、出産等のライフイベントを経ても、女性がキャリアを形成しながら働き続けることができるよう、就業継続やキャリアアップに向けた情報提供、相談支援を推進しま
す。

30

女性の就業継続・
キャリアアップに
向けた支援講座
を実施します。

講座・研修・イベ
ント事業（就労支
援）の実施

女性のための就業支援講
座、起業支援講座、再就職
のためのパソコン講座を実
施した。女性リーダーのた
めのマネジメント力強化講
座を5回開催し、延べ154名
の参加があった。ネット
ワークづくりとしては、女
性経営者・女性管理職等の
リアルを開催し、27名の参
加があった。

予定どおり事業を実
施できた。再就職の
ためのパソコン講座
は市民団体との連携
事業として実施し
た。女性リーダーの
ためのマネジメント
力強化講座を5回開
催し、参加した企業
に地域女性活躍推進
事業所認定証を交付
した。

2

多様な働き方を紹介
するセミナーの開催
や「かわさき労働情
報」等による情報提
供を行う。 経済労働局 労働雇用部

29

市内企業におけ
る女性の就業・登
用状況の実態把
握を行います。

「労働状況実態
調査」の実施と
「労働白書」に
おける結果の
公表

「労働状況実態調査」を実
施し、女性の就業・登用状
況に関する調査を実施、
「労働白書」にて公表し
た。

「労働状況実態調
査」の実施と「労働
白書」における結果
の公表を行った。

2

市内企業における女
性の就業・登用状況
の実態把握に努める
とともに、「労働状
況実態調査」の実施
と「労働白書」にお
いて結果を公表す
る。

28

女性の登用・育成
や多様な働き方
に関する情報提
供や啓発を行い
ます。

多様な働き方
を紹介するセミ
ナーの開催や
「かわさき労働
情報」等による
情報提供

・「勤労者福祉セミナー」
を開催し、多様な働き方に
ついて発信した。
・「かわさき労働情報」で
は、女性向け就職イベント
や両立支援セミナーなどの
周知を行った。

多様な働き方を紹介
するセミナーの開催
や「かわさき労働情
報」等による情報提
供を行った。 2

施策１１　働く女性の就業継続とキャリアアップ支援の推進

28

女性の登用・育成
や多様な働き方
に関する情報提
供や啓発を行い
ます。

「女性リーダー
の養成講座」な
どの市内事業
所を対象にした
講座の実施

女性リーダーのためのマネ
ジメント力強化講座＆ネッ
トワークづくりを5回開催
し、延べ154名の参加が
あった。

講座を通じて、スキ
ルアップ等を希望す
る女性を対象に、必
須スキルの情報提供
やネットワーク構築
の機会を提供した。

2

引き続き女性リー
ダー養成のための事
業を実施する。

市民文化局
男女共同参
画センター
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引き続き、チラシな
どを通じて、当該融
資制度の周知を図
り、利用されるよう
に努めていく。 経済労働局 金融課

2

引き続き、起業を目
指す女性、起業して
間もない女性を支援
するための講座等を
開催する。

市民文化局
男女共同参
画センター

37

創業予定または
創業まもない女性
起業家を対象に
創業融資を実施
します。

女性・若者・シニ
ア起業家支援融
資金による支援

川崎市内施設や市内金融機
関にチラシなどを配架し、
創業を検討している方へ当
該融資制度の周知を図り、
利用促進に努めた。

概ね目標とおりの配
慮を実施したため。

広報の強化等により
新規登録者数及び就
職決定者数の増に繋
げ、目標達成に向け
た効果向上を図る。

経済労働局 労働雇用部

施策１４　女性の起業・事業継続に向けた支援の推進

　女性の起業促進に向けて、起業準備段階から成長段階まで、事業の立ち上げに必要な支援や事業継続支援を行います。

36

起業を希望する
女性や起業した
女性を対象に支
援講座等を実施
します。

女性起業事業継
続支援、フォロー
アップ個別相談
会、交流会、マ
ルシェなどの実
施

女性起業家プラン作成講座
を5回実施し、86名が参加
があった。
・起業家無料相談会（産業
振興財団）：全9回開催
し、延べ64名の参加があっ
た。
・創業・融資　無料相談会
（日本政策金融公庫）：全
5回開催し、延べ13名の参
加があった。
・起業家無料相談会（川崎
市信用保証協会）：計10回
開催し、延べ10名の参加が
あった。
・起業家した人が出展がで
きる「すくらむプチマル
シェ」：計10回開催し延べ
82店舗が参加した。

産業振興財団、川崎
信用保証協会、日本
政策金融公庫川崎支
店と各方面からのの
協力を得て連携して
実施することができ
た。

35

就業支援事業に
おける女性年間
就職決定者数
が、令和7（2025）
年度までに278人
以上になるよう目
指します。

数値目標達成に
向けた就業支援
事業の推進
（総合計画数値
目標）

キャリアサポートかわさき
における女性の年間就職決
定者数
令和5年度：245人

就職活動の長期化傾
向等により就職決定
者数が伸び悩み、目
標値は下回ったも
の。

1

男女共同参
画センター

34

女性の就職・再就
職・転職に向けた
就業マッチングや
キャリア相談、支
援講座等を実施
します。

「キャリアサポー
トかわさき」にお
ける就業マッチ
ングや女性向け
就職準備セミ
ナーの実施

キャリアサポートかわさき
において、女性を取り巻く
労働環境等のテーマによ
り、女性向け就職準備セミ
ナーを実施した。また、女
性求職者を対象とした、
ワークショップと企業交流
会がセットになったプログ
ラムや、合同企業就職説明
会を実施した。

働きたい女性の就業
に向けた支援を実施
した。

2

引き続き、キャリア
サポートかわさきに
おいて、女性向け就
職準備セミナーを開
催するとともに、女
性求職者対象のワー
クショップと企業交
流会がセットになっ
たプログラム等を実
施する。

経済労働局 労働雇用部

施策１３　多様なニーズに対応した就業支援の推進

　就職や再就職を希望する女性を対象に、求職者の特性に合った就業マッチングや就業機会の提供など、多様な就業支援に取り組みます。

34

女性の就職・再就
職に向けた就業
マッチングやキャ
リア相談、支援講
座等を実施しま
す。

個別キャリア相
談、就職支援講
座、パソコン講
座等の実施

・女性を対象とした個別
キャリア相談を平日以外に
も土曜日も含めて実施し、
合計115件の相談があっ
た。。また、出張個別キャ
リア相談を4回実施した。
グループ相談では子育て期
を含むキャリアデザインな
ど、各回テーマを設け、
キャリアや働き方を考える
機会を設けた。
・女性のための就業支援講
座として再就職のためのパ
ソコン講座や起業支援講座
を実施した。

育休復帰や、再就職
に必要な知識・技術
を習得できる講座を
実施した。
キャリア相談では国
家資格を持つキャリ
アコンサルタントが
平日だけでなく土曜
日にも相談をうけら
れるように工夫し
た。また、相談方法
も来館だけでなく、
電話やオンラインで
も相談を受けられる
ようにし、きめ細か
な就業支援を行っ
た。

2

引き続き、再就職、
就労継続、職場復帰
をめざす女性を対象
とした相談や支講座
等を開催し、就労支
援を行う。

市民文化局

33

農業の担い手育
成に向けて、女性
農業者団体の活
動・ネットワークづ
くりを支援します。

川崎市女性農業
担い手の会「あ
かね会」の活動
支援

女性農業者同士の情報共有
や農業関連技術の向上を目
的とした講習会や、市内産
農産物を使った料理教室、
農産物直売イベントへの出
店といった幅広い分野に係
る活動を支援した。

川崎市の農業就労者
の約4割を占める女
性農業者の、農業経
営や地域社会への主
体的な参画へ寄与し
た。

2

次年度も引き続き、
女性農業者団体への
支援を通じて、農業
の担い手の育成や農
業者間のネットワー
クづくりを推進して
いく必要がある。

経済労働局 農業振興課
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40

科学技術分野へ
の男女共同参画
の推進に向け、理
工系への理解を
深める取組を推
進します。

川崎サイエンス
ワールドの発行・
配布
小・中学校を対
象とした市内企
業による出張授
業

・子どもたちに科学技術へ
の興味関心を喚起するた
め、市内中学生向けに電子
版で配布している川崎先端
科学副読本「川崎サイエン
スワールド」の更新を行っ
た。
・アントレプレナーシップ
教育プログラムを通じて、
小・中学生向けに、市内企
業等による科学技術等に関
する講演及び体験講座を
行った。

科学技術分野への男
女共同参画の推進に
向け、目標どおり副
読本の更新や科学技
術に関する講演及び
体験講座を実施し
た。

2

引き続き、科学技術
分野への男女共同参
画の推進に向け、教
材を提供するととも
に、科学技術に関す
る講演や体験講座を
実施していく。

経済労働局
イノベーショ
ン推進部

市民文化局
男女共同参
画センター

引き続き、インター
ンシップ生等を受け
入れ、男女共同参画
センターでの事業実
施等を通じて、就業
体験、学習機会の提
供を行う。

市民文化局
男女共同参
画センター

40

科学技術分野へ
の男女共同参画
の推進に向け、理
工系への理解を
深める取組を推
進します。

女子学生の理工
系選択に向けた
講座や啓発の実
施

女子中高生やその保護者、
教職員等を対象に、「理工
系分野の進路選択応援講
座」をオンラインで開催し
た。市内で働く女性技術者
や理系大学生よりライフヒ
ストリーや仕事の面白さや
キャリアについて語っても
らった。

8月1日から9月15日
までYouTubeチャン
ネルの限定公開で配
信し、参加したは48
人に対し「理系は女
子には向いていな
い」等のジェンダー
バイアス解消に向け
て取り組むことがで
きた。

2

引き続き科学技術分
野への男女共同参画
に向けた講座開催や
啓発を実施してい
く。

2

・引き続き「キャリ
ア在り方生き方教育
推進事業」を実施
し、研修等で、子ど
もたち一人一人の自
立に向けた教育への
教職員の理解を深め
ていく。

教育委員会
事務局

教育政策室

39(
再掲
101)

男女共同参画の
視点からのイン
ターンシップ（就
業体験）や体験学
習等を実施し、若
者のライフキャリ
ア形成や地域参
画を促進します。

インターンシップ
及び職場体験の
受け入れ

男女共同参画センターにお
いて、インターンシップ延
138人を受け入れ、最終日
には修了報告会を実施し
た。

センター事業の企
画・運営等を通じ
て、大学生のライフ
キャリアや地域参画
の支援を行った。 2

施策１５　多様な選択を可能とする教育・学習機会の提供

　若い世代が多様なキャリア形成や生き方を主体的に選択できるよう、キャリア教育や男女共同参画に係る学習機会の提供を行います。また、女性の参画が少ない理工
系分野について、女子学生の進路選択が進むよう、情報提供を行います。

38

男女共同参画の
意義やワーク・ラ
イフ・バランスに
ついての理解促
進も含めたキャリ
ア教育を推進しま
す。

「キャリア在り方
生き方教育」の
推進

・「キャリア在り方生き方
教育」の推進のため、キャ
リア在り方生き方教育・進
路指導研修会を3回、研究
推進校情報交換会を3回開
催し、子どもたち一人一人
の自立に向けた教育への教
職員の理解を深めた。
・女子生徒のサイエンス分
野のキャリア形成を促すた
めの機会をGoogleと連携し
て設けた。

・子どもたち一人一
人の自立に向けた教
育に対する教員の理
解を研修を通して深
めた。
・家事や職業的に役
割分担等の偏りがな
いように配慮して作
成したキャリア在り
方生き方ノートに性
の多様性（LGBTQ）
に関するページを含
んで配布した。
・男女共同参画につ
ながる目標である
「ジェンダー平等を
実現しよう」を含む
持続可能な開発目標
について、教職員、
保護者の理解・啓発
を図った。
・女子生徒向けに情
報サイエンス分野の
キャリア形成を促す
ためにGoogleと連携
して「Mind the
Gap」を実施した。
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こども未来局
青少年支援

室
44

学校や地域との
連携を図りなが
ら、放課後等に児
童が安全・安心に
過ごせる場づくり
を推進します。

わくわくプラザ事
業、こども文化セ
ンター運営事業
の実施

・児童福祉法に基づく児童
厚生施設（児童館）とし
て、地域児童の健全育成を
目的に、各種事業・活動を
指定管理者制度により実施
した。
・市立小学校全114校内
で、放課後等の児童の安全
な居場所を確保した。
・わくわくプラザ終了時
（18時）までに保護者の迎
えが困難な場合、19時まで
児童の居場所及び安全を確
保した。

ほぼ目標どおり事業
を実施できた。

保育第1課

43

病児・病後児保育
事業を実施し、そ
の家族に対する
支援を行います。

病児保育事業及
び病後児保育事
業の推進

子どもの病気の際にも安心
して預けられるように、安
定的な運営を行ったこと
で、保護者の子育てと就労
の両立を支援することがで
きた。

ほぼ目標とおり実施
することができた。

2

次年度も引き続き安
定的に運営できるよ
う事業を実施し、子
育てと就労の両立支
援の充実を図ってい
く。

こども未来局 保育第2課

1

引き続き、子どもの
多様な体験や活動を
通じた児童の健全育
成を推進するととも
に、市民活動の拠点
としての活用を図る
必要がある。

こども未来局 保育対策課

42

夜間保育、一時
保育、休日保育
等など多様な保
育事業を推進しま
す。

民間保育所運営
事業の推進

働き方の多様な選択が可能
となるよう、一時保育等を
実施し、ワーク・ライフ・
バランスの推進を図った。

ほぼ目標どおり実施
できた。

2

次年度も引き続き多
様な保育事業を推進
し、子育てと就労の
両立支援の充実を
図っていく。 こども未来局

基本施策５　男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた環境づくり

施策１６　子育て支援策の充実と利用の促進

　誰もがワーク・ライフ・バランスを実現しながら、子育て期において多様な選択が可能となるよう、待機児童対策や多様な保育サービスの提供、子育てに関する交流機会
の提供等を推進します。

41

引き続き見込ま
れる保育需要に
対し、きめ細やか
な利用者支援を
通じた待機児童
対策を継続して推
進します。

待機児童対策事
業の実施

性別に限らず、就労等の社
会参加の促進に向けて、
ニーズを踏まえた保育受入
枠を確保した。

保育受入枠を確保す
るとともに、利用者
に寄り添い、それぞ
れのニーズに応じた
丁寧な支援を積極的
に行い、継続して待
機児童ゼロを達成し
たことによる。

2

出生率の低下等の現
状を踏まえ、引き続
き受入枠の確保に努
める必要がある。

事業推進部40

科学技術分野へ
の男女共同参画
の推進に向け、理
工系への理解を
深める取組を推
進します。

川崎臨海部に立
地する企業、研
究機関等が有す
る高度な人材、
技術、施設を活
かした、子どもた
ちの科学技術へ
の興味・関心を
高める科学教
育・キャリア教育
に資する取組の
実施

・教育機関への学習機会の
創出に向けた臨海部企業等
の見学会を実施した。

・小学生および中学生以上
を対象とした川崎臨海部副
読本を作成した。

・キングスカイフロントや
サイエンスへの興味喚起、
立地企業の紹介を目的に
「キングスカイフロント夏
の科学イベント」等を実施
した。

・高校生が科学への興味関
心を高めるとともに、将来
の自分の働く姿がイメージ
できるような、臨海部立地
企業の活動を体験する取組
を実施した。

・コロナ禍で見合わ
せていた施設見学を
再開し、研究者との
交流会を組み込むこ
とで、より生徒たち
の科学への興味を向
上させる見学会を実
施した。

・分かりやすく臨海
部を紹介し、科学に
対する興味を引き出
すために、小学生お
よび中学生以上を対
象とした副読本を作
成した。

・「キングスカイフ
ロント夏の科学イベ
ント」等の実施によ
り、子どもたちが科
学に触れる機会を創
出した。

・学校と企業の連携
により、高校生が企
業活動の体験を通し
た学びを発表するこ
とで、他の生徒に情
報共有を行うととも
に、自分の働く姿が
イメージできるプロ
グラムを実施した。

2

次年度も引き続き子
どもたちの科学技術
への興味・関心を高
める科学教育・キャ
リア教育に資する取
組を推進する。

臨海部国際
戦略本部
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地域支援課/
地域ケア推

進課

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

・自主活動している子育て
グループの支援をしてい
る。特に多胎児の子育ては
直面する困難さや不安、支
援ニーズを把握する機会と
して子どもや保護者の状況
に合わせた切れ目のない支
援を行っている。父親の参
加も見られており男女共同
参画の視点を持ち支援して
いる。
・子ども同士・保護者同士
の交流イベント「うぇるか
むクラス」の実施(3回)、
区内で活動する子育てグ
ループ等を対象とした交流
イベントの実施(1回)

・男女共同参画の促
進に向け、支援を実
施した。
・子育てを行う地域
住民同士、および区
内で子育てグループ
等を運営する住民同
士の交流機会の提供
を目的とし、計画し
ていた各種イベント
を実施した。

2

・次年度も引き続
き、男女共同参画の
取組を推進する。
・次年度も引き続
き、イベント等を通
じて地域の子育てグ
ループ等の支援およ
び保護者同士・子ど
も同士の交流機会、
各種子育て情報の提
供を行う。

宮前区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

中原区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

子ども・子育てネットワー
ク会議子育て支援部会を中
心に、男女共同参画の視点
に配慮しながら、子育てグ
ループの活動見学や研修、
活動紹介の展示等を実施
し、各グループの活動を支
援した。また、地域子育て
支援センターや子育てサロ
ンで地区担当保健師が等が
出向き、男女共同参画の視
点を踏まえた育児相談や保
護者交流の勧奨を行った。

地域子育て支援セン
ターやサロン等身近
で健康教育や個別の
相談を行った。子育
てに関する内容等家
庭でも父親と共有で
きるように資料を配
布した。 2

子育てグループは平
日の活動が多く父親
の参加は少ないた
め、必要時、資料を
配布し、家庭で共有
できるように資料の
活用を図る。
次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
を踏まえた子育てグ
ループの支援や保護
者同士の交流機会の
提供を行っていく。

高津区役所

（地域ケア推進課）
子育て支援機関や子
育てサークルが交流
の場により一層参加
したくなるような内
容を、今後も引き続
き提供していく。 幸区役所

地域支援課/
地域ケア推

進課

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

・子育てグループへの活動
支援をまとめた冊子の作成
や子ども未来フェスタをは
じめとするイベントでの活
動の広報など、グループの
活動が継続できるよう支援
した。
・子育てグループや子育て
サロン等に出向き、男女平
等の視点での育児相談や育
児情報の提供を行った。

子育てグループを支
援し、活動の活性化
を図ることで、地域
の子どもや保護者等
の交流の機会の提供
及び支援を行った。

2

引き続き、子育てグ
ループの活動支援を
行うとともに、子育
てグループ活動の活
性化に向けた支援を
行う。

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

(地域ケア推進課)
子育て支援機関や子育て
サークルの交流の場とし
て、部会を実施し、男女問
わず誰でも話しやすい場を
提供した。
また、子育てイベントを開
催し、多くの親子が子育て
支援機関や地域の方々と交
流したり、保護者同士で交
流できる場を提供した。

（地域ケア推進課）
男女共同参画の視点
に基づき、各関係者
同士の交流促進が図
られるよう工夫して
取り組んだ。
また、子育てイベン
トでは、皆で楽しめ
る場を創出すること
ができた。

2

企画課（R5よ
り保育・子育
て推進部運

営管理・子育
て支援担当）

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

地域子育て支援センターや
地域の子育てサロンでの講
座等を延４５回実施し、幅
広く情報提供した。

地域で活動する子育
てグループや子育て
サロン等で幅広く情
報提供した。

2

引き続き関係機関や
団体と連携し、活動
支援を実施する。

川崎区役所 地域支援課

市民文化局
男女共同参
画センター

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

地域子育て支援
事業の実施

地域子育て自主グループに
対して、活動費の補助を
行った。

子育て期において多
様な選択が可能とな
るよう、地域子育て
自主グループへの活
動費の補助を行っ
た。

2

引き続き、地域子育
て自主グループを支
援するために活動費
の補助をする。

こども未来局

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

親子で参加する
サロンやコン
サート等の実施

イキメン研究所とのコラボ
企画としてイキメンジャー
ナルを発行したほか、ウィ
メンズ・ジャズ・フェス
ティバルのイキメン研究所
を紹介した。

乳幼児連れでも参加
しやすい、親子で参
加できる機会を提供
した。

2

引き続き、子育てを
サポートするための
イベントの開催など
を通じ、子育て中の
男女を支援する事業
を行っていく。
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引き続き、多くの区
民に向けて健康づく
りや介護の予防・普
及・啓発を行うとと
もに、既存の活動支
援や新たな通い場づ
くりを支援する。

川崎区役所 地域支援課
48(

再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

区オリジナル体操「ほほえ
み元気体操（足腰らくらく
編）」の映像を公式
YouTubeへの掲載やDVDにし
て活動団体に配布した。
・普及啓発活動として、健
康づくりや介護予防の出前
講座を老人会や地域の集い
等で計１３１回実施した。
・ウォーキングガイドブッ
ク、シニアお出かけ情報誌
等の配布や自主活動団体の
活動支援を実施した。

自主活動の活動再開
や継続支援を各地域
で幅広く実施し、介
護予防や健康づくり
の普及を行った。

2

高齢者事業
推進課

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した介護
教室等の実施

男女共同参画の視点から、
市・区における様々な機会
を活用して男性にも参加を
促すよう、積極的に広報を
行った。

男女共同参画の視点
から、適切に実施す
ることができた。

2

今後も、誰もが参加
しやすい講座の開催
に向け、取組を推進
する。

健康福祉局
保健医療政
策部（健康増

進担当）

施策１７　高齢者福祉サービスの充実と利用の促進

　介護による負担を軽減し、男女が共に仕事と介護の両立ができるよう、介護サービスの提供や介護に関する情報提供を行います。

47

介護サービス基
盤の整備や、利
用しやすい介護
サービスの充実
及び普及を図りま
す。

かわさきいきい
き長寿プランに
基づく取組の推
進

介護サービス基盤の整備
や、利用に向けた普及推進
を図ることにより、男女共
に利用者にとっては利用し
やすく、介護者にとっては
利用させやすい介護サービ
スの充実を図った。

介護は、社会全体で
支えていくことが重
要であると考えるた
め、男女平等推進に
配慮して施策を推進
した。

2

引き続き、男女平等
推進に配慮して施策
を推進する。

健康福祉局

生涯学習推
進課

46

子育て世代が仕
事と生活が両立
できる住環境づく
りを進めます。

共働き世帯の居
住継続に向けた
取組の推進

市営住宅の共用スペースを
活用した子育て支援サービ
ス等の場づくりに取り組ん
だ。また、多様な働き方に
対応した先進事例等に関す
る情報発信等を改定川崎市
住宅基本計画に位置づけ
た。

川崎市住宅基本計画
を令和6年2月に改定
し、若年層・子育て
世帯の定住促進に向
け、若年層・子育て
世帯に魅力あるまち
づくりを重点施策に
位置づけた。

2

若年層・子育て世帯
の定住促進に向け、
市営住宅の共有ス
ペースを活用した子
育て世帯等への支援
や、子育て世帯に向
けた支援制度等に関
する情報提供等を行
う。

まちづくり局
住宅整備推

進課

麻生区役所
地域支援課/
地域ケア推

進課

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

市民館等におけ
る子育て支援啓
発事業の実施

子育て中の保護者同士の交
流を目的とした事業の実施
や、情報提供を行った。

子育て中の方々の交
流機会の提供や情報
提供の充実を図っ
た。

2

引き続き、市民館等
における保護者同士
の交流機会の提供や
情報提供を推進す
る。

教育委員会
事務局

次年度も引き続き、
子育てグループ等の
開催を通し、支援を
継続していく。

多摩区役所 地域支援課

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

・子育て関連グループ交流
会を麻生区社会福祉協議会
子育て支援委員会と合同で
開催し、9団体10名の参加
があった。
・子育てグループ等へ出向
き、男女平等の視点での育
児情報の提供や育児相談を
行った。

男女平等の視点での
子育てグループ等へ
の支援を通じ、継続
的な育児支援ができ
た。

2

今後も継続的に子育
てグループ等の支援
を実施していくとと
もに、交流会等につ
いては、社会情勢や
ニーズを確認しなが
ら、開催方法を検討
する。

45(
再掲
64,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

多胎児の会（年１１回平均
参加５組参加）、高齢初産
婦の会（年１１回平均１１
組参加）、地域サロン（２
か所１６回）を開催し、子
育て中の女性の支援を行っ
た。

子育て中の女性のエ
ンパワメントを支援
するため、計画して
いた事業を実施し
た。 2
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労働雇用部

市民文化局
男女共同参
画センター

49

育児・介護休業制
度取得促進に向
けた講座の実施
や情報提供を行
います。

「かわさき労働情
報」等を通じた育
児・介護に関す
る制度の法改正
などの情報提供

「かわさき労働情報」に
て、育児・介護おける記事
を紹介した。

「かわさき労働情
報」等を通じた育
児・介護に関する制
度の法改正などの情
報提供を行った。 2

引き続き、「かわさ
き労働情報」等を通
じた育児・介護に関
する制度の法改正な
どの情報提供を行
う。

経済労働局

地域支援課

施策１８　育児・介護休業制度などの定着と利用の促進

　子育てや介護に関する各種制度の定着と利用の促進を図ります。

49

育児・介護休業制
度取得促進に向
けた講座の実施
や情報提供を行
います。

育児休業からの
復帰、女性キャ
リア講座の実施

女性のための就業支援講座
として再就職のためのパソ
コン講座や起業支援講座を
実施した。

育休復帰や、再就職
の必要な知識・技術
を習得できる講座を
実施した。

2

引き続き、再就職、
就労継続、職場復帰
をめざす女性を対象
とした講座や情報提
供行い、就労支援を
行う。

多摩区役所 地域支援課

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

・精神科医や認知症認定看
護師を交えた座談会を年6
回実施した。
・参加後感想や介護教室へ
の要望などアンケートを
取った。
・介護者同士の交流ができ
るよう配慮した。

・男女平等の視点に
立ち、介護教室など
を実施することがで
きた。

2

・今後も男女共同参
画の視点に配慮した
実施方法、内容等検
討する。

麻生区役所

認知症高齢者介護教
室は、令和6年度以降
に「認知症の人と家
族の一体的支援事
業」に移行予定だ
が、引き続き男女共
同参画の視点に配慮
した内容等を企画す
る。

宮前区役所 地域支援課

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

認知症高齢者介護教室を２
日間１コースで年１回実
施。広報用チラシの作成・
配架、市政だより等へ掲
載、男女平等推進や参画を
意識した事業計画を立案
し、周知を行った。

２日間ともに男女の
参加がみられ、アン
ケート結果も男女と
もに良好であった。

2

次年度も男女共に参
加できるよう関係機
関と連携をとりなが
ら開催し、普及啓発
や広報、運営支援を
していく。

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

令和5年12月1日に実施した
認知症高齢者介護教室につ
いて、要介護者や主な介護
者の性別を問わない企画内
容とし、男性の介護者も参
加しやすくなるよう配慮し
た。

複数の男性の参加が
あったため。

5

地域支援課

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

認知症講演会を１回実施
し、４４名（うち１１名が
男性）の参加があった。

男女共に参加があ
り、自主活動をする
区内介護者の会の参
加へと繋がる機会と
なった。
【男女平等に配慮し
た点】
参加募集に際しては
男女共に幅広く参加
できるようチラシ配
布や市政だよりを活
用し広報をした。

3

認知症高齢者介護教
室事業費の予算を使
用し講演会を実施し
てきたが、事業の見
直しで予算は終了と
なり令和６年度は講
演会は実施しない。
自主活動をする介護
教室等については、
関係機関・団体の協
力により積極的に広
報するとともに、介
護について困ってい
る区民が男女の別な
く参加しやすいよ
う、関係機関等と連
携しながら行う。

高津区役所 地域支援課

幸区役所 地域支援課

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

・「認知症講演会」の参加
者25名のうち男性10名の参
加があった。
・「介護者の会」を3回実
施し、参加者延べ16名のう
ち男性5名の参加があっ
た。

男女ともに参加しや
すい教室等にするた
め、講師の選定や内
容について検討を
行った。

2

引続き、教室等の実
施においては、関係
機関・団体の協力及
び連携により積極的
な広報を行い、介護
で困っている区民が
男女の別なく参加し
やすい教室等の実施
に向けて、関係機関
等と連携しながら行
う。

中原区役所

48(
再掲
65)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

体操や閉じこもり予防を目
的とした住民主体の自主グ
ループ活動の支援を行っ
た。男性ボランティアの活
躍もあり、男性の地域活動
参加のきっかけとなってい
る。

地域活動は女性ボラ
ンティアが多い傾向
であるが、男性も一
緒に活動する会も多
く、男性の参加者促
進に繋がっている。

2

引き続き実施する。
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男女共同参
画センター

53

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

子育て世代向け
のＷＬＢの取組
の推進

・九都県市の連携による
ワーク・ライフ・バランス
デーの広報活動を行った。
・子育て世帯の父母や妊娠
中、子どもを持つことを望
まれている方等を対象とし
たワーク・ライフ・バラン
スセミナーを開催し、17名
（うち男性1名）の参加が
あった。

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向け
て、九都県市の連携
によるワーク・ライ
フ・バランスデーの
広報、子育て世帯の
父母の両方を対象と
したワーク・ライ
フ・バランスセミ
ナーを開催した。

2

引き続き、子育て世
帯の父母等を対象と
した、ワーク・ライ
フ・バランスの普及
啓発のため、広報活
動やセミナーを開催
し、仕事と家庭生活
の両立の重要性につ
いて意識啓発を図
る。

こども未来局

「かわさき労働情
報」及び「働くため
のガイドブック」に
おいて、ワーク・ラ
イフ・バランスの推
進に関連した情報を
発信する。

経済労働局 労働雇用部

令和7年度までワー
ク・ライフ・バラン
スの取組を行ってい
る事業者の割合が、
80％以上になるよう
取組を推進してい
く。

経済労働局 労働雇用部

引き続き、「かわさ
き労働情報」におい
て、多様で柔軟な働
き方に関する情報提
供を行う。 経済労働局 労働雇用部

53

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

企業向け出前講
座や、市民向け
講座の実施

市内中小企業事業所との連
携・協働事業として、女性
リーダーのためのマネジメ
ント力強化講座を5回開催
し、延べ154人が参加し
た。また事業者への出前講
座を4回実施し、45人が参
加した。

誰もが働き続けられ
る環境づくりのため
にリーダーとしての
心得やチームマネジ
メントなどを学び、
参加者同士が話し合
うなど実践的な取り
組みを行った。

2

引き続き、ワーク・
ライフ・バランスの
推進に向け情報提供
や講座等の開催を行
う。

52
(再掲
69)

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

「かわさき労働情
報」等による法
改正等の情報提
供

「かわさき労働情報」に
て、専門家記事など多様で
柔軟な働き方に関する情報
提供を行った。

「かわさき労働情
報」において、多様
で柔軟な働き方に関
する情報提供を行っ
た。 2

53

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向
けた講座・イベン
トの開催及び情
報提供を行いま
す。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による情報提供

「かわさき労働情報」及び
「働くためのガイドブッ
ク」において、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進に関
連した情報を掲載した。

「かわさき労働情
報」及び「働くため
のガイドブック」に
おいて、ワーク・ラ
イフ・バランスの推
進に関連した情報を
掲載した。

2

54

ワーク・ライフ・バ
ランスの取組を
行っている事業者
の割合を令和7
（2025）年度まで
に80％以上にな
るよう目指しま
す。

「数値目標達成
に向けた啓発・
取組支援の推進
（総合計画数値
目標）

事業者の割合
令和５年度：77.6％

市内中小企業に対
し、ワーク・ライ
フ・バランスの取組
の支援を行ったもの
の、前年度と比較し
て数値が減少し、目
標値を下回った。

2

企画課

市民文化局

労働雇用部

52
(再掲
69)

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

「かわさき☆える
ぼし」認証制度を
通じた情報提供

・女性活躍や多様な働き方
の推進に取り組む企業の取
組をまとめた「かわさき☆
えるぼし」認証企業事例集
を作成し、市ＨＰで掲載し
た。
・「かわさき労働情報」に
「かわさき☆えるぼし」認
証制度募集について掲載
し、広く周知した。

「かわさき☆えるぼ
し」認証企業事例集
を作成することで、
市内企業や関係団
体、教育関係機関等
さまざまな対象に情
報提供を行うことが
できた。

2

引き続き、市ＨＰや
「かわさき労働情
報」「産業情報かわ
さき」など様々な広
報機会をとらえ、積
極的な情報提供を
行っていく。 市民文化局

人権・男女共
同参画室

施策１９　働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

　長時間労働を前提とした従来の働き方の見直しや、在宅勤務やテレワークなど多様で柔軟な働き方、ワーク・ライフ・バランスやハラスメント防止について、普及啓発や情
報提供を行います。

 51
(再掲
68)

働きやすい職場
環境づくりに向け
た「働き方改革」
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

市内中小企業に
向けた「生産性
向上・働き方改
革」に係る啓発
の実施

市内中小企業等を対象に、
働き方改革・生産性向上を
テーマとしたセミナーを１
回開催したとともに、事例
集を発行し好事例の紹介に
よる啓発を行った。

セミナーを予定通り
開催し１３０名の参
加があったととも
に、事例集を配布
し、好事例の普及啓
発を行うことができ
たため。

2

セミナーについて、
引き続き市内中小企
業等のニーズに沿っ
た内容として実施す
る。 経済労働局

50

市内企業におけ
る育児・介護休業
取得などの実態
把握を行います。

「労働状況実態
調査」の実施と
「労働白書」にお
ける結果の公表

「労働状況実態調査」にて
育児休業の取得率を調査、
「労働白書」にて公表し
た。

「労働状況実態調
査」の実施と「労働
白書」における結果
の公表を行った。

2

引き続き、育児・介
護休業取得などの実
態把に努めるととも
に、「労働状況実態
調査」の実施と「労
働白書」における結
果の公表を行う。

経済労働局 労働雇用部
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引き続き、子育てや
介護に関する各種制
度を取得しやすい環
境づくりに努める。

交通局 庶務課58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「産休・育休取得手続リス
ト」の配布や、男性職員の
育児に伴う休暇・休業計画
書の提出依頼を行うなど、
制度周知及び子育てに係る
休暇・休業等の取得勧奨を
行った。

「産休・育休取得手
続リスト」の配布
や、男性職員の育児
に伴う休暇・休業計
画書の提出依頼を行
うなど、制度周知や
子育てに係る休暇・
休業等の取得勧奨を
行った。

2

人事課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」を局内掲示板等に
て周知する等、取得予定の
職員はもとよりその他職員
への意識啓発に取り組んだ
結果、男性の育児休業の取
得率が目標値を超えた。

男性の育児休業の取
得率が目標値を超え
た。

2

次年度も引き続き介
護休暇等の取りやす
い職場を目指し、局
内への情報提供に努
める。 上下水道局 庶務課

総務企画局 人事課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

子育てや介護に係る休暇制
度をまとめた「職員子育て
応援ガイドブック」を更新
したほか、介護に係るリー
フレットをグルかわライブ
ラリに掲載し周知を行っ
た。また、業務管理者向け
にイクボス研修、課長補
佐・係長級を対象にプレイ
クボス研修を実施し、休
暇・休業を取得しやすい職
場環境づくりに向け、意識
啓発を行った。

育児や介護など、時
間に制約のある職員
も活躍できる職場環
境づくりに向けた取
組を行った。

2

引き続き研修等を実
施するなど、職員の
意識啓発に向けた取
組を実施する。

総務企画局

57

配偶者が出産し
た職員に占める
育児休業取得者
の割合が令和7
（2025）年度まで
に30％となるよう
目指します。

数値目標達成に
向けた取得促進

男性職員向けの育児のため
の両立支援リーフレットの
周知やパパの育児に関する
休暇・休業計画書の提出等
の取組を実施した。また、
育児休業取得時の心構えや
仕事と家庭の両立のノウハ
ウを学ぶこと等を目的とし
た、男性職員向けの育児休
業取得準備セミナーを新た
に開催した。

令和5年度の育児休
業取得率は57.8％と
なり、目標値である
30％を達成した。
なお、男性職員の育
児休業取得率に係る
目標値については
「川崎市特定事業主
行動計画」において
も設定しており、本
市の状況や国の動向
を踏まえ、令和5年
10月に同計画を改定
し、目標値を変更し
ている（令和7年度
までに市長事務部局
等85％以上（1週間
以上の取得のみ）、
その他の任命権者
50％以上）。

2

本計画では目標値を
前倒しで達成した
が、川崎市特定事業
主行動計画における
新たな目標値達成に
向けて、継続的に取
組を進める必要があ
る。

2

時間外勤務の状況に
ついては、業務の平
準化の取組により、
一部の職員への業務
の集中傾向を軽減で
きていると考えられ
るが、引き続き取組
を推進する。

総務企画局
行政改革マ
ネジメント推

進室

56

全ての職員が活
躍できる職場づく
りに向けて、多様
な働き方を推進し
ます。

柔軟な勤務体
制、在宅勤務な
どの推進

テレワークの推進、ワー
ク・ライフ・バランスデー
の実施、イクボスの実践に
向けた取組、障害者雇用の
拡大、多様な働き方に関す
る管理職向けセミナーの実
施、柔軟な勤務時間制度の
検討などの取組を行った。

計画していた取組を
実施した。

2

55

職員のワーク・ラ
イフ・バランスの
実現に向け、長時
間勤務の是正や
業務改革・改善に
取り組みます。

長時間労働の是
正や、業務改
革・改善などの
推進

定時退庁の推進、午後8時
以降の時間外勤務の原則禁
止、上限時間を超えた時間
外勤務の要因の整理、分析
及び検証のほか、デジタル
技術の活用による作業の自
動化や業務手順の見直し等
の業務プロセス改革を推進
する取組、管理職のマネジ
メント力の強化、ペーパレ
ス化の推進などの取組を
行った。

計画していた取組を
実施した。

テレワークの更なる
活用など、多様な働
き方の実現に向けて
引き続き取組を推進
する。

総務企画局
行政改革マ
ネジメント推

進室

施策２０　市役所における働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

　多様な人材が活躍できる職場づくりに向け、市役所における働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進、男性職員の育児休業取得促進に取り組みます。
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男女共同参
画センター

59(
再掲
70)

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による法整備や
法改正に関する
情報提供

「かわさき労働情報」及び
「働くためのガイドブッ
ク」において、働く場にお
ける多様なハラスメント防
止に向けた周知啓発を行っ
た。

働く場における多様
なハラスメント防止
に向けた周知啓発を
行った。

2

「かわさき労働情
報」及び「働くため
のガイドブック」に
おいて、ハラスメン
ト防止の記事を掲載
するなどハラスメン
ト防止に向けた周知
啓発を行う。

経済労働局 労働雇用部

施策２１　働く場におけるハラスメントの防止と被害者支援の推進

　セクシユアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメント、性的指向や性自認に対するハラスメントなど、ハラスメントのない職場
づくりに向けた啓発を行うとともに、被害者への相談支援を行います。

59(
再掲
70)

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

情報収集・提供
事業における啓
発の実施、企業
等への出前講座
の実施

・女性のための総合相談の
中でセクハラ・パワハラな
どの相談も受けた。
・市内事業所にハラスメン
ト予防について出前講座を
実施した。

団体等の依頼に基づ
き、出前講座を行う
ことで、啓発に繋
がった。

2

出前講座等は依頼に
基づき、実施してい
くとともに、ニーズ
把握をしながら講座
等の企画を行ってい
く。

市民文化局

調査課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

職員に対して子育てや介護
に関する各種制度の情報提
供を迅速かつ丁寧に行うと
ともに、管理職会議で各種
制度の取得の促進について
協議し、子育てや介護に関
する各種制度を取得しやす
い環境づくりに努めた。

電子文書施行や電子
メールを活用するこ
とにより、全職員に
着実に情報が行き渡
るよう配慮したほ
か、管理職等が職員
に対して各種制度の
取得を適宜奨めた。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

議会局 庶務課

監査事務局 行政監査課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」を配布し、周知し
た。

ガイドブックを配布
し、職員の理解が深
まるよう周知を図っ
た。

2

引き続き、介護支援
制度の周知を図り、
介護休暇が取得しや
すい職場環境への改
善に努める。

人事委員会
事務局

引き続き各制度の周
知を図り、休暇等が
取得しやすい職場環
境の醸成に努める。

選挙管理委
員会事務局

選挙課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」を局内掲示板等で
周知し、育児休業等の取得
を促すとともに、その他職
員への意識啓発に取り組ん
だ。

子育て等の各種制度
を取得しやすい環境
づくりに向け取組を
実施した。

2

次年度も引き続き育
児・介護休暇等の取
りやすい職場を目指
し、局内への情報提
供に努める。

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

「職員子育て応援ガイド
ブック」の局内回覧を行い
制度の周知を図った。

ガイドブックをグル
かわで閲覧も可能な
ことを周知し、職員
の理解がさらに深ま
るよう努めた。 2

人事課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

各種相談内容に応じ、育
児・介護休業等の支援制度
を案内している。

通常業務の一環とし
て各種相談対応を
行っている。

2

引き続き、育児・介
護支援制度に関する
情報提供を推進す
る。

教育委員会
事務局

庶務課

病院局 庶務課

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

・育児休業の取得促進につ
いて、各所属長に対し通知
するとともに、各種制度、
子育て応援ガイドブック等
についても周知した。
・妊娠・出産等を申し出た
職員に対する面談等の実施
について、各所属へ通知し
た。

　子育てや介護に関
する各種制度を取得
しやすい環境づくり
のため、取組を実施
したため。

2

　引き続き、あらゆ
る機会を利用して各
種制度を周知してい
く。

消防局

58

子育てや介護に
関する各種制度
を取得しやすい環
境づくりに努めま
す。

育児・介護休業
制度など各種制
度に関する情報
提供、取得の促
進

機会をとらえ、ガイドブッ
クを配布・回覧するなど、
制度の周知を図った。

職員の理解が深まる
ようガイドブックの
配布・回覧による周
知を行い、休暇取得
に向けた意識改善を
図った。

2

引き続き、制度の周
知を図り、職員の意
識改善及び休暇を取
得しやすい職場環境
づくりを推進する。
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R4
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R5
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R6
(2024)

R7
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男女共同参
画センター

市民文化局
男女共同参
画センター

63

両親学級や子育
てセミナー等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画・実
施します。

男女共同参画セ
ンターの男性向
け事業の男性が
参加しやすい企
画・実施

すくらむ通信Vol.77にて
「男性の生きづらさ」と
ジェンダー平等をテーマと
して、打ち明けられない男
性の生きづらさ等、男性に
とっての男女共同参画の特
集記事を掲載するととも
に、特集記事内に「男性の
ための電話相談」の案内を
掲載することにより、男性
の相談場所を周知した。

男性にとっての男女
共同参画の特集記事
を通じ、「男性のい
きづらさ」や男性の
相談場所について情
報発信を行った。

2

引き続き、男性が参
加しやすい講座を開
催する。

市民文化局

基本施策６　家庭生活への男性の参画促進

施策２２　家事・子育て・介護における男性の主体的な参画の促進

　男性がワーク・ライフ・バランスを図りながら主体的に家庭生活に参画できる社会を目指し、身近な地域で男性の参加に配慮した子育て・介護等に関する講座やセミナー
を実施します。

62(
再掲
98)

男性が主体となっ
て企画運営を行う
子育てサロン等
の開催を通じ、男
性の家庭や地域
活動への参画を
促進します。

イキメン研究所
の活動

男性の育児参画のため、イ
キメン研究所ジャーナル
（年１回）を発行した他、
イキメン研究所ジャーナル
web版にて連載でコラムを
掲載した。また、ウィメン
ズ・ジャズ・フェスティバ
ル@すくらむ21に協力し
た。

男性の家庭や地域活
動への参画に向け幅
広く周知ができた。

2

引き続き、イキメン
研究所メンバー増員
に向けた取組も行っ
ていく。

人材育成課

61

市職員に対しハラ
スメントの防止に
向けた啓発を行う
とともに、相談窓
口での対応を実
施します。

「ハラスメント防
止要綱」の周
知、相談窓口の
周知及び対応の
実施

・新規採用職員研修や階層
別研修などの機会を通じ
て、ハラスメントに関する
情勢や相談窓口等について
の周知を行った。
・相談窓口では、担当職員
による一般相談及び弁護士
による専門相談を実施し
た。

相談窓口や要綱、ハ
ラスメントに関する
情勢等について周知
を行った。また、係
長級以上の職員を対
象に、ハラスメント
防止対策研修を開催
した。相談窓口で
は、相談者個々の状
況に応じて、事実関
係の調査や問題の解
決に向けた対応を
行った。

2

引き続き、各種研修
等を通じてハラスメ
ントの防止に向けた
取組を実施するとと
もに、相談窓口で
は、相談者個々の状
況に応じて適切に対
応していく。

総務企画局 人事課

経済労働局 労働雇用部

61

市職員に対しハラ
スメントの防止に
向けた啓発を行う
とともに、相談窓
口での対応を実
施します。

階層別研修にお
ける啓発

階層別研修でハラスメント
の防止に関する研修を行っ
た。
＜階層別研修内訳＞
・新規採用職員研修(396
名)
・採用2年目職員研修(329
人)
・採用3年目職員研修(341
名)
・中堅職員研修(596名)
・新任係長研修(183名)
・新任課長研修(85名)
・任期付職員研修(19人)
・技能・業務職員研修(21
名)
※新規採用職員研修及び技
能・業務職員研修以外はｅ
ラーニング研修

階層別研修におい
て、ハラスメントの
防止に関する研修を
実施した。

2

引き続き、階層別研
修において、ハラス
メントの防止に関す
る研修を実施する。

総務企画局

機会を捉え、ハラス
メント防止に向けた
情報提供を行ってい
く。

市民文化局
男女共同参
画センター

60

ハラスメント被害
に関する相談支
援を実施します。

労働相談におけ
る被害者支援

常設の労働相談の他、神奈
川県と共催で月1回の弁護
士相談、夜間労働相談、街
頭労働相談（年7回）を開
催し、職場での各種ハラス
メントについての相談支援
を実施した。。

街頭労働相談では女
性が話しやすいよう
に女性相談員を配置
するなど、相談者の
状況を理解した上
で、中立的な立場か
ら相談を受けること
に配慮した。

2

労働相談において、
ハラスメント被害に
関する相談支援を実
施します。

60

ハラスメント被害
に関する相談支
援を実施します。

相談事業におけ
る被害者支援

女性のための総合相談の中
でセクハラ・パワハラなど
の相談も受けた。

男女共同参画セン
ターで情報提供や相
談支援を行った。

2
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64(
再掲
45,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

親子で参加する
サロンやコン
サート等の実施

市民文化局
男女共同参
画センター

64(
再掲
45,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

地域子育て支援
事業の実施

こども未来局

企画課（R5よ
り保育・子育
て推進部運
営管理・子育
て支援担当）

64(
再掲
45,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

各区役所 地域支援課

64(
再掲
45,99

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

市民館等におけ
る子育て支援啓
発事業の実施

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

65(
再掲
48)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画しま
す。

男性の参加促進
に配慮した介護
教室等の実施

健康福祉局
保健医療政
策部（健康増
進担当）

65(
再掲
48)

介護教室等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画・実
施します。

男性の参加促進
に配慮した、各
区における介護
教室等の実施

各区役所 地域支援課

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

2

次年度も引き続き、
男女共同参画の視点
に立った事業を推進
する。

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号48

再掲目標Ⅱ　事業番号48

施策２３　男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進

66

教育文化会館・市
民館における「家
庭・地域教育学
級」の実施におい
ては、男性の参
加しやすい学級
づくりを推進しま
す。

家庭・地域教育
学級における父
親の参加促進

教育文化会館・市民館にお
ける｢家庭・地域教育学
級」の実施にあたっては、
男性の子育て参加の促進な
ど男女共同参画の視点に
立った事業を推進した。

男女共同参画の視点
に立った事業を実施
した。

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

再掲目標Ⅱ　事業番号45，99

63

両親学級や子育
てセミナー等の実
施に当たっては、
男女共同参画の
視点に配慮した
内容等を企画・実
施します。

両親学級の土曜
日、日曜日の開
催
川崎市父子手帳
の配布

・各区において初産婦とそ
のパートナー等を対象に両
親学級を実施した。
・平日に区で開催する両親
学級に参加できない方を対
象に、川崎市看護協会にお
いて年8回（土曜日）、川
崎市助産師会において年12
回（日曜日）両親学級を実
施した。区・市看護協会・
市助産師会ともに新型コロ
ナウイルス感染症対策のた
めオンラインでも実施し
た。
・母子健康手帳交付時に、
妊産婦のメンタルヘルスや
父親の積極的な育児参加の
普及啓発のため父子手帳等
を配布した。

男女共同参画の理解
の促進に向け、計画
していた取組を実施
した。

2

・次年度も引き続き
両親学級を開催する
とともに、就労して
いる妊婦や父親の
ニーズを踏まえ、休
日の開催を継続す
る。
・次年度も引き続き
父親が妊娠・出産・
育児に関心を持てる
よう父子手帳の配布
を行う。

こども未来局

こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対策
室母子保健

担当）

58



R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

68
（再
掲
51）

働きやすい職場
環境づくりに向け
た「働き方改革」
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

市内中小企業
に向けた「生産
性向上・働き方
改革」に係る啓
発の実施

経済労働局 労働雇用部

69
（再
掲
52）

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

「かわさき☆え
るぼし」認証制
度を通じた情報
提供 市民文化局

人権・男女共
同参画室

69
（再
掲
52）

在宅勤務やテレ
ワークなど、多様
で柔軟な働き方
に関する啓発や
情報提供を行い
ます。

在宅ワークなど
多様な働き方
を紹介するセミ
ナーの開催や
「かわさき労働
情報」等による
法改正等の情
報提供

経済労働局 労働雇用部

70(
再掲
59）

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

情報収集・提供
事業における
啓発の実施、
企業等への出
前講座の実施

市民文化局
男女共同参
画センター

70(
再掲
59）

働く場における多
様なハラスメント
防止に向けた啓
発や情報提供を
実施します。

「かわさき労働
情報」「働くため
のガイドブック」
等による法整
備や法改正に
関する情報提
供

経済労働局 労働雇用部

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

令和6年度も引き続き
認証企業の募集を行
うとともに、認証さ
れた企業の取組を広
く周知していく。

市民文化局
人権・男女共

同参画室
71

女性の活躍推進
に積極的に取り
組む市内中小企
業等を対象とした
「かわさき☆える
ぼし」認証制度に
よる、企業等への
支援を推進し、令
和7(2025)年度ま
でに認証企業数
が100になるよう
目指します。

「かわさき☆える
ぼし」認証制度
の実施

・「かわさき☆えるぼし」
認証制度について、制度創
設後6回目の募集を行っ
た。令和5年度は23社（新
規企業のみ）を認証し、令
和3・4年度の認証企業109
社と合わせて認証企業数は
132社となり、目標の100社
を達成した。
・認証された企業の取組を
まとめた事例集を作成し、
市内関係団体等に配布し
た。

令和3・4年度に認証
した企業とあわせて
令和6年3月現在132
社が認証企業とな
り、市内中小企業に
おける女性活躍推進
の取組が広がりつつ
ある。 1

再掲目標Ⅱ　事業番号51

再掲目標Ⅱ　事業番号52

再掲目標Ⅱ　事業番号52

再掲目標Ⅱ　事業番号59

再掲目標Ⅱ　事業番号59

　女性活躍や働き方改革に取り組む企業の認証等を行い、好事例の発信などを通じ、性別にかかわりなく、個性や能力を十分に発揮しながら働ける環境整備を促進してい
きます。

施策２５　女性の活躍推進や働き方改革に取り組む企業への支援の推進

男女共同参
画センター

67

働く場における男
女共同参画や女
性活躍推進に関
する啓発や講座
等を実施します。

「川崎労働学校」
において、男女
雇用機会均等法
をテーマとした講
義の実施

「川崎労働学校」におい
て、男女雇用機会均等法を
テーマとした講座を実施し
た（川崎労働学校受講者
数：30名）。

「川崎労働学校」に
おいて、男女雇用機
会均等法をテーマと
した講座を実施し、
同法の趣旨や意義に
ついて参加者の理解
を深めることができ
たため。

2

「川崎労働学校」に
おいて、男女共同参
画や女性活躍推進に
関する講座を開催す
る。 経済労働局 労働雇用部

市民文化局
人権・男女共

同参画室

67

働く場における男
女共同参画や女
性活躍推進に関
する啓発や講座
等を実施します。

事業所への出前
講座や講師紹介
の実施

事業所への出前講座や、公
共施設、各種団体等に講師
派遣を行った。

市内事業所や団体、
機関等に講師派遣を
行い、女性活躍や男
女共同参画について
理解を深める取り組
みを実施した。

2

引き続き、依頼に基
づいて、出前講座や
講師派遣の機会の充
実を図る。

市民文化局

基本施策７　女性活躍や働き方改革に向けた企業の取組の促進

施策２４　女性の活躍推進や多様な働き方、ハラスメント防止に向けた企業への啓発の推進

　市内企業に対して、男女共同参画や働き方改革、ハラスメント防止に関する啓発を行います。また、企業の自主的な取組の推進に向け、女性活躍推進や多様な働き方に
関する制度の充実、長時間労働の是正に向けた情報提供を行います。

67

働く場における男
女共同参画や女
性活躍推進に関
する啓発や講座
等を実施します。

「かわさき☆える
ぼし」事例集の
作成・配布、「か
わさき☆えるぼ
し」認証事業の
周知、

・女性活躍や多様な働き方
を推進する企業の取組をま
とめた「かわさき☆えるぼ
し」認証企業事例集を作成
し、市ＨＰで掲載した。
・川崎市や人権・男女共同
参画室のYouTubeチャンネ
ルへの「かわさき☆えるぼ
し」認証周知15秒動画の掲
載や、「かわさき労働情
報」に「かわさき☆えるぼ
し」認証制度募集について
の記事を掲載し、広く周知
した。

「かわさき☆えるぼ
し」認証企業事例集
を作成することで、
市内企業や関係団
体、教育関係機関等
さまざまな対象に情
報提供を行うことが
できた。 2

引き続き、市ＨＰや
「かわさき労働情
報」など様々な広報
機会をとらえ、積極
的な情報提供を行っ
ていく。
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(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

引き続き、女性活躍
の推進に係る広報等
を実施する。

経済労働局 労働雇用部

2

引き続き、「かわさ
き労働情報」や「働
くためのガイドブッ
ク」において、男女
の雇用機会均等法等
に関係する記事を掲
載するなど、男女の
均等な機会と待遇の
確保に向けた周知啓
発を行っていく。

経済労働局 労働雇用部

77

女性活躍や働き
方改革の推進に
かかる課題の共
有化やニーズ把
握に向け、地域経
済団体などの多
様な主体との連
携を強化します。

関係団体との連
携体制の強化

「かわさき労働情報」にお
いて、女性活躍や働き方改
革の推進にかかる記事を掲
載することで多様な主体と
の連携を強化した。

女性活躍や働き方改
革の推進にかかる記
事を掲載し、周知し
た。

2

引き続き、登録・認
証事業の適切な運用
とポータルサイトの
安定的な運用を推進
する。

総務企画局

企画調整課
（R5よりSDG
ｓ・国際連携
推進担当）

施策２６　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び地域における連携の強化

　男女の均等な機会と待遇の確保に向けて企業等への働きかけを行います。また、地域における女性活躍や働き方改革の推進に向けて地域経済団体との連携を強化し
ます。

76

雇用の分野にお
ける男女の均等
な機会と待遇の
確保に向けた周
知啓発を行いま
す。

「かわさき労働情
報」「働くための
ガイドブック」等
による法改正等
に関わる情報提
供

「かわさき労働情報」及び
「働くためのガイドブッ
ク」において、男女の均等
な機会と待遇の確保に向け
た周知啓発を行った。

「かわさき労働情
報」及び「働くため
のガイドブック」に
おいて、男女の均等
な機会と待遇の確保
に向けた周知啓発を
行った。

75(
再掲
92)

地域や働く場にお
けるSDGsの推進
に向けて、川崎市
SDGs登録・認証
制度「かわさき
SDGsパートナー」
を運用します。

川崎市SDGs登
録・認証制度「か
わさきSDGsパー
トナー」の運用

川崎市SDGs登録・認証制度
「かわさきSDGsパート
ナー」の運用により、につ
いて、累計3,300者以上ま
で増加した。さらに、令和
6年1月よりSDGｓの取組を
進めたい企業・団体等がい
つでも申請できるよう、
「常時募集」を開始した。
併せて同制度の有効期間は
承認日から3年間であるこ
とから、更新手続を開始し
た。また、ポータルサイト
によるパートナーのSDGｓ
活動の発信を支援した。

登録・認証事業者の
新規募集・更新手続
に適切に対応し、
ポータルサイトによ
るパートナーのSDGs
活動の広報支援を実
施したため。

2

契約課

74

生産性向上・働き
方改革に取り組
む市内企業に向
けた支援を実施し
ます。

市内中小企業等
の働き方改革・
生産性向上の支
援の実施

働き方改革・生産性向上支
援に向けて、補助金を実施
したとともに、モデル事業
を実施し、モデルケースと
なる取組の支援を行った。

働き方改革・生産性
向上推進事業補助金
については、４８件
の補助を実施したと
ともに、モデル事業
を5件実施したた
め。

2

働き方改革・生産性
向上推進事業補助金
について、局内各課
との段階に応じた支
援の連携が必要。 経済労働局 労働雇用部

経済労働局 労働雇用部

73

女性活躍推進に
取り組む企業に
対して、公共調達
において評価し、
受注機会の増大
を図ります。

主観評価項目に
おける、次世代
育成支援対策推
進法または女性
活躍推進法に基
づく行動計画の
策定及びくるみ
ん・えるぼしまた
はかわさき☆え
るぼし取得企業
への加点の実施

・次世代育成支援対策推進
法または女性活躍推進法に
基づく行動計画の策定及び
「くるみん・えるぼし」ま
たは「かわさき☆えるぼ
し」取得企業に対して、主
観評価項目点を付与した。

女性活躍推進に取り
組む企業に対して、
受注機会の増大を図
る取組ができてい
る。

2

次年度も引き続き、
女性活躍推進に取り
組む企業に対しての
支援を推進してい
く。

財政局

72

女性の活躍に関
する状況の把握
や課題分析など
に向けたノウハウ
支援を実施しま
す。

働き方改革・生
産性向上専門家
無料派遣相談窓
口における女性
活躍に関する相
談の対応

働き方改革・生産性向上無
料派遣相談において、市内
中小企業等の課題をヒアリ
ングし、就業規則に関する
相談等の女性活躍等に向け
た専門家の派遣を行った。

相談企業の掘り起こ
し及びヒアリングに
ついて、適切に対応
を行ったため。

2

相談を必要とする企
業のさらなる掘り起
し等について、局内
外関係部署との連携
が必要。
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2

ＤＶ被害者に対し、
関係機関が連携して
取り組めるよう、引
き続き研修を実施し
ていく。 こども未来局

児童家庭支
援・虐待対

策室

こども未来局
児童家庭支
援・虐待対

策室

80

ドメスティック・バ
イオレンスの防止
に向けた啓発や
研修を実施しま
す。

市職員に対する
研修、女性に対
する暴力を防止
する週間の啓発

・階層別研修の中でＤＶ被
害防止と被害者支援につい
ての説明資料を作成、使用
した。
・「女性に対する暴力をな
くす運動期間」にあわせ、
市役所本庁舎のライトアッ
プ、参加型アート「The
Clothesline（クロースラ
イン）」の実施・展示を
行った。

研修を通し、ＤＶ被
害防止を被害者支援
について市職員に周
知を図った。

2

引き続き階層別研修
等の機会をとらえて
ＤＶ防止・被害者支
援についての周知を
図る。

市民文化局

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅲ　 地域における男女共同参画の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和５(2023)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度）

今後の
方向性

78

78

「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本
計画」を推進し、
配偶者等からの
暴力による被害
者への支援を実
施します。

「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本
計画」を推進し、
配偶者等からの
暴力による被害
者への支援を実
施します。

啓発品の配布や、啓
発広報文の掲載に
よって、ＤＶ支援相
談窓口の周知や予防
啓発に繋がった。

市民文化局
人権・男女
共同参画室79

ドメスティック・バ
イオレンスに関す
る相談窓口の周
知や情報提供を
行います。

市や県、国にお
ける被害者相談
窓口の周知の促
進

・デートＤＶ予防啓発講座
を実施校でＤＶ相談窓口や
パーブルリボンプロジェク
トを広報するファイルを配
布した。
・「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わせて
性暴力やＡＶ出演被害の相
談窓口を周知するポスター
やシール、カードを関係機
関に配布した。
・「二十歳を祝うつどい」
のパンフレットにデートＤ
Ｖ予防啓発広報を掲載し
た。

啓発品の配布や、啓
発広報文の掲載に
よって、ＤＶ支援相
談窓口の周知や予防
啓発に繋がった。

2

市民文化局
人権・男女
共同参画室

計画に基づく被
害者支援の推進

川崎市ＤＶ相談支援セン
ターを中心に相談を行い、
被害者の人権擁護及び自立
のための支援を行った。ま
た、ＤＶ被害者支援のた
め、神奈川県や民間シェル
ター等への緊急一時保護を
実施するとともに、民間団
体への財政的支援を行っ
た。

ＤＶ被害者への支援
等の取組について、
「川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計
画」に基づき、推進
した。 2

次年度も引き続き、
計画に基づくＤＶ被
害者支援等の取組を
推進する。

基本施策８　女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援

施策２７　ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者支援の推進

　「川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画」に基づき、関係機関と連携した被害者への支援や支援を担う関係者の人材育成、ＤＶに関する相談窓口の周知と予防啓発に取り
組みます。

ＤＶ防止・被害者
支援基本計画の
進捗管理、啓発
の推進

・令和2年2月に策定した
「第3期川崎市ＤＶ防止・
被害者支援基本計画」に基
づき、取組を推進した。
・計画の進捗状況について
は、2月に庁内調査を実施
した。

計画に基づき進捗管
理を行うことで、目
標どおりの取組を行
うことができた。

2

「第3期川崎市ＤＶ防
止・被害者支援基本
計画」に基づき、Ｄ
Ｖ防止・被害者支援
の取組を推進してい
く。

79

ドメスティック・バ
イオレンスに関す
る相談窓口の周
知や情報提供を
行います。

市や県、国にお
ける被害者相談
窓口の周知の促
進

チラシ・カードに加え、啓
発普及動画を川崎駅周辺の
モニターや町内会掲示板、
川崎ＹｏｕＴｕｂｅ等の
様々な媒体を利用してＤＶ
防止啓発・相談窓口の広報
啓発活動を行った。

様々な媒体を活用し
て、相談機関の周知
を行うとともに、広
報啓発活動を実施し
た。 2

引き続きチラシや
カード、動画の配
布、配信先の新規開
拓を行うとともに、
新たな手法での広報
啓発活動について検
討する。

こども未来局
児童家庭支
援・虐待対

策室

人権・男女
共同参画室

80

ドメスティック・バ
イオレンスの防止
に向けた啓発や
研修を実施しま
す。

関係機関を対象
とした被害者支
援等に関する研
修の実施

「川崎市ＤＶ防止・被害者
支援基本計画」に基づき、
関係機関だけでなく全庁職
員を対象とした研修を実施
し、41名の参加があった。

ＤＶ被害者を支援す
る関係機関の理解を
深めたるため、研修
を実施した。
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人権・男女
共同参画室

81

デートDVや性暴
力の防止に向け、
若年層を対象にし
たワークショップ
を実施します。

市内高等学校で
のデートDV予防
啓発講座の実施

市民オンブズマン事務局と
連携し高校でデートＤＶ
ワークショップを2回実施
し、143人の参加があっ
た。

デートＤＶワーク
ショップを通じて啓
発を実施し、被害等
の防止を図った。

2

引き続き市内高等学
校を対象にデートＤ
Ｖ予防啓発ワーク
ショップの実施を行
う。 市民文化局

男女共同参
画センター

施策２８　若年層に対する暴力の防止と被害者支援の推進

　性犯罪や性暴力を許さない社会づくりに向けた啓発に取り組むとともに、若年層に対する予防啓発を推進します。また、関係機関と連携して、被害の早期発見及び被害者
支援に取り組みます

81

デートDVや性暴
力の防止に向け、
若年層を対象にし
たワークショップ
を実施します。

市内中学校・大
学・専門学校で
のデートDV予防
啓発講座の実施

若年層向けにデートＤＶ予
防啓発ワークショップを実
施し、計13回、1451人（大
学生574人、中学生877人）
の参加があった。

デートＤＶ予防啓発
講座の市内の学校で
の実施や啓発物の配
布によって、ＤＶ支
援相談窓口の周知や
予防啓発に繋がっ
た。

2

引き続きデートＤＶ
予防啓発ワーク
ショップの実施を行
う。

市民文化局

市民文化局
人権・男女
共同参画室

83

性暴力の被害者
への支援を行うと
ともに、若年層が
相談しやすい体
制の整備に努め
ます。

犯罪被害者等支
援相談の実施
専門相談員によ
る面接及び電話
による相談及び
各種支援施策の
情報提供

犯罪被害者等支援相談
令和5年度：のべ788件

前年度よりも相談件
数が増加している。

2

犯罪被害者等支援条
例について、より多
くの市民へ周知する
こと。

市民文化局

ＣＡＰプログラムに
ついては令和４年度
から実施方法を見直
し、引き続き学校で
取り組みやすくなる
よう改善を図りなが
ら実施する。また
デートＤＶのプログ
ラムについては、生
命（いのち）の安全
教育に関連させるこ
とで、効果的な実施
方法を提示し、啓発
を図る。

教育委員会
事務局

教育政策室

82

性暴力、ストー
カー等の被害の
理解促進及び相
談窓口の周知を
行います。

啓発品の作成・
配布、国作成の
ポスター掲示等
による啓発

・若年層の性暴力被害予防
月間に合わせ、啓発ポス
ターや相談窓口のポス
ター、リーフレット、広報
カードを関係機関に配布し
た。
・内閣府が「こども・若者
の性被害防止のための緊急
対策パッケージ」を取りま
とめたことを受けて、市の
ホームページで対策パッ
ケージの内容について情報
提供を行った。
・「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わせて
性暴力やＡＶ出演被害の相
談窓口を周知するポスター
やシール、カードを関係機
関に配布した。

国の啓発期間に合わ
せ、広報物等を配布
した。ポスターやパ
ネル展示等の掲示を
行うことで、女性に
対する暴力被害の啓
発に繋がった。

2

引き続き、内閣府が
作成する広報物等を
市内各施設で配架
し、性暴力被害の理
解促進、相談窓口の
周知を行う。

81

デートDVや性暴
力の防止に向け、
若年層を対象にし
たワークショップ
を実施します。

小・中学生を対
象とした「ＣＡＰ子
どもワークショッ
プ」等の実施

説明資料を配付し、担当者
に事業の趣旨を伝えた。ま
た、子どもの権利学習（Ｃ
ＡＰプログラム）こども
ワークショップを小学校16
校、中学校4校 2,311名の
児童生徒に対して安全・安
心について理解を深めるこ
とができるよう実施した。

令和４年度から大人
プログラムの実施方
法を変更し、各学校
が子どもプログラム
に取り組みやすい体
制を整えている、そ
れによって中学校の
実施校が増えた。 2

引き続き関係機関と
連携しながら支援を
行うとともに、相談
しやすい体制整備に
努めていく。 こども未来局

児童家庭支
援・虐待対

策室
83

性暴力の被害者
への支援を行うと
ともに、若年層が
相談しやすい体
制の整備に努め
ます。

女性保護事業の
実施

川崎市ＤＶ相談支援セン
ターにて、関係機関と連携
し、性暴力等を受けた被害
者の相談支援を実施した。

被害女性の訴えを確
認しながら、女性の
立場に立った配慮あ
る支援を行った。

2

地域安全推
進課

83

性暴力の被害者
への支援を行うと
ともに、若年層が
相談しやすい体
制の整備に努め
ます。

相談事業の実
施、DV等暴力防
止関連講座の実
施

・女性のための総合相談、
男性のための電話相談を実
施し、性暴力を含めた総合
的な相談支援を実施した。
・デートＤＶワークショッ
プにおいてＤＶや性被害の
相談窓口の周知を行った。

性被害の相談があっ
た場合は、適切な窓
口を紹介するととも
に相談者に寄り添っ
た支援を行った。 2

引き続き相談事業を
実施するほか、デー
トＤＶワークショッ
プ等を通じて学生に
相談窓口の周知を行
う。

市民文化局
男女共同参
画センター
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(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

86(
再掲
13）

男性の様々な悩
みにかかる相談
事業を推進しま
す。

男性のための電
話相談の実施

市民文化局
男女共同参
画センター

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

人権オンブズ
パーソン制度
（子どもの権利
侵害）の実施

子どもの人権侵害に関する
相談に対し、関係機関等と
連携して、迅速・適切に対
応した。

子どもの人権侵害に
ついて、適切に対応
した。

2

次年度も引き続き、
子どもの人権侵害に
関する相談に対し、
関係機関等と連携し
て、適切な対応に努
める。

児童家庭支
援・虐待対

策室

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

関係機関と連携
した児童相談所
における虐待相
談・通告への対
応

児童相談所における相談・
通告に対して迅速かつ適切
に対応した。また、要保護
児童対策地域協議会等を活
用し、関係機関と連携しな
がら児童及び保護者を支援
した。

関係機関と連携を図
りながら、適切な対
応と相談支援を実施
した。

2

児童虐待の早期発見
と早期対応のため、
引き続き関係機関と
連携していく。

こども未来局 児童相談所

市民オンブ
ズマン事務

局

人権オンブ
ズパーソン

担当

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

児童虐待防止推
進月間を中心と
した児童虐待の
防止、早期発見
に向けた普及啓
発活動の実施

11月のオレンジリボン・児
童虐待防止推進キャンペー
ン（旧児童虐待防止推進月
間）を中心に、虐待のない
まちづくりを推進するた
め、普及啓発ポスターの掲
示等に加え、虐待防止のア
ニメーション動画を活用し
た各区役所の番号表示シス
テムや南武線のトレイン
チャンネル等のデジタルサ
イネージを利用した広報の
実施、フットサル大会の開
催など、普及啓発活動を実
施した。

従来からの広報啓発
手法に加え、５県市
合同のライトアップ
（本市は本庁舎のタ
イアップ）の実施
等、効果的な普及啓
発を実施した。

2

より効果的な広報啓
発に努め、引き続き
普及啓発活動を実施
していく。

こども未来局

2

研修やカンファレン
スの実施等により相
談の質の向上に努め
ながら実施してい
く。 市民文化局

男女共同参
画センター

(再掲目標Ⅰ）　事業番号13

87

男女平等にかか
わる人権侵害に
ついて、問題解決
に向けた助言・支
援や、関係機関
等への調査・調整
等を実施します。

人権オンブズ
パーソン制度
（男女平等に関
わる人権侵害）
の実施

男女平等にかかわる人権侵
害について、問題解決に向
けた助言・支援を行い、関
係機関等と連携して適切に
対応した。

男女平等にかかわる
人権侵害について、
適切に対応した。

児童虐待の早期発見
と早期対応のため、
引き続き関係機関と
連携していく。

教育委員会
事務局

指導課

施策２９　男女平等や人権侵害に関する相談事業の推進

　性別にかかわる問題や家庭や職場、地域などで直面する様々な困難について、相談事業を推進し、相談者の気持ちを尊重しながら、問題解決に向けた支援を行います。

85(
再掲
105)

女性の様々な悩
みにかかる相談
事業を実施しま
す。

女性総合相談の
実施

女性のための総合相談（電
話・面接相談）において、
電話相談2,762件、面接相
談205件、合計で年間2,967
件の相談があった。

相談システムを活用
して情報を一元化
し、拡大カンファレ
ンスの実施などで相
談支援の充実を図っ
ている。

84

子どもに対する性
的虐待や性暴力
の防止及び早期
発見・早期対応に
努めます。

区・教育担当を
中心とした性暴
力被害を含めた
さまざまな問題
への適切な支援
の実施

各区に配置した区・教育担
当を中心に、関係機関と連
携し、子どもに対する性暴
力や性犯罪を含めた問題の
把握に努め、速やかに情報
共有を行うとともに、その
状況に応じて適切に支援を
行った。

関係機関と連携を図
りながら、適切な対
応と相談支援に努め
た。

2

16歳以上を対象とし
た性別不合の方の一
般精神保健相談を継
続実施していく。

健康福祉局

総合リハビリ
テーション推
進センター
（こころの健

康課）

88(
再掲
120)

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性同一性障害に
関する相談支援
の実施（児童相
談所）

性同一性障害に悩む児童に
対し、学校等の関係機関と
連携して支援を実施した。

児童の人権を尊重す
る視点から性同一障
害に関する相談等に
対して適切に支援を
実施しました。 2

性同一性障害の児童
が、相談に繋がりや
すくなるよう、引き
続き学校等の関係機
関との連携強化を進
めていく。

2

次年度も引き続き、
男女平等にかかわる
人権侵害について、
問題解決に向けた助
言・支援を行い、関
係機関等と連携して
適切な対応に努め
る。

市民オンブ
ズマン事務

局

人権オンブ
ズパーソン

担当

88(
再掲
120)

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性別不合を含む
精神保健相談の
実施

性別不合の方の一般精神保
健相談窓口として、本人及
び家族からの相談を延べ8
件対応した。

性別不合の方の一般
精神保健相談を実施
したため

2

こども未来局 児童相談所
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教育相談セ
ンター

89

男女平等や人権
侵害に関する相
談窓口を周知しま
す。

相談窓口の周知
に向けた啓発品
の制作・配布

・女性のための総合相談、
男性のための電話相談につ
いて、ＨＰ、ＳＮＳ、チラ
シにより周知した。
・つながりサポート品（生
理用品）の配布の際に、
「相談窓口一覧」のチラシ
を同封して配布した。

チラシの配布等によ
り、相談窓口を周知
した。

2

引き続き広報物の作
成やホームページ、
ＳＮＳ等を活用して
相談窓口の周知に努
める。

市民文化局
男女共同参
画センター

88(
再掲
120)

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

LGBTQに関する
相談支援の実施
（教育相談セン
ター・相談室）

児童生徒本人の気持ちに寄
り添い、専門性を生かした
相談活動を行い、必要に応
じて関係部署等と連携しな
がら支援を行った。

児童生徒本人の気持
ちに寄り添った相談
活動を行うことがで
きた。

2

引き続き、児童生徒
本人の気持ちに寄り
添った取組を推進し
ていく。

教育委員会
事務局

引き続き加盟団体へ
の積極的な情報提供
を行うとともに、講
座等を開催すること
で意識醸成を図る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

91

男女共同参画社
会の形成向にけ
た活動に取り組
む市民・市民活動
団体等への支援
を行います。

男女共同参画セ
ンター協働事業
等

令和5年度　公募型男女共
同参画事業
①非正規・中高年シングル
女性の現状とこれから　2
回92人
②なないろ交流会　4回53
人
③依存症をはじめとする
様々な困難を抱える女性の
ための「ユルリト」　71回
321人
④ママの時間パパの時間
11回119人
⑤ジェンダーもやもや発見
カードの遊び方映像および
ワークショップカリキュラ
ム制作　1回8人
⑥女性の再就職支援のため
のパソコン講座　46回292
人

市民グループ、団体
からの提案に基づ
き、協働で講座等を
行うことで、団体の
活動支援及び地域に
根差した男女共同参
画の推進につながっ
た。

2

引き続き、男女共同
参画センターにおい
て、地域課題の解決
のため、公募により
実施団体を募り、選
考するとともに、企
画・運営に関して団
体と協働して取り組
んでいく。

90

市民・市民活動団
体等及び事業者
と連携した「かわ
さき男女共同参
画ネットワーク」活
動を推進します。

「かわさき男女共
同参画ネット
ワーク」の運営

ネットワークの年間活動
テーマを「かわさきから
ジェンダー平等を発信」と
し、運営会議等で意見交換
をしながら「男女共同参画
かわさきフォーラム」の講
演や全体会議第2部講演に
おいて同テーマで実施し
た。動画配信により開催し
たフォーラムでは249人が
視聴した。全体会議はオン
ラインと併用して実施し、
第2部として「地域防災へ
の男女共同参画の視点」を
テーマに講演会を行った。

運営委員を中心に
ネットワークの構成
団体の協力のもと、
ジェンダー平等につ
いて理解を深める
フォーラムと全体会
議を開催することが
できた。

2

次年度も引き続き、
市ＨＰ、年度報告
書、市政だより等で
の広報のほか、区役
所等でのパネル展示
や各種イベントでの
広報物の配布、男女
共同参画センターと
連携した広報・啓発
活動等の実施や、関
係機関等との会議を
活用した制度の周知
に努める。

市民オンブ
ズマン事務

局

人権オンブ
ズパーソン

担当

基本施策９　地域活動における男女共同参画の推進

施策３０　地域で活動する市民団体等と連携した男女共同参画の促進

　地域における活動において、性別や年齢等による参加の偏りが生じることがなく、男女共同参画の視点が反映されるよう各団体へ働きかけます。

89

男女平等や人権
侵害に関する相
談窓口を周知しま
す。

制度等の周知広
報

市ＨＰ、年度報告書、市政
だよりでの広報や広報コー
ナー、区役所ロビー等での
パネル展示、ＰＲ動画放
映、各種イベントでの相談
カードの配布を行った。ま
た、男女共同参画センター
と連携し実施している高校
生を対象としたデートＤＶ
予防啓発ワークショップを
開催したほか、関係機関等
との会議を通じ制度周知に
努めた。

男女平等の人権侵害
に関する相談窓口等
の周知広報に向け、
様々な取組を実施し
た。

2

生涯学習推
進課

市民文化局
男女共同参
画センター

91

男女共同参画社
会の形成向にけ
た活動に取り組
む市民・市民活動
団体等への支援
を行います。

地域女性連絡協
議会への活動支
援

川崎市地域女性連絡協議会
の活動支援を行った。

地域活動における男
女共同参画を促進し
た。

2

次年度も引き続き、
地域女性連絡協議会
の活動支援を推進し
ていく。

教育委員会
事務局
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92(
再掲
75）

地域や働く場にお
けるSDGsの推進
に向けて、川崎市
SDGs登録・認証
制度「かわさき
SDGsパートナー」
を運用します。

川崎市SDGs登
録・認証制度
「かわさきSDGs
パートナー」の
運用 総務企画局

企画調整課
（R5よりSDG
ｓ・国際連携
推進担当）
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(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

再掲目標Ⅱ　事業番号75

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

運営会議等を通
じた町内会・自
治会への情報提
供

かわさき男女共同参画ネッ
トワーク運営会議や同全体
会議を通じて、町内会・自
治会長に対して男女共同参
画に係る市の施策等につい
て情報提供を実施した。

情報提供を通じ、町
内会・自治会に向け
て男女共同参画につ
いての理解の促進を
行った。 2

引き続き、会議等の
機会での情報提供を
行う。

市民文化局

引き続き、町内会連
合会の会合において
周知を図る。

幸区役所 地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

町内会連絡協議会への委員
推薦依頼があった際に、女
性参画に係る啓発を行っ
た。

町内会連絡協議会へ
の各種委員等の推薦
依頼への対応につい
ては、女性比率の向
上に配慮しながら選
出するよう努めた。

2

引き続き、女性参加
に係る啓発を行う。
町内会連絡協議会へ
の各種委員等の推薦
依頼について、女性
比率の向上に配慮す
るよう努める。

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

地域に対する様々な広報や
情報提供依頼を受け、町内
会連合会の会合において広
く周知を図った。

町内会連合会の会合
において周知を図っ
た。

2

人権・男女
共同参画室

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

川崎区町内会連合会理事会
等各種会議の場において広
く周知に取り組んだ。

町内会連合会の会合
等において周知を
図った。

2

引き続き、町内会連
合会理事会等各種会
議の場において広く
周知を図る。

川崎区役所 地域振興課

地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

宮前区全町内・自治会連合
会の学習会において、役員
の発案により「女性にやさ
しい防災」をテーマに講演
会を実施した。

避難所運営等の町内
会・自治会における
防災対策について、
女性の視点が必要で
あることの理解が広
がった。

2

女性が町内会・自治
会活動の中核を担っ
ていく機会が増える
よう、働きかけや情
報提供を継続して行
うが、少ない女性会
長に負担が偏ること
のないように留意が
必要である。

宮前区役所 地域振興課

中原区役所 地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

自主運営団体への行政から
の働きかけの難しさに配慮
しながら、引き続き実態把
握と啓発に努めた。

町内会連合会の会議
等で広報・啓発を
行ったため。

2

自主運営団体への行
政からの働きかけの
難しさに配慮しなが
ら、引き続き実態把
握と啓発に努める。 高津区役所

麻生区役所 地域振興課

次年度も引き続き啓
発を行っていく。

多摩区役所 地域振興課

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

区町会連合会の三役会・理
事会等の各種会議において
広く周知を図った。また、
ライフスタイルの変化を考
慮し、会議を夜間に実施し
た。

区町会連合会の三役
会・理事会等の各種
会議で啓発等を行っ
た。

2

引き続き区町会連合
会の三役会・理事会
等の各種会議で広く
周知を図る。

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など

女性やファミリー層の町内
会活動の参加について啓発
を行った。

町内会・自治会の会
議において啓発等を
行った。

2
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95(
再掲
93)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

運営会議等を通
じた全町連への
情報提供

市民文化局
市民活動推

進課

95(
再掲
93)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

町内会連合会な
どにおける女性
参画についての
理解促進など 各区役所 地域振興課

95(
再掲
93)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

ＰＴＡ活動研修に
おける男性の参
加促進など 教育委員会

事務局
生涯学習推

進課

R4
(2022) C

R5
(2023) C

R6
(2024)

R7
(2025)

93(
再掲
95)

町内会・自治会や
ＰＴＡ等の活動に
おける男女共同
参画について理
解の促進に努め
ます。

ＰＴＡ活動研修に
おける男性の参
加促進など

教育文化会館・市民館でＰ
ＴＡ活動研修を実施した。

男性も参加しやすく
なるような環境づく
りを行った。

2

次年度も引き続き、
男性も参加しやすく
なるようなＰＴＡ活
動研修を実施する。

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

市民文化局
人権・男女
共同参画室

94

地域活動におけ
る方針決定過程
への女性の参画
拡大についての
理解を促進し、地
域で中心的な役
割を担う女性の
人材育成に向け
た学習機会を提
供します。

男女共同参画セ
ンターの地域団
体への出前講座
の実施、女性
リーダーの養成
に係る講座の実
施（地域企業、
地域防災など）

女性活躍、ハラスメントな
どをテーマに市内中小企業
を大賞とした出前講座を4
回実施した。また、女性防
災リーダー養成研修を5回
実施した。

出前講座や防災リー
ダー研修を通し、地
域における男女共同
参画への意識の醸成
を行った。

2

引き続き依頼に基づ
き出前講座や防災研
修を実施する。

市民文化局

施策３１　地域活動における方針決定過程への女性の参画促進

　地域のあらゆる場における方針決定過程への女性の参画拡大に向けた理解促進や学習機会の提供に努めます。

94

地域活動におけ
る方針決定過程
への女性の参画
拡大についての
理解を促進し、地
域で中心的な役
割を担う女性の
人材育成に向け
た学習機会を提
供します。

「すくらむネット２
１」を通じた情報
提供

・運営会議において、年間
のテーマを「かわさきから
ジェンダー平等を発信」に
設定し、運営会議（3回）
の場において各団体の活動
の情報提供や意見交換を
行った。
・男女共同参画かわさき
フォーラムを道外配信によ
り開催し、249人が視聴
し、多くの市民に男女共同
参画について考える機会を
創出した。
・全体会議は、会場とオン
ラインを併用して開催する
とともに、第2部では「地
域防災への男女共同参画の
視点」に関する講演会を開
催し、男女共同参画に関す
る学習機会を提供した。

・年間テーマに沿っ
て加盟団体間の情報
の共有などを行い、
ネットワークの活性
化や男女共同参画の
啓発を行った。
・男女共同参画かわ
さきフォーラムを参
加方法を会場と録画
配信の2種類としたこ
とで多くの市民に参
加の機会を提供する
ことができた。

2

加盟団体への積極的
な情報提供を行うと
ともに、講座等を開
催することで意識醸
成を図る。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

男女共同参
画センター

再掲目標Ⅲ　事業番号93

再掲目標Ⅲ　事業番号93

96

政治分野におけ
る男女共同参画
推進に向けた情
報収集・提供を行
います。

内閣府の情報な
どを市民向けに
提供

内閣府が作成した政治分野
におけるハラスメント防止
研修教材を議会局に情報提
供した。また、すくらむ21
まつりにおいて、来場者が
女性の市議会議員と語る機
会として「なぜ、女性議員
は少ないの？議員と語ろ
う」を開催し、27人が参加
しました。

令和3年度に政治分野
における男女共同参
画の推進に関する法
律が一部改正され、
地方公共団体がハラ
スメント予防の施策
を講ずることとされ
たことを受けて情報
共有したが、今後も
市民向けの情報提供
については、庁内の
役割分担や情報の内
容について検討する
必要がある。

1

引き続き国からの情
報提供や他都市の動
向を注視しながら、
議会局や男女共同参
画センター等と連携
して情報収集・提供
のあり方を検討して
いく。

再掲目標Ⅲ　事業番号93
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98(
再掲
62)

男性が主体となっ
て企画運営を行う
子育てサロン等
の開催を通じ、男
性の家庭や地域
活動への参画を
促進します。

イキメン研究所
の活動

市民文化局
人権・男女
共同参画室

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

親子で参加する
サロンやコン
サート等の実施

市民文化局
人権・男女
共同参画室

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

地域子育て支援
事業の実施

こども未来局

企画課（R5よ
り保育・子育
て推進部運
営管理・子
育て支援担

当）

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

子育てグループ
の支援や情報提
供の実施

各区役所 地域支援課

99(
再掲
45,64

)

地域で活動する
子育てグループ
等の支援や保護
者同士の交流機
会の提供を、男女
共同参画の視点
から行います。

市民館等におけ
る子育て支援啓
発事業の実施

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

101(
再掲
39)

男女共同参画の
視点からのイン
ターンシップ（就
業体験）や体験学
習等を実施し、若
者のライフキャリ
ア形成や地域参
画を促進します。

インターンシップ
及び職場体験の
受け入れ

市民文化局
男女共同参
画センター

全小中学校への寺子
屋の拡充に向けて、
引き続き新たな地域
人材の育成・確保な
どの取組を推進して
いく。

教育委員会
事務局

地域教育推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号39

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

施策３３　地域における子ども・若者の自己形成や社会参画の促進

　次世代を担う子ども・若者が、地域の中で、固定的な性別役割分担意識にとられない自己形成や社会参画が図れるよう支援を行います。

100

地域の幅広い世
代の市民が主体
となって、子ども
たちの学習や体
験活動を支援しま
す。

地域の寺子屋
事業

市内95か所で寺子屋を開講
し、地域の主体的な取組に
より、放課後週1回の学習
支援と土曜日等月１回の体
験活動を実施し、世代間交
流を推進した。

寺子屋が、性別や年
齢に関わらず、幅広
い層の子どもと大人
が参加し、交流する
場となっている。

1

次年度も引き続き、
男性の地域活動への
参画につながる講座
を提供する。

教育委員会
事務局

生涯学習推
進課

再掲目標Ⅱ　事業番号62

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

再掲目標Ⅱ　事業番号45，64

施策３２　男性が地域活動に参画できる環境づくり

　男性の積極的な地域活動への参画に向け、男性向け講座等を開催します。

97

男性の地域活動
への参画を促進
するための講座
を実施します。

シニア世代を対
象とした地域デ
ビュー講座

教育文化会館・市民館でシ
ニア世代を対象とした講座
を実施した。

男性が地域活動に参
画できるような環境
づくりを行った。

2
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　災害時の支援において性別等によりニーズが異なることに配慮し、男女共同参画の視点から災害対策を推進します。また、より多くの女性が地域防災の担い手として参画
し、多様な視点が地域防災活動に反映されるよう取組を進めます。

102

市民と連携した情
報発信や出前講
座の実施を通じ、
男女共同参画の
視点を取り入れた
防災体制への理
解促進及び地域
防災の担い手と
なる女性リーダー
の養成を推進しま
す。

自主防災組織
リーダー等養成
研修の実施、
「女性の視点で
考えるかわさき
防災プロジェクト
（ＪＫＢ）」と連携
した防災・減災
講座の実施

「女性の視点で考えるかわ
さき防災プロジェクト（Ｊ
ＫＢ）」と男女共同参画セ
ンターが連携し、川崎市主
催のそなえるフェスタや区
の総合防災訓練に参加し、
男女共同参画の視点を取り
入れた防災体制への理解の
促進に努めた。

防災訓練において、
男女共同参画の視点
を広報啓発すること
ができた。

2

引き続きＪＫＢなど
の市民グループと連
携した啓発活動を実
施する。

市民文化局
男女共同参
画センター

施策３４　男女共同参画の視点に立った地域防災の推進

川崎区役所
危機管理担

当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

＜地域防災活動における女
性参画促進の取組＞
避難所開設訓練等の実施に
当たり、多くの女性に参加
してもらうよう、自主防災
組織である町内会・自治会
等に働きかけるとともに、
参加した方々へ女性への配
慮について検討が必要な旨
を説明した。
また、女性やお年寄りの視
点からの防災をテーマとし
て、防災講演会を実施し
た。

避難所開設訓練等の
実施に当たり、女性
への配慮について検
討が必要な旨を説明
を行い、更衣室や授
乳室を事前に設定す
る必要性を周知でし
た。また、災害時に
おける女性視点での
防災について講演会
を実施することがで
きた。

2

避難所開設訓練等
に、より多くの女性
に参加してもらえる
よう、より効果的な
呼びかけ方法等を検
討する必要がある。
また、男女共同参画
の視点に立ったさら
なる避難所運営訓練
の実施について検討
する必要がある。

幸区役所

引き続き、各種防災
計画やマニュアルの
修正に際し、男女共
同参画の視点を反映
できるよう取り組ん
でいく。また、各種
会議の委員について
も女性参加を積極的
に呼びかけていく。

危機管理本
部

危機管理部

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

川崎区総合防災訓練におい
て、女性や子どもも参加し
やすい訓練種目を導入する
ことで女性と子どもの参加
を促し、防災に対する意識
や地域防災活動の参画に向
けた意識の醸成を行った。
　また、避難所運営会議・
訓練においても、女性の視
点を生かしながら、課題や
役割の確認を行った。

計画していた取り組
みを実施し、多くの
女性や子どもの参加
を実現できた。

2

地域防災計画におけ
る女性参画は重要な
課題であるため、引
き続き女性参画の促
進に向け取り組みを
推進していく。

103

男女共同参画の
視点を取り入れた
地域防災体制の
構築を推進しま
す。

防災会議におけ
る女性の参画促
進、各種防災計
画やマニュアル
における男女共
同参画の視点の
啓発

防災対策に男女共同参画の
視点を反映させるため、各
種会議の委員の推薦にあ
たっては、女性の推薦を配
慮していただくよう依頼
し、女性参加を積極的に呼
びかけるなど、引き続き男
女共同参画の視点に配慮し
た取組を推進した。

防災会議委員につい
ては委員65名中女性
が5名となっており、
引き続き女性比率の
向上に努める必要が
あるため。 1

男女共同参画の視点
を取り入れた防災体
制の充実に向け、引
き続き取り組む。

高津区役所
危機管理担

当
104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

・避難所運営会議におい
て、避難所運営における性
別への配慮や、参加者の男
女の偏りが出ないように働
きかけた。

避難所運営会議等を
開催し一定数の女性
参加者がある。一方
で、参加者は町内会
や自治会ごとの選出
になることから避難
所ルールの詳細や避
難所運営体制には男
女共同参画の視点の
必要性を伝える余地
がある。

2

危機管理担
当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

各避難所運営会議で、要配
慮者等に対応した避難ス
ペース確保への周知を行っ
た。総合防災訓練では、避
難所開設訓練を実施し、妊
婦等の要配慮者の受入を
行った。

避難所運営会議をは
じめとし、対面での
周知機会の増加に努
めた。

2

引続き、避難所運営
会議や訓練への女性
の参加を呼びかけ
る。女性等要配慮者
のニーズを反映した
避難所運営会議や訓
練を実施していく。

中原区役所
危機管理担

当
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105
(再
掲
85)

女性の様々な悩
みにかかる相談
事業を実施しま
す。

女性総合相談の
実施

市民文化局
男女共同参
画センター

R4
(2022) A

R5
(2023) A

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022) B

R5
(2023) B

R6
(2024)

R7
(2025)

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

合同避難所運営会議に自主
防災組織、学校関係者、
区・市職員から広く参加を
呼びかけ、気象情報の活用
方法や災害時のトイレ問題
について学習する機会を提
供した。

合同避難所運営会議
の女性の参加率は３
割を超えており、避
難所運営への積極的
な参画が継続されて
いる。

2

引き続き女性の参画
を促すとともに、男
女共同参画の意識を
高めていく。

危機管理担
当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

・区民防災塾では、小学生
とその保護者（主に母親）
が参加し、防災に対する意
識や地域防災活動参画に向
けた意識の醸成を図った。
・第2回麻生区総合防災訓
練において、川崎男女共同
参画センター、女性の視点
でつくるかわさき防災プロ
ジェクトが参加し、被災地
で女性たちが直面した困り
ごと、シニアシングル女性
のためのサバイバル読本配
布等、防災啓発を実施し
た。
・避難所運営会議及び避難
所開設訓練において、自主
防災組織や保育園等の地域
団体や学校職員等幅広く参
加を呼びかけ、様々な視点
を生かしながら、課題や役
割の確認を行った。

男女共同参画の理解
の促進に向け、計画
していた取組を実施
した。

2

引き続き、防災出前
講座や防災啓発動画
の広報活動等を通じ
て、男女共同参画の
視点を取り入れた防
災体制の充実を推進
していく。

麻生区役所
危機管理担

当

宮前区役所
危機管理担

当

104

地域の避難所運
営等において男
女双方の参加を
促進し、固定的な
性別役割分担意
識にとらわれない
地域防災活動を
推進します。

地域防災活動に
おける女性の参
画促進及び男女
共同参画の視点
に立った防災体
制の充実及び啓
発

総合防災訓練や防災フェア
では、自主防災組織の女性
や一般の家族連れの参加が
あり、防災キャンプは、小
学生とその保護者（主に母
親）が参加し、防災に対す
る意識や地域防災活動参画
に向けた意識の醸成を図っ
た。また、指定避難所合同
会議において、講師に男女
共同参画センターの職員を
招き、避難所において男女
共同参画の視点について講
話いただいた。

自主防災組織本部長
や避難所運営委員の
多くは男性なのが現
状であり、地域の女
性がより多く気軽に
携われるよう、きっ
かけづくりとして、
例えば子どもと一緒
に参加できるよう事
業を実施した。

2

男女共同参画の視点
を取り入れた防災体
制の充実に向け、引
き続き取組の推進に
努める。

多摩区役所

引き続き様々な困難
を抱える女性を対象
にした居場所づくり
を実施していく。

市民文化局
男女共同参
画センター

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

「キャリアサポー
トかわさき」や
「若者サポートス
テーション」にお
ける就業支援、
就業支援ポータ
ルサイトによる
情報提供

就業支援ポータルサイト
「ＪＯＢ－Ｌかわさき」に
おいて、求人情報や就業支
援機関、就業関係イベント
情報などを掲載した。ま
た、「市政だより」等にお
いて、「キャリアサポート
かわさき」や「コネクショ
ンズかわさき（若者サポー
トステーション）」の広報
を行った。

性別に関わらず、生
活基盤の確保や自立
に向けた就業機会を
得られるよう、求人
情報や就業支援に係
る情報を広報する取
組を実施した。

2

引き続き、就業支援
ポータルサイト「Ｊ
ＯＢ－Ｌかわさき」
や「市政だより」等
を活用した広報を実
施する。

基本施策１０　男女共同参画の視点に立った貧困など複合的な困難に対する支援

施策３５　貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援

　困難を抱えた女性に対して、自助グループ等を通じた居場所づくり支援を行います。また、貧困等生活上の困難を抱えている人への支援においては、男女の賃金格差等を
背景に女性は経済的リスクが高いことを踏まえ支援を実施します。さらに、次世代への貧困の連鎖を断ち切るため、家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・意
欲の差が生じないよう支援を行います。

再掲目標Ⅲ　事業番号85

106

家族関係や就労
問題、ひきこもり
などに悩みを抱え
る女性が、交流を
通じてエンパワメ
ントし解決に向か
えるよう、居場所
づくりの支援を行
います。

自助グループ支
援、ひきこもり女
子会や避難所
ほっとサロン、シ
ングルマザーサ
ロンの実施など

シングルマザーのためのセ
ミナー＆交流会を2回、ひ
きこもり女子会を4回、避
難者のためのほっとサロン
を12回実施した。また、国
の地域女性活躍推進交付金
を活用した事業としてシン
グル女性のためのサテライ
トカフェを9回、シングル
マザーのためのフェスタを
2回開催した。

エンパワメントが必
要な女性のために、
それぞれ対象者ごと
に必要な支援を検討
し、事業を実施し
た。さらに交付金を
活用して新たな居場
所づくりや、支援に
繋がりにくいシング
ル女性を対象に新た
な手法としてアウト
リーチによるサテラ
イトカフェを実施し
た。

2

経済労働局 労働雇用部
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生活保護・
自立支援室

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

生活保護制度の
推進

市内９箇所の福祉事務所に
て、生活保護専門の面接相
談員を配置。生活保護法の
趣旨や制度についての説明
や、相談者個々人の相談内
容に応じた適切な助言を行
い、保護申請の意思が確認
された場合は、申請手続き
について助言した。
また、生活保護受給者に対
しては、生活保護法に基づ
き、必要な保護を行い、最
低限度の生活を保障すると
ともに、地区担当員による
生活状況の把握と支援を
行った。

左記実績のとおり、
性別にかかわらず、
生活に困窮する方か
らの相談に対する助
言や、生活保護受給
者の自立に向けた支
援を行った。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

健康福祉局
生活保護・
自立支援室

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

生活困窮者・
ホームレス自立
支援センター事
業、アフターケア
事業、巡回相談
事業などの実施
によるホームレ
スの方への自立
支援の推進

・巡回相談事業では、市内
に起居するホームレス等の
日常生活や健康に関する相
談を受け、生活困窮者・
ホームレス自立支援セン
ター（以下「自立支援セン
ター」という。）の入所や
医療機関への受診につなげ
た。
・自立支援センター事業で
は、市内４か所の施設にお
いて、宿所及び食事の提供
のほか、就労支援、生活支
援等を行い、入所者の自立
に向けた支援を行った。
・災害等により緊急的に避
難を必要とするホームレス
に対し、緊急一時保護を
行った。
・自立支援センター南幸町
において、要介護状態にあ
るホームレス等の受入を
行った。
・自立支援センターを退所
した方が再び野宿に戻るこ
とのないようアフターケア
事業を実施した。

左記実績のとおり、
巡回相談事業、自立
支援センター事業、
アフターケア事業を
行い、ホームレスの
自立を促進した。
【男女平等に配慮し
た点】
自立支援センター南
幸町等において、女
性ホームレスの受入
れを行い、個々の自
立阻害要因に対応し
た支援を行った。

2

・第5期川崎市ホーム
レス自立支援実施計
画等に基づき、引き
続きホームレスの自
立支援に向けた取組
を推進する。
・また、自立支援セ
ンター南幸町等にお
いて女性ホームレス
の支援を継続する。

健康福祉局

まちづくり局
住宅整備推

進課

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

生活保護受給世
帯の中学生への
学習支援・居場
所づくり事業

生活保護受給世帯等の小・
中学生に対し、高校等への
進学に向けて、市内１７か
所で事業を実施した。

男女どちらも利用・
参加しやすいように
配慮して支援を行っ
た。

2

次年度も引き続き、
取組を推進する。

健康福祉局

次年度も引き続き、
取組を推進する。

健康福祉局
生活保護・
自立支援室

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る住居支援の実
施

「川崎市居住支援協議会」
にて、入居者向けに作成し
た「サポートブック」の周
知啓発等に取組んだ。ま
た、「すまいの相談窓口」
において、居住支援制度を
活用するとともに、既存の
サポート店（不動産店）へ
調査を実施し、物件提供・
マッチングが実現するため
の見直しを行った。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進も
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部
署、関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

107

生活基盤の確保
や自立にむけた
支援を行います。

川崎市生活自
立・仕事相談セ
ンター（だいＪＯ
Ｂセンター）にお
ける支援の実施

現に経済的に困窮している
市民に対して、就労支援を
中心に、精神保健支援、居
住支援、家計改善支援、法
律相談等の専門支援を、相
談者の状態に応じて、寄り
添い型で実施した。

性別を含む相談者の
属性や状態に応じ
た、求人開拓やマッ
チング等の就労支援
や精神保健支援、居
住支援、家計改善支
援等を行い、男女ど
ちらに対しても、日
常的・社会的・経済
的に自立できるよう
支援した。

2

生活保護・
自立支援室
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引き続き、一人ひと
りに寄り添った取組
を推進していく。

教育委員会
事務局

総合教育セ
ンター／教
育政策室

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

就学援助及び奨
学金の支給・貸
付の推進

・経済的理由により就学が
困難な学齢児童生徒、就学
予定者の保護者に対して必
要な援助費を支給すること
により、義務教育を円滑に
実施した。
・能力があるにもかかわら
ず、経済的理由により修学
が困難な高校生・大学生に
対して、奨学金を支給・貸
付した。

・男女問わず、経済
的理由により就学が
困難な学齢児童生
徒、就学予定者の保
護者に対して必要な
援助を行った。
・男女問わず、経済
的理由により修学が
困難な高校生・大学
生に対して必要な支
援を行った。

2

次年度も引き続き、
経済的に困難な状況
にある人への援助を
行う。

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

学校へのスクー
ルカウンセラー
の配置及び派
遣・スクールソー
シャルワーカー
の派遣

必要に応じて関係部署等と
連携しながら、児童生徒、
保護者等、一人ひとりに寄
り添った相談支援を行っ
た。

相談者一人ひとりに
寄り添った支援を
行った。

2

108

「貧困の連鎖」の
防止に向けて、困
難を抱える子ども
に対する支援を
実施します。

ひとり親家庭等
生活・学習習慣
習得支援事業及
び学習支援・居
場所づくり事業
の推進

市内１７か所において、ひ
とり親家庭及び生活保護世
帯の小学３年生～中学３年
生のこどもに対し、学習の
支援や居場所の提供を行っ
た。

全１７か所での安定
した教室運営を実施
した。

2

引き続き安定した教
室運営に取り組むと
ともに、令和６年度
末の契約期間の終了
に向けて、令和７年
度以降の事業実施に
ついて検討を進め
る。

こども未来局

こども家庭課
（R5より児童
家庭支援　・
虐待対策室
家庭支援担

当）

引き続き川崎市母
子・父子福祉セン
ターにおける相談事
業を実施する。

こども未来局

こども家庭課
（R5より児童
家庭支援　・
虐待対策室
家庭支援担

当）

110

ひとり親家庭の自
立の促進に向け
て、子育てや生活
の支援、就業支
援、養育費の確
保、経済的支援、
居住支援等を行
います。

各種制度・事業
（母子・父子・寡
婦福祉資金貸付
制度、高等職業
訓練促進給付金
事業、自立支援
教育訓練給付金
事業等、児童扶
養手当、医療費
助成事業、日常
生活支援事業
等）の推進

各種支援制度や事業を適切
に実施し、子育て・生活へ
の支援、就労支援、養育費
確保支援、経済的支援の柱
に基づきひとり親家庭の自
立に向けた支援を行った。

計画どおり各種支援
を実施した。

2

引き続き、制度の拡
充や見直しを行いな
がら、各種支援を実
施する。

教育委員会
事務局

学事課

施策３６　ひとり親家庭に対する支援の充実と自立の促進

　ひとり親家庭のうち、特に母子世帯は就業や子育て、生活等の様々な面で困難を抱えやすく、生活支援や就業支援、経済的支援をはじめとする各種支援を推進します。

109

ひとり親家庭の生
活の安定と向上
を目的に、生活・
就業等に関する
相談支援を実施
します。

川崎市母子・父
子福祉センター
における相談事
業の実施

生活相談件数：1,190件
就労相談件数：2,517件

川崎市母子・父子福
祉センターにおい
て、ひとり親家庭の
自立促進に向けた相
談支援を行った。

2

市民文化局
男女共同参
画センター

住宅整備推
進課

111

ひとり親家庭が必
要な支援に結び
付くよう、様々な
制度や相談窓口
等に関する情報
提供を行います。

ひとり親家庭へ
の情報提供事業
（情報収集・提供
事業の一環）

男女共同参画センターにお
いて、シングルマザーのた
めのセミナー＆交流会を2
回実施した。

ひとり親やひとり親
になる可能性がある
人に対し、不安解消
や問題解決のための
講座や情報提供を
行った。

2

引き続き、セミナー
の実施等を通じた情
報提供を推進する。

こども未来局

こども家庭課
（R5より児童
家庭支援　・
虐待対策室
家庭支援担

当）

110

ひとり親家庭の自
立の促進に向け
て、子育てや生活
の支援、就業支
援、養育費の確
保、経済的支援、
居住支援等を行
います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
るひとり親家庭
への住居支援の
実施

「川崎市居住支援協議会」
にて、入居者向けに作成し
た「サポートブック」の周
知啓発等に取組んだ。ま
た、「すまいの相談窓口」
において、居住支援制度を
活用するとともに、既存の
サポート店（不動産店）へ
調査を実施し、物件提供・
マッチングが実現するため
の見直しを行った。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進も
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部
署、関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

まちづくり局
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111

ひとり親家庭が必
要な支援に結び
付くよう、様々な
制度や相談窓口
等に関する情報
提供を行います。

リーフレット等作
成・配布、メルマ
ガ配信等による
制度周知

サポートガイドブックの大
幅リニューアルを実施。
新たにＬＩＮＥによる情報
発信を開始。
メルマガ登録者数：1,358
件
LINE友だち数：635件

情報提供・広報につ
いて見直しや拡充を
行った。

2

引き続き、各種支援
情報について、各種
ツールを用いて発信
するとともに、支援
者向けの周知の実施
も継続する。

こども未来局

多文化共生
推進課

まちづくり局
住宅整備推

進課

市民文化局
多文化共生

推進課

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

指針に基づいた
外国人市民施策
の推進（外国人
市民代表者会議
による提言、行
政サービスの充
実、多言語によ
る情報提供の充
実）

・多文化共生社会推進指針
に基づき、行政サービスの
充実など、全庁的な取組を
進めた。・外国人市民代表
者会議を運営し、提言を取
りまとめた。・各区役所、
市民館、図書館等の外国人
市民情報コーナーで多言語
広報資料の配架状況を現地
確認し、担当者に資料補充
を依頼した。・「川崎市
〈やさしい日本語〉ガイド
ライン」を使い職員に向け
eラーニングで研修を引き
続き行ったほか、区役所等
で職員が講師となり、やさ
しい日本語研修を実施し
た。

外国人市民及び女性
の委員を含めて構成
された多文化共生社
会推進協議会の審議
も踏まえ、多文化共
生社会推進指針に基
づく取組を推進し
た。また、男女ほぼ
同数の外国人市民に
より構成された外国
人市民代表者会議に
よる審議が行われ、
提言がまとめられ
た。

2

川崎市多文化共生社
会推進指針に基づき
外国人市民に対し行
政サービスや情報提
供の充実に向けた取
組を推進する。ま
た、多文化共生社会
推進協議会、外国人
市民代表者会議で出
された意見を尊重し
取組を進める。

市民文化局

こども家庭課
（R5より児童
家庭支援　・
虐待対策室
家庭支援担

当）

施策３７　外国人市民に対する支援の充実と差別のない人権尊重のまちづくりの推進

　言葉や文化の違いに加え、女性であることで、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合や、課題やニーズが男女で異なる場合があることに留意して、多文化共生社
会や差別のない人権尊重のまちづくりを推進します。

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

国際交流セン
ターでの多言語
情報提供や相談
支援（DV含む）
の実施

・外国人相談窓口である多
文化共生総合相談ワンス
トップセンターにおける令
和5年度の相談件数は2,812
件であった。

男女共同参画の視点
に配慮しながら相談
を実施した。

2

多文化共生総合相談
ワンストップセン
ターの認知度向上に
向けた広報・周知を
行う。

引き続き外国人市民
代表者会議として各
種イベントに参加
し、市内には多様な
外国人市民が生活・
活動していること
や、各国の文化を紹
介すること等を通じ
て、互いの理解と交
流を深める。

市民文化局

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

市民館等におけ
る外国人市民へ
の日本語の学び
の場の提供

教育文化会館・市民館で識
字学習活動を行った。

外国人市民に対する
支援を行った。

2

次年度も引き続き、
市民館等において外
国人市民への日本語
の学びの場を提供し
ていく。 教育委員会

事務局
生涯学習推

進課

外国人市民が安心し
て出産・育児を迎え
ることができるよう
事業を安定的に継続
していく。

こども未来局

こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る外国人への住
居支援の実施

「川崎市居住支援協議会」
にて、入居者向けに作成し
た「サポートブック」の周
知啓発や、主に外国人に向
けて賃貸住宅に住むために
必要な情報を整理した「す
まいのサポートブック」の
活用方法の検討及び翻訳作
業を行った。また、「すま
いの相談窓口」において、
居住支援制度を活用すると
ともに、既存のサポート店
（不産店）へ調査を実施
し、物件提供・マッチング
が実現するための見直しを
行った。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進も
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部
署、関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

112

外国人市民に対
する情報提供や
相談事業、学習
機会等を推進しま
す。

外国語版母子健
康手帳の作成・
配布や母語によ
る情報提供の実
施

10か国語の外国語版母子健
康手帳を必要な妊婦に配布
した。必要時、タブレット
による通訳サービス等を活
用して母子保健事業の実施
に際し、母国語での情報提
供を実施した。11か国語に
翻訳した乳幼児健康診査の
問診票等を活用した。

外国人市民が安心し
て出産・育児ができ
るように、各母子保
健事業の資料の外国
語版を活用した。ま
た、必要時、通訳等
を活用した。

2

多文化共生
推進課

113

互いの文化や生
活の理解が進む
よう交流機会の
充実に努めます。

国際交流協会、
民間交流団体等
と連携した共催
事業の実施や、
市民まつり等に
おける互いの交
流推進

外国人市民代表者会議とし
てインターナショナル・
フェスティバル、かわさき
市民祭り、多文化フェスタ
さいわいのイベントに参加
し、来場者との交流や相互
理解を深めるとともに、代
表者会議の広報・周知を実
施した。

各事業について、男
女共同参画の視点に
配慮しながら実施し
た。

2
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引き続き、「川崎市
差別のない人権尊重
のまちづくり条例」
に基づき、本邦外出
身者に対する不当な
差別的言動の解消に
向けた取組を推進し
ます。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

施策３８　高齢者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援

　高齢期に達するまでの働き方やライフスタイルにおける男女の置かれた状況の違いが、高齢期における年金等の収入格差等に現れることに留意して、高齢者が安心して
暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

115

高齢者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

地域包括ケアシ
ステム推進事
業、高齢者虐待
防止の取組の推
進

川崎市地域包括ケアシステ
ム推進ビジョンに基づき、
「意識づくり」「地域づく
り」「仕組みづくり」の取
組を進めた。
また、第8期かわさきいき
いき長寿プランに基づき、
高齢者虐待防止に向けた取
組を適切に執行するととも
に、関係職員研修、事例検
討会等施策を推進した。

高齢者を含めた、誰
もが住み慣れた地域
や自らが望む場で安
心して暮らし続ける
ことができる地域の
実現を目指して取組
を実施できた。

114

「川崎市差別のな
い人権尊重のま
ちづくり条例」に
基づき、本邦外出
身者に対する不
当な差別的言動
の解消に向けた
取組を推進しま
す。

人権教育・人権
啓発の実施、イ
ンターネット上の
本邦外出身者に
対する不当な差
別的言動に対す
る拡散防止措置
等

・インターネット上の本邦
外出身者に対する不当な差
別的言動に該当する投稿１
９８件について、拡散防止
措置（プロバイダ等への削
除要請）を講じた。
・条例を周知するリーフ
レットを作成し、市内に所
在する全ての小・中・高・
特別支援学校等の児童・生
徒全員に配布した。

インターネット上の
不当な差別的言動の
拡散を防止し、事案
の公表やリーフレッ
ト配布によって人権
教育・人権啓発を行
い、本邦外出身者に
対する不当な差別的
言動の解消に向けた
取組を推進した。

2

113

互いの文化や生
活の理解が進む
よう交流機会の
充実に努めます。

多文化共生ふれ
あい事業

様々な国や地域の文化を伝
える外国人市民等を講師と
して学校に派遣する「多文
化共生ふれあい事業」を実
施し、延べ222人の講師を
学校に派遣しました。

おおむね昨年度と同
程度の人数の講師を
学校に派遣した。

2

講師派遣団体と調整
し、文化体験のバリ
エーションを増やし
ながら継続していき
ます。 教育委員会

事務局
教育政策室

引き続き、男女平等
推進に配慮して施策
を推進する。

健康福祉局
高齢者事業

推進課

115

高齢者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る高齢者への住
居支援の実施

「川崎市居住支援協議会」
にて、入居者向けに作成し
た「サポートブック」の周
知啓発等に取組んだ。ま
た、「すまいの相談窓口」
において、居住支援制度を
活用するとともに、既存の
サポート店（不動産店）へ
調査を実施し、物件提供・
マッチングが実現するため
の見直しを行った。加え
て、高齢者等の見守りや孤
独死予防などの支援策案を
取りまとめた。

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進も
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。 2

引き続き、関係部
署、関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

2

今後も、かわさきい
きいき長寿プランに
基づき高齢者虐待防
止に向けた施策を推
進するなど、地域包
括ケアシステムの構
築に向けた取組を推
進する。

健康福祉局
地域包括ケ
ア推進室

115

高齢者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

かわさきいきい
き長寿プランに
基づくサービス
の提供

介護事業者等がサービスの
質を向上できるよう、集団
指導講習会を開催するとと
もに適宜、指導等を行っ
た。また、地域で暮らす市
民一人ひとりが尊重される
「地域共生社会」の実現を
目指して、介護サービスの
充実を図った。

介護は、社会全体で
支えていくことが重
要であると考えるた
め、男女平等推進に
配慮して施策を推進
した。 2

高齢者在宅
サービス課

まちづくり局
住宅整備推

進課

116

就労支援や生き
がい・健康づくり
を通じた高齢者の
社会参加を促進
します。

高齢者就労支援
事業、生涯現役
対策事業の推進

シルバー人材センターに支
援を行い、健康で働く意欲
を持つ高齢者に会員登録し
ていただき、臨時的・短期
的又は軽易な業務に係る就
業機会の確保を図った。

女性会員の拡大・就
業機会の確保のた
め、女性に特化した
会員募集の広報物を
作成・配布した。

2

今後もシルバー人材
センターへの支援を
通じて、高齢者の就
業機会を確保する。

健康福祉局
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施策３９　障害者が安心して暮らせる環境整備と社会参加への支援

　障害のある人が日常生活や就労等の場において直面する困難において、女性であることで、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合や、課題やニーズが男女で異
なる場合があることに留意して、障害者が安心して暮らせる環境整備や支援に取り組みます。

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

地域包括ケアシ
ステム推進事業

川崎市地域包括ケアシステ
ム推進ビジョンに基づき、
「意識づくり」「地域づく
り」「仕組みづくり」の取
組を進めた。

障害者を含めた、誰
もが住み慣れた地域
や自らが望む場で安
心して暮らし続ける
ことができる地域の
実現を目指して取組
を実施できた。

2

今後も、地域包括ケ
アシステムの構築に
向けた取組を推進す
る。

障害計画課

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

障害者日常生活
支援事業

地域における生活の場や日
中活動の場の運営支援等に
より障害者支援事業を推進
した。

障害者が地域におい
て安心して生活でき
るよう、生活の場や
日中活動の場の運営
支援の取組を実施し
た。

2

次年度も引き続き、
障害者の地域生活に
関する取組を推進す
る。

健康福祉局 障害福祉課

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

「川崎市居住支
援協議会」や居
住支援制度によ
る障害者への住
居支援の実施

「川崎市居住支援協議会」
にて、入居者向けに作成し
た「サポートブック」の周
知啓発等に取組んだ。ま
た、「すまいの相談窓口」
において、居住支援制度を
活用するとともに、既存の
サポート店（不動産店）へ
調査を実施し、物件提供・
マッチングが実現するため
の見直しを行った。また、
自立支援協議会と共催でセ
ミナーを開催するともに、
「情報提供シート」の周知
啓発を行った。

健康福祉局
地域包括ケ
ア推進室

117

障害者が地域で
安心して暮らせる
よう環境整備や
支援を行います。

障害者虐待防止
の取組、障害者
差別解消の取組
の推進

・24時間365日対応の受
付・相談窓口の運営によ
り、適切な対応を行った。
・虐待対応に関する対応力
の強化のため、市職員及び
事業者向けの研修を実施し
た。
・障害者差別解消の取組に
ついては、市民向けにはパ
ンフレットやチラシの配
布、市ホームページへの掲
載を行うほか、事業者向け
には、会議等で法の内容に
ついて説明を行い、周知啓
発に取り組んだ。

障害者が地域で安心
して暮らせる環境整
備や支援に向け、計
画していた取組を実
施した。

2

次年度も引き続き、
障害者虐待防止の取
組、障害者差別解消
に関する取組を推進
する。

健康福祉局

「川崎市居住支援協
議会」において、居
住支援制度の推進も
含め、幅広く入居機
会の確保と居住の安
定に向けた検討を行
い、施策の充実に努
めた。

2

引き続き、関係部
署、関係機関との連
携を強化していく必
要がある。

まちづくり局
住宅整備推

進課

障害者社会
参加・就労

支援課

施策４０　性的マイノリティの人々の人権尊重に向けた取組の推進

　性的マイノリティの人々の人々が深刻な生きづらさを抱えている実態を踏まえ、当事者に向けた支援を推進します。

119

性的マイノリティ
当事者の抱える
生きづらさの解消
に向けて、「川崎
市パートナーシッ
プ宣誓制度」を推
進します。

「川崎市パート
ナーシップ宣誓
制度」の実施

「パートナーシップ宣誓制
度」について、適切な運用
を行った。（令和6年3月31
日現在の申請実績は112
組）同時に、ホームページ
や二十歳の日のつどいパン
フレットで制度周知も行っ
た。

制度の運用を通じ
て、性的マイノリ
ティの人々のパート
ナーと生活を共にし
たいという気持ちを
市として受け止める
ことが出来た。

2

引き続き、制度の適
切な運用と共に、都
市間連携を行ってい
る相模原市をはじ
め、県内の他都市の
状況等の把握に努め
る。

健康福祉局
障害者社会
参加・就労

支援課

118

就労支援や障害
者福祉に対する
普及・啓発を行
い、障害者の社
会参加を促進しま
す。

障害者社会参加
促進事業

障害者週間に合わせて、
「手をつなぐフェスティバ
ル」をとどろきアリーナで
開催し、751名が参加し
た。

障害者福祉の理解促
進・普及啓発に向け
て、計画していた取
り組みを実施した。

2

次年度も引き続き、
障害者福祉の理解促
進・普及啓発に向け
て、障害者の社会参
加の取り組みを実施
する。

健康福祉局

118

就労支援や障害
者福祉に対する
普及啓発を行い、
障害者の社会参
加を促進します。

障害者就労支援
事業

市内３か所の地域就労援助
センターを中心とした障害
者の就労支援を行うととも
に、企業応援センターかわ
さきにおいて、企業向けの
障害者雇用促進ネットワー
ク会議を開催し、障害者雇
用に係わる理解の促進を
図った。

障害特性に応じた適
切な就労支援を実施
した。

1

令和６年４月以降、
段階的に法定雇用率
が引き上げられるこ
と等から、個々の障
害特性に応じた就労
支援を実施するとと
もに、企業に対する
雇用支援体制を強化
する。

市民文化局
人権・男女
共同参画室

74



120(
再掲
88）

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性同一性障害
に関する相談
支援の実施（児
童相談所）

健康福祉局

総合リハビリ
テーション推
進センター
（こころの健
康課）

120(
再掲
88）

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

性別不合を含
む精神保健相
談の実施 こども未来局 児童相談所

120(
再掲
88）

性的マイノリティ
の人々の人権を
尊重する視点か
ら相談支援を実
施します。

LGBTQに関す
る相談支援の
実施（教育相談
センター・室）

教育委員会
事務局

教育相談セ
ンター
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R6
(2024)

R7
(2025)

引き続き、キャリア
サポートかわさきに
おいて、「かわさき
若者サポートステー
ション事業」と連携
した支援、就職活動
に必要な知識・スキ
ルを身に付けるため
の「就職準備セミ
ナー」を実施する。

経済労働局 労働雇用部

基本施策１１　生涯を通じた健康支援

施策４２　生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進

　生活習慣や身体的な特徴の違いによって、性別によって異なる健康上の問題に直面することに留意し、生涯を通じて適切な健康の保持増進が図れるよう健康づくりを支援
します。

121

働くことに不安を
抱える若者等に
対し、個別相談や
各種セミナーなど
を実施します。

地域若者サポー
トステーション事
業と連携した若
年者への就労支
援、キャリアサ
ポートかわさきに
おける若年者向
けセミナー等の
実施

厚生労働省の委託事業であ
る「かわさき若者サポート
ステーション事業」と連携
し、自立や就労に課題を抱
える若年者の就業支援を実
施するとともに、若者をは
じめ多様な求職者に対して
効果的なテーマ設定（就職
活動の基礎等）による「就
職準備セミナー」を実施し
た。

自立や就労に課題を
抱える若年者の就職
に向けた取組を実施
した。

2

再掲目標Ⅲ　事業番号88

再掲目標Ⅲ　事業番号88

再掲目標Ⅲ　事業番号88

施策４１　就労に困難を抱えた若者に対する自立支援の促進

教育委員会
事務局

健康教育課

123

更年期・高齢期の
健康づくり、介護
予防に自主的に
取り組めるよう支
援します。

介護予防事業、
介護予防活動

事業やイベントを通して、
普及啓発を行った。

地域での活動は女性
の参加が多いため、
積極的に男性の参加
を呼び掛けた。

2

引き続き事業を実施
し、市民が主体的に
取組を行う支援を行
う。

健康福祉局

引き続き事業を実施
し、普及啓発を進め
る。

健康福祉局
保健医療政
策部（健康
増進担当）

122

男女の性差に応
じた、健康に関す
る正しい知識や
運動習慣の普及
を推進します。

健康教育推進事
業

健康教育に関する講演会等
を行った。

心の健康に関する講
演会等を行い、健康
教育の一層の充実を
図った。

2

次年度も継続して、
健康に関する講演会
等を行い、健康教育
を推進する。

122

男女の性差に応
じた、健康に関す
る正しい知識や
運動習慣の普及
を推進します。

健康増進計画に
基づく普及啓発
（年代、性差に応
じた運動習慣の
啓発、働きかけ
の推進等を含
む）

事業やイベントを通して、
普及啓発を行った。
３月の女性の健康週間に
は、広報を行った。

男女の性差に応じた
健康に関する啓発を
行った。

2

健康福祉局
保健医療政
策部（地域
医療担当）

124

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

新生児集中治療
管理室（ＮＩＣＵ）
の安定的稼動の
推進

NICU(新生児特定集中治療
室）を安定的に稼働させ、
集中治療が必要な新生児に
医療を提供した。

NICUを安定的に稼働
させ、集中治療が必
要な妊婦及び新生児
に医療を提供し、相
談支援を行った。 2

今後も引き続き、
NICUを安定的に稼働
させ、集中治療が必
要な新生児に医療を
提供し相談支援を
行っていく。

病院局

保健医療政
策部（健康
増進担当）

施策４３　妊娠・出産などに関する健康支援

　地域において安心して子どもを産み育てることができるよう、不妊や妊娠・出産等についての支援や医療体制の確保を行います。

124

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

周産期医療体制
の確保に向けた
取組を推進しま
す。

・総合（地域）周産期母子
医療センターに対する運営
支援を行い、周産期医療体
制を確保した。

総合（地域）周産期
母子医療センターを
運営する医療機関に
対し、運営費等の補
助を適切に行った。 2

引き続き、総合（地
域）周産期母子医療
センターの運営を支
援し、妊産婦が安心
して出産ができる医
療体制の確保を図
る。

川崎病院事
務局（庶務

課）
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妊産婦の様々なニー
ズに対応できるよ
う、アンケート等を
行い、業務に反映し
ていく。 病院局

川崎病院事
務局（庶務

課）

126

不妊に悩む男女
への相談支援や
治療に対する助
成を実施します。

特定不妊治療費
用一部助成
不妊・不育専門
相談センター専
門相談

・不妊・不育専門相談セン
ターにおいて不妊・不育の
専門相談を実施した。

・先進医療に位置付けられ
ている不育症検査費用の助
成事業を行った。

・不妊・不育専門相
談センターにおい
て、不妊・不育に悩
む男女に対して専門
相談を実施した。 3

令和４年度以降、特
定不妊治療は保険診
療の対象となり,令和
４年度は経過措置と
して制度移行期間の
対象者への費用補助
を実施して事業が終
了した。
今後は、不妊・不育
専門相談センターの

125

妊産婦等への心
身の健康保持に
向けた取組を実
施します。

助産外来の運営 市立川崎病院で助産外来の
内容を見直し、エコーサー
ビスなどを提供した。ま
た、無痛分娩や出生前検査
を開始した。

無痛分娩を始めたこ
とで、妊産婦の出産
方法の選択を増やす
ことができた。

2

125

妊産婦等への心
身の健康保持に
向けた取組を実
施します。

母子健康手帳の
交付、妊婦健康
診査費用の助
成、妊娠・出産
包括支援事業、
両親学級の実施

妊産婦等の健康保持に向け
て、以下について実施し
た。
・母子健康手帳の交付及び
看護職による個別相談支援
・妊婦健康診査費用の助成
・両親学級の実施
・妊娠期や出産後の家庭訪
問による相談支援の実施
・妊娠中から産後の電話相
談を受付け、支援が必要な
方へ産後ケアを実施した。

妊産婦等への心身の
健康保持に向けた各
種取組を実施した。

2

今後も引き続き妊産
婦等への心身の健康
保持に向けた取組を
継続していく。

こども未来局

こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

川崎病院事
務局（庶務

課）

施策４４　女性特有の健康課題に対する性差医療の推進

　女性特有のがん対策や女性専用外来等へのニーズを踏まえたかかりやすい病気や病態が異なることを考慮し、的確な医療を推進します。

127

女性専用外来設
置医療機関や女
性医師のいる医
療機関について
の情報提供を行
います。

医療機関検索サ
イト「かわさきの
お医者さん」によ
る女性医師がい
る医療機関の情
報提供の推進

医療機関検索サイト「かわ
さきのお医者さん」によ
り、女性医師に診てもらえ
る医療機関の情報提供を
行った。

「かわさきのお医者
さん」を円滑に運営
することにより、女
性医師に診てもらえ
る医療機関等の情報
提供を適切に行っ
た。

2

引き続き、「かわさ
きのお医者さん」に
よる医療機関情報の
提供を行う。

こども未来局

こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

126

不妊に悩む男女
への相談支援や
治療に対する助
成を実施します。

専門クリニックの
紹介

当院には不妊治療専門のス
タッフが不在なため、専門
クリニック等を紹介してい
る。

スタッフ不在のた
め、不妊外来の再開
は困難である。

2

引き続き患者のニー
ズに応えていく。

病院局

保健医療政
策部（健康
増進担当）

128

女性特有の疾患
に対する検診や
治療等を推進しま
す。

女性専用外来の
設置と運営

女性特有の疾患に着目した
専門外来である婦人科内視
鏡外来、女性健康外来及び
家族性腫瘍相談外来の診療
を予約制で行った。

一定の取組みや配慮
を行ったが、女性専
門外来を担う常勤の
女性医師の確保がで
きなかったことが課
題である。

1

引き続き、必要な女
性医師の確保に努め
ていく。

病院局
井田病院事
務局（庶務

課）

健康福祉局
保健医療政
策部（地域
医療担当）

128

女性特有の疾患
に対する検診や
治療等を推進しま
す。

子宮がん、乳が
ん及び骨粗しょう
症の検診事業実
施、子宮頸が
ん、乳がん検診
無料クーポン券
の配布

・子宮頸がん及び乳がん検
診の無料クーポン券を対象
の女性市民（約3万4千人）
へ送付した。
・子宮頸がん検診の無料
クーポン券を送付しなかっ
た一定の対象者（約8万6千
人）に対して、受診勧奨ハ
ガキを送付した。
・無料クーポン券の対象で
ない一定の年齢の男女（約
58万人）にがん検診案内の
封書を送付した。

性差に応じた子宮が
ん、乳がん及び骨粗
しょう症の検診以外
の検診については、
男女同様の対象とし
て、事業を実施し
た。
また、封書について
は特定の年齢層の男
女両方に送付した。

2

引き続き、無料クー
ポン券やハガキによ
る子宮がん及び乳が
ん検診の受診勧奨及
び、無料クーポン券
の対象でない一定の
年齢の男女に対して
は、がん検診案内封
書を送付する。 健康福祉局
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こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

130

思春期の保健向
上を目指した健全
母性育成事業を
実施します。

思春期の保健向
上を目指した健
康教育（健全母
性育成事業）の
実施

地域みまもり支援センター
において思春期保健に関わ
る個別相談を実施するとと
もに、市内の小中高校や関
係機関と連携し、思春期保
健に関わる集団健康教育を
効果的に実施した。

学校保健等と連携
し、性を中心とする
思春期教育を実施し
た。また、若年妊娠
等個別の相談に対応
した。

2

今後も学校保健等と
連携し、思春期教育
を実施する。

こども未来局

こども保健福
祉課（R5より
児童家庭支
援・虐待対
策室母子保

健担当）

施策４５　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）や健康に関する正しい知識の普及啓発の推進

　生涯を通じて心身ともに満たされ健康にいられるよう、性と生殖に関する正しい知識や、健康をおびやかす問題についての周知啓発を推進します。
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性と生殖に関する
健康（リプロダク
ティブ・ヘルス／
ライツ）について
周知啓発を行い
ます。

各区の女性健康
支援センターで
の相談支援、妊
娠・出産SOS相
談事業の推進

・各区の女性健康支援セン
ターで女性のライフサイク
ルに沿った、心や身体の健
康に関する相談（妊娠中や
出産、思春期、更年期、不
妊、不育など）を実施し
た。
・思いがけない妊娠や出産
への不安で誰にも相談でき
ず悩んでいる方への妊娠・
出産ＳＯＳ相談を実施。電
話とメールにて相談対応を
行った。

相談窓口の周知に努
めるとともに、女性
のライフサイクルに
沿った悩みや、妊
娠・出産に関する不
安を抱える方に、相
談支援を実施した。 2

次年度も引続き予期
しない妊娠に関する
電話及びメール相談
を実施する。専用の
電話回線を開設する
ため、相談窓口の周
知にも取組む。 こども未来局

健康福祉局

保健医療政
策部（感染
症対策担

当）

132

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

薬物乱用防止に
関するイベント、
防止教室等の実
施

薬物乱用防止に関するイベン
ト、薬物乱用防止教室等と実
施することにより、若年層を主
な対象として啓発を継続実施
した。
【男女平等に配慮した点】
若年層を対象とした薬物乱用
防止教室では、自分を大切に
思うこと、他人を傷つけること
のないよう呼びかけた。

全国の運動期間に合
わせ、くすりと健康フェ
ア及び各種薬物乱用
防止キャンペーンでは
川崎市薬剤師会や川
崎フロンターレ等と協
働し、様々な市民に啓
発活動を行い、薬物乱
用防止教室では若年
層へ薬の正しい使い方
を伝えた

2

神奈川県や近隣都市等
と連携を図りながら継続
的に薬物乱用防止啓発
活動を実施する。

健康福祉局

次年度も引き続き、
学習指導要領に基づ
いた、性に関する指
導の推進を図る。

教育委員会
事務局

健康教育課

132

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

青少年を対象と
したエイズを含
む性感染症につ
いての正しい知
識の普及啓発の
講演会の開催

各保健所支所において地域
の中学・高等学校等の実情
に応じたエイズ・性感染症
の予防講演会を実施した。
（受講人数：8,110人）

エイズ・性感染症を
予防するための正し
い知識を得る必要が
あることから、青少
年エイズ・性感染症
を実施した。 2

青少年に対する性感
染症予防の普及啓発
は重要な課題である
ことから、次年度も
引き続き予防講演会
の実施を推進する。
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学校教育におい
て、発達の段階に
応じた性に関する
正しい知識の習
得を推進します。

学校教育を通じ
た適切な性に関
する教育の推進

学習指導要領に基づき、性
に関する指導を推進した。

各学校に性に関する
指導に関連した資料
を提供した。

2

保健医療政
策部（医事・
薬事担当）

学習指導要領に基づき、性
に関する指導を推進した。
各学校で1回以上薬物乱用
防止教室を実施した。

薬物乱用防止教室は
各学校で１回以上の
実施をした。

2

次年度も引き続き各
学校で1回以上、薬物
乱用防止教室を実施
する。

引き続き、区役所地
域みまもり支援セン
ターにおいて精神保
健福祉に関する各種
相談業務を実施し、
市のホームページ等
で周知を図る。

健康福祉局 精神保健課133

こころと体の健康
に関する相談事
業を推進します。

区地域みまもり
支援センターに
おける精神保健
福祉に関する各
種相談事業の実
施

区役所地域みまもり支援セ
ンターにおいて精神保健福
祉に関する各種相談業務を
実施し、市のホームページ
等で周知を図った。

幅広く市民に対し、
区役所地域みまもり
支援センターにおい
て精神保健福祉に関
する各種相談を受け
た。

2

施策４６　こころと体の健康に関する相談事業の推進

133

こころと体の健康
に関する相談事
業を推進します。

女性総合相談・
男性のための電
話相談の実施

こころや体も含めた相談を
受ける女性のための総合相
談で年間2,967件、男性の
ための電話相談に年間243
件の相談があった。

相談システムを活用
して情報を一元化
し、拡大カンファレ
ンスの実施などで相
談支援の充実を図っ
ている。

2

研修やカンファレン
スの実施等により相
談の質の向上に努め
ながら実施してい
く。 市民文化局

男女共同参
画センター

教育委員会
事務局

健康教育課132

心身ともに健康に
影響を及ぼすＨＩ
Ｖや性感染症、薬
物の使用などを
防止するための
正しい知識の普
及を行います。

中学校・高等学
校における薬物
乱用防止教室の
実施
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ヒアリング結果報告書 

１ 趣旨  

   「第５期川崎市男女平等推進行動計画～かわさき☆かがやきプラン～」の目標に関連し

た市の取組の中で、喫緊の課題をテーマとして取り上げ、川崎市男女平等推進審議会に

おいてヒアリング評価を行い、更なる効果的な推進を図っていく。 

        

２ 令和６(2024)年度のテーマ 

（１）男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について 

（２）妊娠・出産などに関する健康支援について 

 

 ～テーマに関する計画の施策事業～ 

（１）男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について 

  目標Ⅲ‐基本施策９-施策３４‐事業１０２ 

「男女共同参画の視点を取り入れた地域防災体制の構築を推進します。」 

目標Ⅲ‐基本施策９-施策３４‐事業１０２ 

「地域の避難所運営等において男女双方の参加を促進し、固定的な性別役割分担意識 

にとらわれない地域防災活動を推進します。」 

 

（２）妊娠・出産などに関する健康支援について 

目標Ⅲ‐基本施策１１-施策４３‐事業１２５ 

「妊婦等への心身の健康保持に向けた取組を推進します。」 

 
３ 実施概要 

（１）実施主体  第１１期川崎市男女平等推進審議会 

（２）実施日及び内容 

令和６(2024)年４月１７日（水） 

・テーマとヒアリング対象事業等の選定 

令和６(2024)年６月１２日（水） 

・ヒアリング質問項目の検討 

令和６(2024)年７月１７日（水） 

・ヒアリング調査の実施 

・ヒアリングを踏まえた意見交換、評価の検討 
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令和６(2024)年１０月２１日（月） 

・ヒアリング結果の取りまとめ 

 

４ 結果の取扱い 

行動計画の今後の取組に適切に反映し、効果的・効率的な推進を図る。市民に対する

説明責任を果たすため、評価結果を公表し、評価の公正さと透明性を確保する。
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５ ヒアリング結果による評価と提言 

ヒアリングの調査結果を基に、審議会で意見交換を行い、テーマに係る①評価と

提言及び②ヒアリング対象事業・部署別評価を次のとおりまとめた。 

 

（１） テーマ１「男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について」 

①評価と提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震や風水害など自然災害による影響は、性別、年齢、国籍、障害などの属性によって

異なり、社会的な対応の欠如といった要因による災害時の困難を最小限にすることが重要

である。しかしながら、東日本大震災をはじめとするこれまでの災害においては、様々な

意思決定過程への女性の参画が十分に確保されず、女性と男性のニーズの違いなどが配慮

されないといったジェンダー課題が生じた。平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・

復興の各段階において、男女共同参画の視点から防災対策に取り組むことは、地域防災力

の向上に向けて不可欠である。 

 川崎市危機管理本部は、川崎市全体の危機管理に向けて、台風や地震に関する対策を担

当する部署であり、地域連携担当では、主に自主防災組織の支援、要配慮者への支援、避

難所の運営管理や強化、自主防災組織と連携した避難所運営の強化、避難所の標識の維持

管理を推進している。また、地域防災は区役所ごとに推進されており、宮前区危機管理担

当の地域防災担当では、区役所の危機管理体制の強化、区の地域防災計画に基づく取組、

また訓練担当では、自主防災組織や避難所運営会議の支援、地域や職員に対する研修など

を担当している。 

 川崎市男女平等推進審議会は、川崎市の地域防災の取組に関して、ヒアリングを通じ以

下のことを把握した。まず、防災に関する政策・方針決定過程と防災の現場における女性

の参画状況である。行政や地域の関係団体が地域の防災体制を協議する場である防災会議

について、令和５（２０２３）年度の市町村防災会議の平均女性比率は１０．８％と低く

なっており、川崎市も過去３年間で１０％以下となっている。宮前区の地域住民による避

難所運営会議の女性の割合は、令和６年１月現在３１％である。また、行政の防災担当部

署についても女性職員の割合は全国的に低く、神奈川県は９％（令和５年現在）となる中、

川崎市の危機管理本部の職員に占める女性の割合は１９％、課長級以上の職員に占める女

性の割合は９％、宮前区危機管理担当の職員に占める女性の割合は０％（令和６年現在）

にとどまっている。 

次に、多様性に配慮した地域防災の取組について、川崎市の避難所運営マニュアルでは、

高齢者、障害者、妊産婦、外国人などを要配慮者として記載しており、配慮が必要な場合

は臨機応変に対応することが示されている。特に宮前区役所では、地域の人が参画する避

難所運営会議を中心に、固定的な性別役割分担意識にとらわれない炊き出しや、多様な属

性への配慮に向けたプライベートルームの活用など、地域住民が中心となって活発な検討

が行われている。 
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こうした地域における防災対策に、川崎市男女共同参画センターは市民や職員向けの研

修で講師を務めたり、区総合防災訓練等に参加して啓発を行うことで関わっている。ただ、

男女共同参画センターが作成した男女共同参画の視点からの避難所運営マニュアルは、各

地域に配布し使用されているものの、活用状況については把握していないことを確認した。 

上記の状況を踏まえて、男女平等推進審議会は以下の三点を提言する。第一に、川崎市

が平常時から地域防災の取組において男女共同参画の視点が浸透するよう、職員や地域に

向けて研修や啓発を行っていることを評価するが、政策・方針決定過程と防災の現場にお

ける女性の参画が十分ではないことは課題である。それにより災害時に男女共同参画の視

点が発揮されず性別や年齢、障害の有無や言語の違いによって必要な支援が届かなかった

り、孤立や暴力被害などにより困難を深める恐れもある。市役所内部の危機管理担当部局

の職員や防災会議、地域の防災組織については、職務内容に男女差が無いことを踏まえ、

女性の参画に向けて課題意識をもって改善に取り組むことが必要である。関係団体への女

性委員の推薦の際に、女性の参画の重要性を説明するとともに、組織の長に女性が少ない

現状では、特定の役職を委員とする「充て職」が女性の登用に制約をもたらすことを踏ま

え、「宛て職」の必要性を検討するなど、女性の参画拡大に向けた工夫を行ってほしい。地

域防災においては、地域で実際に活動している女性が積極的に会議体の仕事を引き受けら

れるよう、誰もが参加しやすい環境を整備するとともに、防災を考える上で女性が重要な

担い手であるという意識改革を推進することが必要である。 

第二に、震災時における多様なニーズへの配慮に向けて、地域防災に関わる各種マニュ

アル等には、すでに男女共同参画の視点の必要性が記載されており、宮前区では先駆的な

取組が見られた点を評価する。ただ、実際に災害時にどの程度対応できるかは各地域や避

難所によって任されているため、避難者を支援する市職員や地域の自主防災組織が、災害

時は平常時のジェンダー課題が深刻化し、社会的に脆弱な立場の人により多くの被害や困

難がもたらされることを認識することが重要である。具体的には、災害時においては、女

性特有の悩みや個別ニーズについて声を出すことが難しくなることを踏まえ、基礎的なニ

ーズが性別、年齢、障害の有無、国籍、家族構成などによって異なることを前提に、どの

ようなニーズがあるのか、平常時から防災会議等の機会を活用して市民の実態把握を行う

ことが必要である。またその実態を踏まえて、 市の備蓄品の管理や、各種マニュアルの改

定・周知に取り組んでほしい。 

第三に、男女共同参画センターなど様々な関連機関と連携し、男女共同参画の視点から

の研修や意見交換、ワークショップを実施することも重要である。特に男女共同参画セン

ターは、川崎市地域防災計画風水害対策編において男女共同参画の視点に基づく防災活動

の拠点として位置付けられていることから、地域住民とともにセンターの専門性を生かし

ながら男女共同参画の視点に立った防災体制の確立や啓発に取り組んでほしい。 

 地域防災は市民生活に関わる重要な政策課題であり、性別や年齢、ライフスタイルなど

多様な市民や職員が地域防災に関わる体制を整備し、一人ひとりがもつ様々なニーズに対

して、災害時に可能な限り対応できるようになることは男女共同参画社会の形成、また人

権尊重の観点から重要である。男女平等推進審議会は、川崎市が地域防災を担う女性の参

画拡大や女性リーダーの育成、男女共同参画の視点からの啓発・教育を行い、災害に強い

まちづくりを推進することを期待する。 
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②ヒアリング対象事業・部署別評価 

 危機管理本部危機対策部、宮前区役所危機管理担当 

事業概要 ・川崎市危機管理本部は、川崎市全体の危機管理に向けて、台

風や地震に関する対策を担当する部署であり、地域連携担当

では、主に自主防災組織の支援、要配慮者への支援、避難所

の運営管理・運営強化、自主防災組織と連携した避難所運営

の強化、避難所の標識の維持管理を推進している。 

・宮前区危機管理担当の地域防災担当では、区役所の危機管理

体制の強化、区の地域防災計画に基づく取組、また訓練担当

では、自主防災組織や避難所運営会議の支援、地域や職員に

対する研修などを担当している。 

事業への評価 ・平常時から地域防災の取組において男女共同参画の視点が浸

透するよう、職員や地域に向けて研修や啓発を行っている。 

・地域防災に関わる各種マニュアル等には、すでに男女共同参

画の視点の必要性が記載されており、宮前区では多様なニー

ズを想定したプライベートルームの確保や多目的トイレの

設置といった先駆的な取組が推進されている。 

・地域における防災対策では、川崎市男女共同参画センターが

市民や職員向けの研修で講師を務めたり、区総合防災訓練等

に参加して啓発を行っている。 

課題 ・市役所危機管理部署、地域防災会議、避難所運営会議など、

地域防災に関わる政策・方針決定過程と防災の現場における

女性の参画が十分ではない。 

・避難者を支援する市職員や地域の自主防災組織が、災害時こ

そジェンダー課題が深刻化し、社会的に脆弱な立場の人によ

り多くの被害がもたらされることを認識し、引き続き男女共

同参画の視点からの防災対策に取り組んでいく必要がある。 

・男女共同参画センターが作成した男女共同参画の視点からの

避難所運営マニュアルは、各地域に配布し使用されているも

のの、活用状況については把握されていない。 

提言 （課題を踏まえ

た取組の提案） 

・市役所内部の危機管理担当部局の職員や防災会議、地域の防

災組織については、職務内容に男女差が無いことを踏まえ、

女性の参画に向けて課題意識をもって改善に取り組むこと

が必要である。関係団体への女性委員の推薦の際に、女性の

参画拡大に向けた工夫を行ってほしい。また地域で活動して

いる女性が積極的に会議体の仕事を引き受けられるよう環

境を整備するとともに、女性が地域防災の重要な担い手であ
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（２）テーマ「妊娠・出産などに関する健康支援について」 

  ①評価と提言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

るという意識改革を市域全体で推進することが必要である。 

・基礎的なニーズが性別、年齢、障害の有無、国籍、家族構成

等によって異なることを前提に、どのようなニーズがあるの

か、市民の実態把握を行い、それを踏まえて、市の備蓄品の

管理や、各種マニュアルの改定・周知に取り組んでほしい。 

・男女共同参画センターなど様々な関連機関と連携し、研修や

意見交換、ワークショップを実施することが重要である。特

に男女共同参画センターは、男女共同参画の視点に基づく防

災活動の拠点として、地域住民とともにセンターの専門性を

生かして男女共同参画の視点に立った防災体制を確立して

いくことが求められる。 

妊娠や出産、子育てについて、誰もが適切な知識・情報を入手し、自分の意思に基づい

て選択、決定でき、心身の健康を享受できることは、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」

（性と生殖に関する健康と権利）の観点から重要である。妊娠や出産への支援は、通常母

子健康手帳の配布から始まるが、若年女性が望まない妊娠により孤立出産に至るケースも

生じており、困難を抱えた妊産婦に対する切れ目のない支援が求められている。また、男

性の育児休業取得率の増加など、子育てに関する市民の意識も実態も変化してきている。 

川崎市では、各区役所において全ての家庭を対象に、妊娠から乳幼児健診、その後の家

庭での育児や、育児不安、虐待などの悩みや相談について、保健師や母子保健コーディネ

ーターが中心となりながら関係機関等と連携した支援を行っている。そして、区役所で母

子健康手帳を交付する際は、女性一人ひとりの状況や体調、家庭の様子、今後について面

接で把握し、家庭訪問や、医療機関と情報共有をする必要がある特定妊婦や要保護児童を

持つ家庭については、区役所地区担当の保健師から訪問や面接を行っている。また、妊娠

した母親と父親を対象に、地域の中で子育てについて学ぶ場として、両親学級を開催して

いる。各区役所では概ね平日に開催しており、土日は看護協会、助産師会に委託してオン

ラインを併用したハイブリッド形式などでも実施している。 

川崎市男女平等推進審議会はヒアリングを通じ、まず、川崎市が妊娠・出産に関する困

難を抱えた女性一人ひとりに寄り添った丁寧な支援を推進していることを把握した。こう

した中には、コロナ禍で経済的な状況が悪くなり、若い女性が自身も妊娠に気付いていた

が受診できず週数が進み、飛び込み出産になった事例や、コロナ禍以降も若年層が思いが

けない妊娠をし、親にも言えず、パートナーとともに相談に繋がる事例もある。困難の中

でも経済的な不安定さは、妊娠・出産に関して適切な医療や制度に結び付かない状況に繋

がることが多いため、母子健康手帳交付の際は妊婦健診の助成の補助券を配布するととも

に、初診料や入院費の補助も行われている。また、望まない妊娠については、妊娠・出産

ＳＯＳ相談事業で対応しており、市内ドラッグストアに相談カードを配布するなど、若年

層への周知に努めている。 
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次に、両親学級については、その内容は区ごとに異なっており、区によっては学級の時

間の半分を妊婦と父親になるパートナーに分けて実施するなど、父親に対する働きかけを

行っている。母親と一緒に産後の新生児訪問に参加する父親も増えており、夫婦で子育て

を担う家庭が多くなる中で、父親が周産期、出産直後の一番大変な時の支援者となれるよ

う、所管部署として啓発等を行っていることが把握された。啓発や教育に関しては、この

ほか若年層に対しても思春期教育や衛生教育を通じて、性教育や自分もパートナーも大切

にする教育などを年齢に応じて行っている。 

こうした事業の展開に対し、男女平等推進審議会は以下の二点を提言する。第一に、妊

産婦等への支援について、様々な制度が整備され、住民に身近な市町村として相談者に寄

り添った支援に取り組んでいることを評価する。しかしながら、川崎市において全ての女

性が安全かつ安心な環境下で妊娠、出産が経験できるためには、支援情報が届かない方や

支援をためらう方など、支援にたどり着かない方へのアプローチが大きな課題である。妊

娠・出産ＳＯＳ相談窓口については、コンビニエンスストアや病院など周知する場を開拓

するとともに、ＳＮＳを通じた発信も行うなど、若年層を中心に多様な方に届くように工

夫してほしい。また情報発信だけではなく、避妊薬やアフターピルの処方などの資源への

アクセスがスムーズになることも重要である。さらに、困難を抱えた女性や家庭の中には、

障害や外国籍である等の理由から問題が複合化することもあるため、支援者の多様性に配

慮した継続的な支援が行えるよう、支援者の専門性の確保や多様な機関との連携も求めら

れている。 
第二に、両親学級については、父親の育児参加に向けて、働きかけを行っていることを

評価する。ただ、現状、チラシなどの広報物では女性のイラストが多く、資料やアンケー

ト等の内容についても、子育てを行うのは女性だというニュアンスが依然として含まれて

おり、実態に即していないことが懸念される。母子保健については女性に特化した専門分

野となりやすいが、市民の意識が変わっている状況を踏まえて、男性も母親の「支援者」

に留まらず、主体的に子育てに参画する当事者意識が持てるよう、男性への積極的な働き

かけを推進する必要がある。また、ひとり親家庭の人や、家庭という閉じられた空間で暴

力を受ける人もいるため、様々な家庭が地域の中で、周囲の助けを借りながら子育てが行

えるようになる視点を講座に盛り込むことも重要である。 

川崎市では令和５年２月から、経済的支援が一体となった伴走型相談支援事業を実施し

ており、今後も困難を抱えている女性に対する切れ目のない妊娠・出産支援、また男女共

同参画の視点からの子育て支援は重要なテーマである。男女平等推進審議会は、川崎市が

社会状況の変化に対応しながら、全ての女性や家庭が妊娠、出産、子育てで孤立すること

がないよう、取組を進めていくことを期待する。 
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②ヒアリング対象事業・部署別評価 

 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 

事業概要 ・各区役所では全ての家庭を対象に、妊娠から乳幼児健診、家

庭での育児や、育児不安、虐待などの悩みや相談について、

保健師や母子保健コーディネーターが中心となりながら関

係機関等と連携した支援を行っている。 

・妊娠した母親と父親を対象に、地域の中で子育てについて学

ぶ場として、両親学級を開催している。各区役所では概ね平

日に開催しており、土日は看護協会、助産師会に委託してオ

ンラインを併用したハイブリッド形式等でも実施している。 

事業への評価 ・妊産婦等への支援について、様々な制度が整備され、市町村

として相談者に寄り添った支援に取り組んでいる。 

・父親の育児参加に向けて、両親学級等を通じた働きかけを行

っている。 

課題 ・妊娠、出産への支援に関しては、支援情報が届かない方や支

援をためらう方もおり、支援にたどり着かない人へのアプロ

ーチが大きな課題である。 

・両親学級に関しては、チラシなどの広報物において女性のイ

ラストが多く、資料やアンケート等の内容についても、子育

てを行うのは女性だというニュアンスが依然として含まれ

ており、市民意識の変化や子育ての実態に即していない。 

提言 （課題を踏まえ

た取組の提案） 

・支援にたどり着かない人が適切な支援に繋がるよう、望まな

い妊娠や出産への不安に対応する相談窓口については、コン

ビニエンスストアや病院など周知の場を開拓するとともに、

ＳＮＳを通じた発信も行うなど、若年層を中心に多様な方に

届くように工夫してほしい。また情報発信だけではなく、避

妊薬やアフターピルの処方などの資源へのアクセスがスム

ーズになることも重要である。さらに、困難を抱えた母子に

対して継続的な支援が行えるよう、支援者の専門性の確保や

多様な機関との連携も求められている。 
・両親学級については、市民の意識が変わっている状況を踏ま

えて、男性も子育てへの当事者意識が持てるよう、男性の主

体的な子育て参画を意識した取組を推進する必要がある。ま

た、ひとり親家庭や、家庭という閉じられた空間で暴力など

の困難を抱える人もいるため、様々な家庭が地域の中で、周

囲の助けを借りながら子育てが行えるようになる視点を講

座に盛り込むことも重要である。 
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６ ヒアリング結果概要 

 （１）テーマ１「男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について」 

 

〇事前質問 

 １．危機管理本部における男女共同参画の視点からの地域防災の推進状況 

①過去３年間の危機管理本部における女性職員及び女性管理職の割合（各年４月１日現 

在） 

 職員に占める女性の割合 

〔令和４（2022）年度〕１４％（職員数 ２８人 うち女性 ４人） 

〔令和５（2023）年度〕１１％（職員数 ２７人 うち女性 ３人） 

〔令和６（2024）年度〕１９％（職員数 ２６人 うち女性 ５人） 

 

 課長級以上の職員に占める女性の割合 

〔令和４（2022）年度〕  ０％（職員数 １２人 うち女性 ０人） 

〔令和５（2023）年度〕  ０％（職員数 １２人 うち女性 ０人） 

〔令和６（2024）年度〕    ９％（職員数 １１人 うち女性 １人） 

 

②過去３年間の防災会議における女性委員の割合（各年４月１日現在） 

 

〔令和４（2022）年度〕    ８％（委員数 ６５人 うち女性 ５人） 

〔令和５（2023）年度〕    ８％（委員数 ６５人 うち女性 ５人） 

〔令和６（2024）年度〕    ６％（委員数 ６５人 うち女性 ４人） 

 

 ③防災会議に女性委員を増やすために実施している取組 

・毎年度当初に各団体等へ通知している、委員・幹事確認の依頼文に「女性委員の推薦 

への配慮」について記載をしている。 

 

 ④物資の備蓄にあたり、男女共同参画の視点に配慮するために実施した取組 

・プライバシー確保のための「プライベートルーム」を各分散備蓄倉庫へ配備 

 

 ⑤常備備蓄の中で、女性や妊産婦、外国人、介護を受けている方、障害を持つ方など特

別なニーズが必要な人のために備蓄している物資 

87



 
 

 ・女性用品⇒生理用品 

 ・妊産婦用品⇒簡易ベッド、クイックナップ（エアマット）、プライベートルーム 

 ・乳幼児用品⇒液体ミルク（アレルギー対応）、紙おむつ、哺乳瓶・乳首 

 ・介護用品⇒車椅子、クイックナップ（エアマット）、簡易ベッド、紙おむつ 

 ・外国人用品⇒ハラール認証食料、外国人対応の各種様式（多言語シート）  

 ・その他⇒筆談ボード、感染症対策用品 

 

 ⑥「男女共同参画の視点からの防災」をテーマにした研修や啓発の実施状況（過去３年

間） 

・令和５（2023）年度 

 ⇒「女性の視点から地域防災を考える」をテーマに防災出前講座を実施 

・令和６（2024）年度（予定） 

⇒「男女共同参画の視点からの防災」をテーマに、職員向け防災力向上研修を実施 

 

 

２．宮前区役所における男女共同参画の視点からの地域防災の推進状況 

①過去３年間の危機管理担当における女性職員の割合（各年４月１日現在） 

〔令和４（2022）年度〕 ０％（職員数 ７人 うち女性 ０人） 

〔令和５（2023）年度〕 ０％（職員数 ７人 うち女性 ０人） 

〔令和６（2024）年度〕 ０％（職員数 ７人 うち女性 ０人） 

 

②避難所運営会議における女性委員の割合（令和６年１月現在） 

３１％（委員数 ５４６人 うち女性 １６９人） 

 

 ③避難所運営マニュアルにおける男女共同参画の視点からの取組 

 ・市が作成している避難所運営マニュアルは、要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児、妊

産婦、外国人など）への対応や男女双方の視点に言及しており、宮前区においても、こ

れに基づいて取組を進めている。避難所運営会議においても、男女の隔てなく、意見交

換やルール作り、避難所開設訓練等に取り組んでいる。 

 

 ④男女共同参画の視点を盛り込んだ防災訓練などの啓発の実施状況（過去３年間） 

令和４（2022）年度 

・区総合防災訓練における男女共同参画センターのブース出展 
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  （第１回:令和４年９月４日 犬蔵中学校、第２回:令和５年２月１２日 有馬小学校） 

・区防災フェアにおける男女共同参画センターのブース出展 

 （令和４年１２月４日 野川第３公園） 

 ・女性向け防災講座（宮前区自主防災組織連絡協議会主催） 

男女共同参画センターとの連携による女性向けの講座。避難所の経験が豊富な防災

士の女性を招き、避難所の実態等を学ぶとともに、女性の視点での避難所運営ゲー

（HUG）を体験した。 

（令和４年１１月２０日 参加者:一般女性 ２６人、区自主防役員 女性２名,男性６名） 

令和５（2023）年度 

・区総合防災訓練における男女共同参画センターのブース出展 

 （第１回:令和５年１１月２６日 菅生小学校、第２回:令和６年２月１１日 野川中学校） 

 ・区防災フェアにおける男女共同参画センターのブース出展 

 （令和５年９月２３日 宮崎第４公園） 

 ・女性向け防災講座（宮前区自主防災組織連絡協議会主催） 

男女共同参画センターとの連携による女性向けの講座。男女共同参画センター職員

により、避難所における女性特有の問題等を学ぶとともに、防災カードを使ったワー

クショップを行った。 

（令和５年１１月５日 参加者:一般女性 ２４人、区自主防役員 女性２名、男性５名） 

令和６（2024）年度（予定） 

・区総合防災訓練における男女共同参画センターのブース出展 

・区防災フェアにおける男女共同参画センターのブース出展 

・区合同避難所運営会議における男女共同参画センターによる講義 

・女性向け防災講座（宮前区自主防災組織連絡協議会主催） 

 

 

〇当日質問 

１．危機管理本部および区役所における地域防災の取組について 

①危機管理本部（部署の担当事務） 

危機管理本部とは、名前のとおり川崎市の危機管理を対応しており、台風や地震に関 

する対策を担当している。危機管理本部の下に部が２つあり、地域連携担当では、主に

自主防災組織の支援、要配慮者への支援、避難所の運営管理、避難所の運営強化、自主

防災組織と連携した避難所運営の強化、避難所の標識の維持管理、最近はペットの同行

避難などの業務を担当している。 
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②宮前区役所 

宮前区の危機管理担当では、係相当の担当が３つあり、うち一つが地域防災担当で、 

区役所の危機管理体制の強化、区の地域防災計画に基づく取組を担当している。また訓

練担当では、自主防災組織や避難所運営会議の支援、地域や職員に対する研修などを担

当しており、区役所では地域防災担当と訓練担当が連携しながら区の地域防災の取組を

推進している。宮前区の特徴としては、市の北西部に位置し、多摩丘陵の一画にある。

このため、土砂災害警戒区域が約１６０か所あり、７区の中で３番目に多くなっている。

一方で、大規模河川には面していないため、令和元年東日本台風における避難者数は市

内で最も少なかった。また、昼夜間人口比率が低く昼間の人口が少なく、区内に主要駅

がないことから、市で想定する帰宅困難者数についても、７区で一番少ない値となる。

人口が約２３万５，０００人で、平均年齢は現在４５．３歳、性比は９３．６となって

いる。 

 

 

２．男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について 

①危機管理本部 

・課長級以上の職員について、現状１名の女性課長がいるが、どの業務を担当している

のか。また、防災会議における女性の割合は１０％以下の状況が続いており、推薦への

配慮などをしているかと思うが、こうした委員は往々にして宛て職であることも多い。

防災会議で女性の参画が進まない要因や今後検討している取組は何か。 

 今年度配置している女性の課長級職員は災害システム担当であり、たとえば、防災無

線や、市民の方に向けた防災のアプリ、総合防災情報システムなど、災害時に市で使用

するシステムを担当している。防災会議の女性の割合について、推薦依頼の際に配慮を

働きかけているが、各団体に充て職などの事情もあり、御指摘いただいたように、女性

委員が増加する方法を検討しなくてはいけないと思っている。 

・防災会議における女性の割合を高めるために、他の自治体では、たとえば団体推薦で

管理職の縛りを外すような取組をしているが、今後取り組む可能性はあるか。 

防災会議の推薦は企画担当という部署で行っており、管理職縛りの状況などは把握し

ていないが、危機管理本部としても、女性の割合を向上させなくてはいけないという認

識はあり、御提案いただいた取組は所管部署内で共有する。 

・防災会議や職員の構成について、性別だけではなく、年代のバランスやライフスタイ

ルの違い、多様性なども配慮が必要である。 

御指摘の点は、配慮すべき点だと理解したので所管部署内で共有する。 
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・危機管理本部の職員数に占める女性の割合も少なくなっているが、この要因は何かあ

るか。例えば、担当業務の性質で男女の配置に差が出るような要因があるのか。関連性

がないのであれば、女性の割合がなぜ低いのか、分析しているか。 

業務内容に特に男女差がないと思うが、配置に男女差が出ている理由に関して、組織

でおそらく分析まではされていないかと思う。基本的に防災の部署は、男女ともにあま

り希望者が少ない状況が見られている。業務として非常時などでの対応が必要なため、

積極的に希望する方はあまりいないことが、職員の配置に関連しているかもしれない。 

・危機管理本部の職員における男女比に関して、男女共同参画の視点から研修や実習を

しているか。 

男女共同参画の視点からの研修をここ２年は毎年実施している。危機管理本部の人材

育成計画の中に災害対応力に向けた職員の研修があり、今年も男女共同参画センターに

御協力いただき、男女共同参画の視点を踏まえた避難所運営に関する研修を行った。 

・危機管理本部として、各地域の防災グッズなどの備蓄状況をどこまで見込んで把握し

ているか。特に集合住宅であれば、マンションの組合として管理費から備蓄している組

合もあれば、居住者に任されている組合もあると思うが、災害時に、高齢者をはじめ要

支援者の方が、防災グッズを備蓄していないことが事前に分かっているのであれば、事

前にフォローする、災害時に優先して確認するなどは可能か。 

市内の備蓄状況は、市民アンケートを実施して把握しているが、結果は十分な備蓄状

況とは言い難いところだった。ただ、備蓄は基本的に食料品と水などの必需品を調査し

ており、その他のものについては把握できていない。備蓄については啓発も行っており、

備蓄品も以前は食料や飲料が多かったが、現在は強固な建物も多く、市としても在宅避

難を薦めている。日常生活で普段使っているものを災害時にも使える「フェーズフリー」

の啓発をしている。ただ、建物が被害を受けて避難所に来る場合、防犯ブザーやホイッ

スルなど避難所生活において必要な物資も持参いただけるよう、今後啓発を進めていき

たいと思っている。 

・備蓄に関して各地域の自治会といったところとの連携はあるか。市として７区の各地

域の状況を把握するのは難しく、自治会の会長から周知することや回覧板を使用しなけ

れば、隅々まで把握できないのではないか。 

備蓄量の把握について、市で現状取り組んでいるのは、備蓄することそのものの啓発

であって、どのくらい備蓄しているかは市民アンケートで一部把握しているものに留ま

っており、詳細は把握していない状況がある。市としての啓発が市民にどれほど届き、

実際の備蓄がどこまでできているか、啓発だけではなく現状が把握できるように、いた

だいた御意見を参考にしていきたい。 
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・備蓄について量は当事者のニーズに基づいているのか。またどのような算出方法や指

標などで決めているのか 

ニーズとして把握してそろえているわけではなく、市としては食料品と、飲物、生理

用品、ミルク、哺乳瓶、紙おむつなどを用意している。基本的には市民に備蓄いただく

ことを前提としており、建物が全焼や全壊して持ち出せない方の概ね３日分を用意して

いる。ニーズに関しては、能登震災の支援に行った際に、初期のころはまずは命をつな

ぐために食料品が一方的に送られ、長期化するにつれて髪ゴムなどの個々のニーズが生

じ、希望したものが送られてくるように全国的な形でシステム化されている。希望した

ものがすぐに送られるわけではないが、ニーズに応じて対応できるようにはなっている。 

・生理用品やミルクなど、自分が必ずしも使用しないが人によっては必須となる備品に

関して、適量が備蓄されていると言えるか。 

計算上は男女比なども計算して備蓄している。 

・避難所運営に関して、能登震災への救助で得た反省点や課題などはあるか。また台湾

の地震の際はいち早く避難所が整備され、プライバシーが保護されていた。その点、川

崎市はどの程度行えるか。 

能登震災に関して本市は避難所の運営支援を、輪島市よりももっと能登半島に近い地

域で行った。作業内容は、支援物資の整理が大半で、避難所の運営自体は地域の方が主

となっていた。このため、男女共同参画の視点などについて不明な部分も多いが、トイ

レなどはとてもきれいで、地域コミュニティがしっかりしているという印象を受けた。

地域的に男女の性別役割分担などが行われていた可能性もあるが、その辺りまでは確認

できていない。ただ、御夫婦が避難所のリーダーをされており、夫婦ともに避難所運営

では中心的な役割を担っていた。台湾地震について、体育館に個室が配置された映像を

見たが、川崎市として同様のものは準備できていない状況である。プライバシーの確保

に関して、各避難所にプライバシーテントが２基ぐらいあり、あとは段ボールのパーテ

ーションについては、災害発生後に協定先の段ボール工場で作成してもらい届けてもら

うことになっている。間仕切りのような大きいものを保管する場所の確保も課題である。

能登半島など人口が少ない地域では、救助側の支援人数のほうが多く、支援が行き届い

ている印象を受けたが、逆に川崎市で震災があった場合、支援を必要とする人数が多く

なるので、どこまで様々な支援ができるのか、今回の能登震災で感じた点であった。こ

のため一つの自治体で多様な備蓄を用意することは難しい面があり、複数の自治体、あ

る程度距離が離れた自治体で共有することも必要ではないかと感じている。 

・多言語対応に関して、緊急時は外国の方は特にどこに連絡するかわからないことも多

いと思うが、デジタル対応など課題をすでに整理していれば教えていただきたい。 
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多言語対応について、例えば災害時の受付の名簿などは多言語対応で用意しているが、

実際に困りごとがある際に会話ができるかという点では、整備には課題があると感じて

いる。 

・以前、川崎市男女共同参画センターで作成した男女共同参画の視点で作る避難所運営

ガイドを配布していたが、地域でどのように活用しているか。 

男女共同参画センターが作成したマニュアルについて、区にも確認したところ、作成

時に避難所運営会議で配布したが、その後どう活用されているかはわからないというこ

とだった。危機管理本部の避難所運営マニュアルは、男女共同参画の視点や要配慮者へ

の支援などは軽微な記載となっているため、今年度、男女共同参画センターにも御協力

いただきもう少しわかりやすくする予定である。たとえば、仮設トイレで男性用、女性

用の張り紙だけ掲示されることが多いが、誰でも使用できるトイレであることを示すこ

とや、能登震災の際は、内閣府が作成した避難所での女性への暴力を防止する注意喚起

のポスターが使用されており、そうしたものをあらかじめ用意できるものの中に入れて

おくなど検討している。 

・全体として、障害者、高齢者、乳幼児に対する配慮はマニュアルなどにも書かれてい

るが、小学校低学年など、まだ親がいないと何もできないような子どもを持つ親に対す

る配慮などは何か想定しているか。 

要配慮者として多様な方を挙げているが、１小学校低学年は含まれていない。ただ、

実際に避難所を運営していく中で配慮が必要になった場合は、それぞれ対応することは

マニュアルに書かれており、災害時は臨機応変に対応することが重要なため、そうした

点を浸透させていくことが必要だと考えている。 

 

②宮前区役所 

・現状、女性職員はゼロ人が続いているが、この状況をどのように認識し、改善を検討

されているか。また避難所運営会議は女性の割合が３割を超えているが、こちらは問題

ないと考えているのか。 

女性職員がゼロ名となっている状況について女性の視点は重要であると考えており、

宮前区以外の区では危機管理担当にも女性職員が少しずつ配置され始めている。宮前区

でも地域安全担当に非常勤の女性職員がおり、そうした方のアドバイスなども踏まえな

がら、女性の視点を重視していきたい。避難所運営会議の女性比率についてはこれで十

分だとは認識しておらず、今後も女性の方に活躍していただきたい。地域の方から手を

挙げていただいている側面もあるため、市として積極的に女性を登用することは難しい

面はあるが、避難所運営会議に長く関わる女性もおり、そうした方と連携していきたい
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と考えている。 

・男女共同参画の視点として、過去の震災から、女性の視点や問題を重視、尊重するこ

とが全国的に不十分だったことも分かっている。さらに言語の問題など多様性の配慮も

重要になっており、宮前区として、今後の方向性を伺いたい。 

区としても、避難所運営会議や防災講座で、男女別に役割を固定せず、非常時はその

場にいる人間でベストを尽くすと認識したほうがよいことを伝えている。避難所開設訓

練などで、仮設トイレの組立や物資の運搬など腕力が必要な業務は、ある程度男性が中

心になっているケースがあるが、女性も組立などに参加いただいている。また昨年２回

炊き出し訓練を行ったが、一つは男女ともに参加し、もう一つは自治会の婦人会が中心

となっていた。区としては、性別による役割分担にこだわらないようにと伝えていくが、

一方で、うまく分担できている点は引き続き対応いただければと思っている。なお、宮

前区には区の自主防災組織として７８の団体があるが、その中から選任された役員が中

心となって独自の取組を進めており、例年、女性を対象に避難所運営に関する話や災害

地で活動した女性のお話を伺う機会などを作っている。女性向けの講座ではあるが役員

の男性も参加している。 

 多様な属性への配慮という点では、避難所開設に当たって、学校側には毎年、風水害

の一時避難が前提となるが、体育館に加えて多目的室など一部の教室も利用できるエリ

アとして特定してもらっている。配慮が必要な方は、こうした個室を案内するか、プラ

イベートテントを活用していくか、避難所運営会議でも議論になっている。例えば、授

乳室や女性用更衣室に関して、教室では完全にプライバシーが確保できるとは限らない

ので、外からアクセスできないような場所を使用することや、体育館しか使用できない

場合は体育館にテントを設置することが議論されている。具体的な変化として、避難所

運営会議では以前、トイレは男女別に分けることが前提だったが、最近は介助の必要が

ある方や子ども連れの親が使えるよう多目的トイレを設置する、校舎の２階部分や別棟

を女性等の専用スペースにする、新設の校舎はバリアフリー対応ができているので配慮

が必要な方に御案内するという対応を検討している。洗濯スペースの使用を曜日ごとに

男女別で分けたり、物資配布の時は男女別に場所を設け、渡す人も同性にしたりすると

いったところまで議論が進んでいる。外国人については、受付で多言語対応の様式を整

えているが、避難所運営のシュミレーションゲームをすると、避難所で外国語が話せる

方を募る、国際交流センターに災害時の多言語対応ボランティアがいるので、そうした

方に応援をお願いするなどの話も出ている。多言語対応に関して、宮前区では総合防災

訓練を年に２回実施するが、受付やトイレなどコアな案内表示はルビや英語を併記した

り、ピクトグラムを活用したりするとともに、宮前区のまちづくり協議会の外国人をサ
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ポートする部会に情報提供し、外国人住民に見学に来ていただく等の取組を行っている。 

・避難所の多様な状況に配慮するうえで、課題としてどのようなことを把握しているか。

男女共同参画の視点からの避難所運営マニュアルに関して、宮前区はどのように活用し

ているか。 

多様な配慮が必要な当事者の声は十分に把握できていない。避難所運営会議でも様々

な議論がなされているが、車いすの方にどのような動線で対応できるか、外国人につい

ては能登震災の際、避難所の配布物をもらっていいか誰も説明せずわからなかったとい

う問題も聞いている。ぜひ配慮が必要な方に会議や訓練に参加いただき、御意見いただ

きたいと考えている。マニュアルに関しては、男女共同参画センターと連携して講座等

を行う際に配布や説明をしている。そのほか、大きな会議体がある際に、自由に持って

帰れる啓発資料の一部として配布している。 

・避難所運営会議について、年齢層の高い女性だと参加できない側面があるのではない

か。啓発の際に、小学生のいる母親を取り込むなど、自治会参加者が増えていく取組も

しているか。 

避難所運営会議にはＰＴＡの方も参加され、その中には若い方も多くおり、ＰＴＡ卒

業後も避難所運営会議に長くかかわってくださる方もいる。ただ、男女共同参画の課題

とも重なるが、委員長などに就任いただく女性はまだ少ない状況があり、町内会の役職

に就いている方が委員長にも就く傾向があるので、女性が少なくなる理由の一つになっ

ている。また実際に関わる女性に聞くと、現在のポジションだから関わっており、代表

になるのはハードルが上がると考える方もいた。 

・避難所運営における暴力の防止対策と実際に生じた際の対応、ＤＶがある家族や避難

者への対応や、男女共同参画の視点からの配慮を行う上で考えられる課題はあるか。 

避難所の暴力防止に関して、先ほどポスターなどを用意する話をしたが、実際に起き

た際の対応については明確な答えは出ていないことを、ヒアリングを通じて認識した。

ＤＶについても、受付の名簿の安否確認などで情報が漏れないように対応することにな

っているが、震災時にどこまで配慮できるか懸念もあり、この点も日ごろからの意識が

重要だと感じている。避難所運営会議や避難所訓練の際に、そうした知識がある程度あ

れば震災時も対応できると思うので、より多くの人に浸透していくよう、部署間や事業

間でも協力しながら取り組んでいく必要がある。 

 

３．男女共同参画の視点に立った地域防災の推進に向けた今後の方向性 

①危機管理本部 

男女共同参画の視点について、最近は防災全体が普段から使用するものを災害時にも
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使用するフェーズフリーが重視されており、男女共同参画も日ごろから意識を持っても

らえるよう啓発をしているが、イベントなども防災を切り口とすると人が集まりにくい

状況がある。地域の皆さんが集まっているところに、市側が出前講座を行うなども取り

組んでいるが、すでに防災意識がある方からお声がけいただいている。動画を作って

YouTube に上げてもアクセス数が上がらないなどの課題もあり、何かしら人が集まる機会

に、市から積極的に売り込みにいかなくてはいけないと感じている。地域連携担当とい

う部署として、多様な地域の方と関わるが、能登半島震災などでも地域のコミュニティ

力が強い地域で防災力も発揮しており、地域での話し合いの中に防災の話もしてもらい、

その中に男女共同参画の視点も入れていければよいと考えている。 

②宮前区役所 

今後の方向性として女性の参画は非常に重要であり、女性が入る必要性を地域の方に

認識してもらえるよう、防災講座の場や防災フェアなどのイベントで、男女共同参画セ

ンターと協力しながら啓発を進めていきたい。加えて、男女共同参画の視点は避難所運

営会議でも地域の方により議論されているが、避難所に派遣する予定の職員に対しても、

男女共同参画の視点での避難所運営の周知を図っていきたい。 

 

 （２）テーマ２「妊娠・出産などに関する健康支援について」 

 〇事前質問 

１．妊産婦等への心身の健康保持に向けた取組の実施状況 

①母子健康手帳の交付及び看護職による個別相談支援 
・妊娠届け出数 

〔令和４（2022）年度〕  １２，９３１件 
〔令和５（2023）年度〕  １３，１４９件 
 
・個別相談における主な相談内容や相談者の傾向 

実家の支援を受けられない方も多く、産後に受けられるサービスの相談は多く寄せら

れている。また、保育所の入り方等の質問も多い。妊娠中や出産後の育児の心配や不安

などの相談もある。 

 

②両親学級の実施状況（開催数、参加人数、開催時間帯、開催場所及び形式 
・各区役所 
 参加者数総計：３，８０９人（内訳：妊婦２，０１２人 パートナー１，７９７人） 
・看護協会と助産師会 
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 看護協会：月 1 回土曜日（年１０回）ハイブリット方式 
      参加者総数：２，００４人 
 助産師会：月 1 回日曜日 対面又はオンライン 
      参加者総数：６６７人 
・男性参加者の主な様子（アンケート結果から） 
 まだぼんやりしている赤ちゃんについてイメージを持つことができた。 
 夫婦で参加できることがとても重要 
 パートナーの役割についてももう少し具体的に聞きたい 
 

 ③妊娠・出産ＳＯＳ相談事業 
 ・相談件数 
  令和５年度１５９件（電話５９件 メール１００件） 
 ・相談者の年齢 
  １０代が５２％、２０代２２％、３０代１０％ ４０代以上２％ 
  男性の相談３０％ 女性の相談７０％  

・主な相談内容 
  妊娠したかもしれない、避妊に失敗したかもしれないが最も多い 
  出産に対する不安の相談もある 
 
 ④妊娠期や出産後の家庭訪問による相談支援の実施 

・乳児家庭全戸訪問 令和５年度実績： １１，２０３件（訪問率９９．２％） 

                   新生児訪問９，４０４件  

                   こんにちは赤ちゃん訪問 ９２２件 

・相談における主な相談内容や相談者の傾向 

 赤ちゃんの体重の増えや哺乳力の相談、育児の相談 

 母親のメンタルヘルスの相談 

 最近は育児休暇を取得している父親が同席していることが目立っている 

 

⑤母子保健コーディネーターの配置数 
〔令和６（2024）年度〕 １７人（うち女性  １７人） 

  

 〇当日質問 

１．妊産婦等への心身の健康保持に向けた取組について 
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①事業の概要（事業の目的、妊娠から出産までの支援の流れ（区役所等における母子手

帳交付から出産・子育てにおける関与、母子保健コーディネーターと保健師の役割分担、

区役所と関係部署との連携）） 
  こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当については、妊娠から乳幼児健

診、その後の家庭での育児や、育児不安、虐待など、特定妊婦や要保護児童、要支援児

童などを持つ家庭に対して、関係機関等と連携しながら育児をサポートしていくことが

主な業務となっている。妊娠といっても、様々な妊婦の状況があり、学生の時から健全

な母性の育成の支援もしている。全乳幼児家庭を対象にしたポピュレーションアプロー

チ以外にも、未熟児や小児慢性特定疾病のような継続した医療が必要になる子どもの医

療費の助成など、支援が必要な方々に対して特化して支援を継続する事業も行っている。

なお、支援の実態としては、当課の職員が業務をしているわけではなく、各区役所に地

域みまもり支援センターという保健所機能と福祉事務所機能が合体したセンターがあり、

そこで看護職、主に保健師又は助産師等が、ほかの職種と連携しながら地域の子育て家

庭の方々に直接支援している。 
母子健康手帳に関しては、妊婦が産婦人科で妊婦判定を受けた後、妊娠届出を区役所

の地域みまもり支援センターで行うことになる。母子保健コーディネーターは、その中

で妊婦一人ひとりの状況や体調、家庭の様子、今後について面接で話しながら、家庭訪

問や、医療機関と情報共有をする必要がある方については、区役所の地域みまもり支援

センターの中に地区の担当保健師とすぐに引き合わせて訪問や面接を説明するなど、支

援が必要な方には母子保健コーディネーターのほうから繋がっていく。妊婦には、面接

のときに妊婦健診の助成の補助券を渡し、補助券を使いながら、なるべく健診を適切に

受け、母体の安全、胎児の健やかな成長を果たしていただくように伝えている。 
  両親学級は区役所、看護協会、助産師会に委託しており、病院でもそうしたクラスは

あるが、地域の中で顔が繋がりながら、子育てに関して学ぶ場を提供している。 
出産後は出生届と同時に出生連絡票が出されるので、乳幼児全戸家庭訪問事業のほう

に繋がる形となっている。医療機関の産後健診は母親を診察し、１か月児健診、３、４

か月児健診などはこどもの成長発達を見る健診であるが、こどものみならず母親やその

家族の育児状況等も話を聞きながら必要な支援を行っている。幼児期に入ると、１歳６

か月児健診や３歳児健診など法定で決められた健診があり、発達や食事などの困りごと

の相談に対応しながら、地域の中の子育て支援機関、保育園、幼稚園等と連携しながら

家族を支えていくという流れになっている。 
 

②事業の中で繋がる女性の状況と「切れ目のない」支援に向けた具体的な相談事例・傾
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向について 
 ・若年層が中心になると思うが、なかなか相談に繋がらない、母子手帳も交付されてい

ない、病院にも行っていないという事例はあるか。また相談の傾向などはあるか。 

一例となるが、コロナ禍で経済的な状況が悪くなり、若い女性でアルバイトも失業し、

御自身も妊娠に気付いていたが受診できず週数が進み、産まれる寸前に救急車を呼び、

そのまま飛び込み出産した方がいた。あとは、父親が誰かわからず育てられないので、

里親に預けたいという相談があり、関係するＮＰＯに繋がりつつ、区役所にも連絡が来

たことがあった。また、特にコロナでなくとも、若年層が避妊具なしに性交渉する中で、

思いがけない妊娠をし、親にも言えず、パートナーと相談に繋がることもある。経済的

な部分の不安定さが、妊娠・出産に関して安全な経路をたどれないことが多いことを、

現場では感じている。 
 ・困難を抱える方に対して、相談窓口の周知や支援内容の情報提供など、どのような取

組が考えられるか。また防止に向けた学校教育などは行っているか 
まず妊娠の診断を受ける初診料が払えないケースもあるので、初診料の補助を開始し

た。初診で妊娠判定を受ければ、母子健康手帳の交付と同時に、健診の補助券を交付す

ることができる。あとは、区役所の保健師が、病院への同行支援を行うほか、出産費が

支払えない方に入院助産といった費用援助の制度もある。その他、生活保護などの経済

的支援、学校現場では養護教諭や保健の授業の中で、性教育や自分もパートナーも大切

にする教育などを年齢に応じて行っている。 
・支援に繋がらない方に対して、これから検討している施策はあるか。 

支援に繋がらない方にどういった情報を届けるべきかについて、母子保健担当としても

大きな課題だと認識している。まず、相談しやすい場があることの広報として、妊娠・

出産ＳＯＳ事業を平成２７年から実施しており、最近はメール相談も開始し、飛躍的に

伸びてきている。具体的な内訳を見ると、１０代からの相談が圧倒的に多く、男性から

の相談も約３０％を占める。相談内容としては、生理が来ない、彼女が妊娠したかもし

れない、避妊に失敗したといったものが、特に１０代から多い。相談では、匿名性を大

事にしており、相談のやり取りをしながら、相談先を紹介し、居住地などを慎重に聞き

出しながら、次の相談先に繋げている。その中で、妊娠や受診に困っている場合、区役

所の相談窓口に紹介しながら、妊娠判定薬も区に常備しているので、そうしたもので検

査し、お金がなければ初回受診料の補助制度を使って受診を促すなど、少しずつその後

のステップアップを考えていくようにしている。妊娠・出産ＳＯＳ事業については、広

く周知し、独りで悩まれる方が相談に繋がるよう、市内のドラッグストアに相談カード

を配架するとともに、二十歳を祝う会の時に、広報誌の中で案内している。また市内中
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高生への衛生教育の際も周知している。あとは例年、１月から２月限定だが、ＪＲ等の

協力を得て、川崎市内の駅構内の電子広告に妊娠・出産ＳＯＳの広告を掲示するなど、

周知に御協力いただいている。相談に繋がらない人に対してどのように支援を届けてい

くかについては、様々な団体の意見も聞きながら構築していくことになる。 
・ドラッグストアに妊娠・出産ＳＯＳのカードを配置するのは、非常に良い取組だが、

それは川崎市内のドラッグストアにどこでも置いてあるのか。それとも一部店舗なのか。 

現状では配架に御協力いただける店舗のみとなっており、今後、広報という面で開拓

してく必要があると考えている。 
・薬局以外にもコンビニエンスストアや病院などでも周知できるのではないか。他の地

域では、アフターピルをすぐに使用できるようにするといった取組をしているが、川崎

市は今後、どのような点に力を入れて取り組んでいくのか。 

協力いただいている薬局や薬剤師などと連携してきたが、さらに開拓してよりカード

が目に付くように進めていきたい。現在は、妊娠検査薬を置いている近くにカードを配

置いただいているが、若者が良く出入りするような場所を開拓する必要があり、コンビ

ニも徒歩圏にある貴重なコミュニティスペースだと認識している。アフターピルについ

ては薬剤師会とも相談していければと考えている。 
・初診料補助の制度や、入院出産費用の助成制度は、経済的な困難から病院の受診をた

めらう方もいる中でよい制度だと思うが、経済的な収入要件など助成を受けるための要

件はあるか。 

産婦人科の初回受診料支援は、令和５年の４月から実施している事業であり、経済的

状況は確認するが、家庭としてお金があるがＤＶなどで家族や配偶者がお金を出してく

れないなど、様々な背景がある。また急ぎ必要な検査ではあるので、その際に地区の保

健師がヒアリングを通じて、全体像を把握し決定している。収入面の基準があり、全て

の方が使用できるわけではないが、相談に繋がる方の傾向としてシングルマザーの方や

働いていない方が昨年は多く、相談を通じて決定している。 
入院助産制度は全国展開されており、非課税世帯であることを条件としている。こち

らは相談の中で制度が適用できると判断した場合、地域みまもり支援センターで申請し

て決定となるため利用のハードルが少し高いが、その代わりにきちんと面接しながら、

妊婦の置かれている状況を把握し、決定する事業となる。一方で制度の利用をためらう

方も多くいる。生活保護に繋げたほうが良いケースも沢山あるのが現状だが、様々な事

情で望まない方もおり、出産して子どもを育てる観点から、経済的な土台や住まいを確

定するうえで、生活保護の必要性を説明し、保健師や社会福祉職の職員と相談しながら、

対象者の方とベストな方法を考えていく流れとなっている。 
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・補助制度について相談に来る方がどのくらいの割合で認識しているのか。 

相談者はほぼ制度が知られていないのが現状であり、広報の方法や相談先の紹介は、

行政だけではなくＮＰＯなど、様々な団体の御意見を伺いながら、丁寧に広げていく必

要がある。 
・各区に地域みまもり支援センターが設置されていると伺ったが、新しい取組は区ごと

に決めていくことになっているのか。 

基本的に制度自体は本庁所管課で作り、７区同じように展開しているが、区独自の取

組もあり、地域の関係機関やネットワークの中で進めている。補助制度は７区一律で実

施している。 
・例えば区によってＤＶ相談が多いなどの傾向があり、対策、予算などに関して柔軟に

対応していく必要があるかと思うが、現状の体制として可能か。 

乳幼児健診や妊婦健診といった初回参加事業のような大きな枠組みは本庁所管課で制

度設計するが、例えば最近だと麻生区に外国籍の方が多く転入されており、情報提供の

在り方として、翻訳や通訳のための予算を確保している。また両親学級も全区で実施し

ているが、各区でその特徴に基づいて、回数や内容など設定し予算を組んでいる。 
・地域みまもり支援センターで個々の状況に合わせた支援を行っているということだっ

たが、メールやＬＩＮＥ相談も個別に対応されているのか。 

メール相談は妊娠・出産ＳＯＳ相談の中で実施しているが、地域みまもり支援センタ

ーでも、継続的な相談支援が必要な方には、メールでアポイントを取るといった使い方

をしている。区役所の中でメール相談は主流ではないが、最近の若い方は電話が繋がら

ず、その間に妊娠経過が進んでしまう場合は、病院への同行支援への働きかけなど連絡

が必要な時にメールを利用している。 
・一般的にリスクが高いのは女性になるが、学校教育では女子生徒と男子生徒に対してどのよ

うな教育をしているか。男子生徒に特化した内容などはあるか。 

  男性への教育に関して、思春期教育や衛生教育にも課題があり、市内小中学校の教員

との率直な意見交換が重要だと感じている。衛生教育に関しては、令和５年度は約６，

０００人が受講し、この中には教員も含まれる。講師は主に助産師や産婦人科の医師に

依頼しているが、現状では、男女一緒に一律の教育を行っている。学校によって男女を

分ける、男性の講師を呼んでほしいといった要望もある。妊娠・出産に関する知識、避

妊の方法など、踏み込んだ話をする場合もある。 
・近年、刑法の法改正があり、性的同意も性教育において重要な内容となっている。啓

発ではそうした社会的な面でのフォローや、性について教える点をどのように具体化し

ているか。 
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市内小・中学校の講師は、助産師、産婦人科医、保健師が行っているが、その中でデ

ートＤＶや自分も相手も大事にするという観点から、衛生教育を行っており、性的同意

についても伝えている。 
・性教育に関して、家庭における親から子への教育などに関して何か検討されているか。 

 保護者向けの性教育は非常に重要だと認識している。子どもへのアプローチが各学校

を通じて可能だが、保護者に対する働きかけはハードルが高いので、ＰＴＡなどで説明

する機会があれば、各区で相談して進めていきたい。 
・両親学級は土日やハイブリットでも開催されているが、働く女性も多くなっており、

サービス業などは土日が休みではない。その点はどのように認識しているか。また外国

籍の方にどのように対応しているか。 
両親学級は、おおむね平日は区役所で開催し、月１回、看護協会に依頼してプレパパ、

プレママ教室を対面とオンラインのハイブリッドで開催している、オンライン参加で毎

月１００組近くが参加されており、中には外国籍の方もいるが、日本語での御案内にな

るので言語が壁になる場合は参加しにくいことを課題として認識している。働く方も増

加している状況で、妊婦が働いており平日休みが取れない方には、土日の両親学級を案

内するなどしているが、最近両親学級に参加される方の傾向として、夫婦そろって出る

方が多く、土曜日、日曜日開催は夫が休みだから参加されるという方もいる。 
・両親学級のチラシに関して、麻生区や多摩区は男性のイラストもあるが、女の人のイ

ラストが入っている区が多く、子育てをするのは女性だというニュアンスが伝わること

を懸念する。父親の扱いが母親のセカンドというか付け足しのような扱いで、父親も一

緒に子育てするというようなニュアンスがあると、参加しやすいのではないか。また、

シングルの方でも参加しやすい状況への工夫や、障害のある方のサポートなどはどのよ

うになっているか。 

チラシが見る人に与える印象や、父親参加の表現の仕方などは、作成側として十分に

意識していない面もあると御指摘を受けて感じたので、各区に御意見を伝えていく。 
・チラシだけではなく、両親学級で配布される資料やアンケートも母親が子育てするこ

とを前提にした偏った作りになっているのではないか。 

両親学級のアンケートなどについて、今一度区と議論しながら、いただいた意見をフ

ィードバックしていく。 
・近年、企業でも男性が数か月単位で育休を取ることが増えているが、男性に対して、

男性だからこそできることや、女性側から見て男性にやってもらえると良いことなどを

伝えている取組はあるか。 

両親学級は区ごとに異なっており、区によって２日間で実施する場合は、学級の半分
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を妊婦と父親になるパートナーの部屋を分けて実施している。父親には周産期、出産直

後の一番大変な時のよき理解者、支援者であってほしい。夫婦で子育てを担う家庭が非

常に多くなっており、一方で産後鬱や育児不安と言われるものに悩まれる方も多くなっ

ている状況があるため、身近なパートナーが産前産後に少しいつもと違う様子や違和感

に気づき相談を促せるよう、父親と家族には産後鬱や、ホルモンバランスで特にメンタ

ル面に影響を受けること伝え、相談機関も紹介している。産後の新生児訪問についても、

昨今在宅で仕事をされている方も多くなり、母親と一緒に参加する父親も多くいるので、

その際は父親の不安などの相談も家庭訪問で受けている。 
 

③事業における今後の方向性や課題について 
令和５年２月から経済的支援が一体となった伴走型相談支援事業を実施している。伴

走型相談支援という新しい名前が付いているが、取組自体は本市で従前より行ってきた

もので、母子健康手帳の交付時の面接、妊娠後期のアンケート及びそれに伴う面接、出

産後の家庭訪問等を通じながら、妊娠期から子育て期に関する育児不安の軽減、育児不

適応の予防に力を入れている。コロナ以降、父親が在宅している家庭も多く、最近は母

子健康手帳交付時にパートナーと来られる方も多い印象を受けている。おそらく市民の

意識も大分変わってきており、父親やパートナーの方から自分たちも子育てに関わりた

い、こうしたことを知りたいといった声も多く寄せられている。両親学級のチラシのよ

うに、我々自身が女性の立場に立った目線になりがちであることを本日は改めて認識し

た。子育ては男女が共にやっていくことをより意識的に認識しながら、広報や、父親か

らもアクセスしやすい相談体制づくりに取り組んでいきたい。 

 

（３）ヒアリングに対する委員意見 

○テーマ１「男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について」 

・危機管理本部も宮前区も会議体における女性比率が高くないことに課題がある。川

崎市の審議会における女性委員比率は第５期男女平等推進行動計画で２０２５年まで

に４０％にすることを目標としているが、目標自体もあまり意識されていないのでは

ないか。一歩、二歩先の対策を考え、他の地域の事例を参考に改善を進めてほしい。

職員体制についても、目標値も含め市として人員配置に積極的に取り組んでいただき

たい。特に職務内容について男女差がないようだったので、意識的に改革していくの

が良いのではないか。 

また地域における女性の参画についても、多様な立場を代表する方が多く参加するこ

とが防災上でも川崎市を強くすることに不可欠だ、といった強い打ち出しが必要であ
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る。その際は市だけではなく、男女共同参画センターなど様々な関連機関と連携して

いくことも不可欠である。 

・防災については、全国的な流れや川崎市独自の考えも踏まえ検討されており、例え

ば宮前区役所が避難所運営で性別役割分業をどのように突破するか、また多様な属性

への配慮に向けたプライベートルームの活用など、先駆的な取組をしていることを把

握したが、今後は他の区の状況も確認したい。またヒアリングで議論されなかった点

として、民間団体との連携についても今後強化されるとよい。 

・宮前区の避難所運営マニュアルでは、避難所の原則に関して男女双方の視点を入れ

て避難者の状況や重要度に応じて柔軟に対応すると記載されているが、ジェンダー視

点で考えると基礎的なニーズが男女で異なることを踏まえて災害支援を行うことが必

要であり、可能ならば配慮する対象者として、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外

国人が挙げられるなど、ジェンダー視点が弱いと感じる。また、避難所運営をする際

にスタッフがジェンダー役割に限定されないことは重要だが、避難者として支援する

方への対応という点でジェンダー視点が不足している印象を受けた。 

・地域住民の視点から見ると、とても女性が少ない役員体制になっている。最近は防

災用具や施設も軽量化や簡略化が進み、女性でも組みたてられるものも増えているの

で、より現場の地域防災に女性が関わるように啓発してほしい。 

・地域防災に関して住民のことをよくわかっているのは、町内会や自治会のため、連

携が必要である。 

・ＰＴＡ活動を行う保護者の中でも地域防災に関わる人は少ないので、ぜひ行政の防

災に関われる体制を作れたら、女性も男性も若い人が参加できるのではないか。 

 

〇テーマ２「妊娠・出産などに関する健康支援について」 

・妊産婦等への支援について、担当課として様々な制度が整ってきたことも反映して、

努力されており、広報や学校教育へのアプローチ、教員の認識の重要性は十分に認識

されているが、困難を抱えた特定妊婦など、支援が届かない、支援情報も届かない方

もおり、そうした方へのアプローチが引き続き課題となっている。 

・リスクが高い状況に置かれている方への支援について、支援者の専門性や能力が持

続可能に発揮でき、困難を抱えた様々な方や母子を支援できる体制になるよう、様々

な専門職が今後はさらに連携できるよう進めていただきたい。 

・妊娠したが親に話せないなど、妊婦になってから困難を抱える方もおり、そういう

方はおそらく誰にも話せないから匿名性が重要となるため、適切な相談機関へのアク

セスをスムーズにしてほしい。 
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・特定妊婦への支援や避妊問題、望まない妊娠への対応は緊急事態であるため、２４

時間いつでも電話、メールだけでなくＳＮＳで連絡が取れるなど、連絡経路のアクセ

ス確保を今後重点的に取り組んでほしい。昨年度、東京で始まったＹＯＵＴＨ ＨＥ

ＡＬＴＨＣＡＲＥ（ユースヘルスケア）事業では、若者向けの広報に関してＬＩＮＥ

を使用するなど、病院にかかる前のアクセス経路を開拓しており、ぜひ川崎市も川崎

市ならではの取組を進めていただきたい。 

・様々な良い施策があっても多くの人に伝わっていないのが課題である。ＳＮＳの使

用や情報伝達のデジタル化など工夫してほしい。 

・母子手帳という名前に男性である自分が子育てした際に、疎外感を感じていた。 

母子手帳の名前と中身について、もう少し父親も関わることができる内容にすれば、 

男性側も家事や育児を手伝うのではなく当事者意識を持てるのではないか。 

・妊産婦への支援は、関わっているスタッフに保健師など女性が多く、逆に男性の視

点を入れにくいような状況もあるのではないか。 

・母子保健については男性の参画を打ち出していく意識が少し薄いように見受けられ

た。社会の若年層の意識は変わってきており、社会の良い変化に沿って、その方向性

が進むよう市役所も取り組んでいくことが望ましい。パンフレットの作成などでは、

男性に対してなど古い意識が残っている側面もあり、市民の意識が変わっている今だ

からこそ、色々な取組を進めていただきたい。 

・両親学級については、子育て参加の促進という点で、それぞれの母親や、特に父親

の働き方に取り組まなければ、実際の育児参加は難しいのではないか。 

・両親学級は男女がそろって参加すればよいというのではなく、家庭自体が密閉化さ

れ、様々な問題が生じる場であるので、地域の人の助けを借りるなど、そうした視点

も盛り込んだ教室や講座がもっと増えるとよい。 
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７ 川崎市男女平等推進審議会について 

 

（１） 掌 握 事 務 

ア 男女平等推進行動計画の策定・変更に際し、意見を述べる。（条例第８条） 

イ 男女平等の推進に関する重要事項の調査審議（条例第１７条） 

 

（２） 組 織 

  第１１期川崎市男女平等推進審議会 

任 期：令和５(２０２３)年４月１日～令和７(２０２５)年３月３１日 

  委員数：１３人（女性７人、男性６人） 

・男女いずれか一方の委員数が委員総数の４割未満とならないようにする。 

・市民のうちから委嘱される委員は、公募によるものとする。 

 

（３） これまで実施したヒアリング 

実施日時 対象等 

平成２２(２０１０)年 

７月１日（木） 

第２期行動計画 

柱Ⅳ－基本施策１４ 男女共同参画推進員の活動の充実 

【局・区の男女共同参画推進員】 

平成２３(２０１１)年 

８月２６日（金） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅰ－基本施策１ 性に基づく人権侵害の根絶に向けた取組の充

実【男女共同参画センター、川崎区役所保健福祉サービス課】 

② 柱Ⅱ－基本施策５ 豊かな生活のための時間と空間の確保への支

援及び基本施策６ 子育てを支える環境の充実 

【上下水道局庶務課及び育児休業を取得した男性職員】 

平成２４(２０１２)年 

９月１９日（水） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅳ－基本施策１２ 政策・方針決定過程への女性の参画促進【総

務局人事課、課長職の女性職員】 

② ひとり親世帯への施策【市民・こども局こども本部こども福祉課、健

康福祉局生活保護・自立支援室】 

平成２５(２０１３)年 

１０月２日（水） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅰ－基本施策２  ＤＶ被害者支援対策について【市民・こども局

こども本部、区役所所管課】 

② 柱Ⅲ－基本施策８ 子どもからおとなまで、生涯を通じた教育や学

習・研修のための環境の整備【教育委員会人権・共生教育担当、

生涯学習推進課】 

平成２６(２０１４)年 

８月２２日（金） 

 
９月２４日（水） 

第２期行動計画 

① 柱Ⅱ－基本施策４ 事業者による男女共同参画の取組と、男女共

同参画の視点における市内企業・事業所の現状と課題及びそれら

を踏まえた市の取組について【一般社団法人 中原工場協会、経済

労働局労働雇用部】 

② 柱Ⅳ－基本施策１１ かわさき男女共同参画ネットワークの検証と活

用について【市民・こども局人権・男女共同参画室】 
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平成２７(２０１５)年 

９月２日（水） 

第３期行動計画 

（１）男性の子育て・地域活動への参加促進について 

① 目標Ⅰ基本施策 3 施策 3  男性が地域活動に参画できる環境づく

り 

 【教育委員会生涯学習推進課】 

② 目標Ⅲ基本施策 1 施策 1 地域活動における男女共同参画の促進 

 【高津区役所生涯学習支援課】 

（２）男女共同参画の視点を取り入れた防災対策について 

   目標Ⅲ基本施策 1 施策 3 防災・まちづくり分野における男女共同 

参画の推進と女性の参画の拡大 

   【総務局危機管理室、中原区役所危機管理担当】 

平成２８(２０１６)年 

９月１日（木） 

第３期行動計画 

① 目標Ⅰ基本施策 3  キャリア在り方生き方教育における男女共同参 

画の視点について 

    【教育委員会教育改革推進担当】 

②目標Ⅱ基本施策 2  科学技術・学術分野における男女共同参画の推 

  進と女性の参画の拡大 

【経済労働局企画課、労働雇用部】 

【教育委員会総合教育センターカリキュラムセンター】 

平成２９(２０１７)年 

７月３１日（月） 

第３期行動計画 

 特定事業主行動計画に基づく庁内の女性活躍に向けた取組につい

て 

 目標Ⅱ基本施策 1 施策 2 女性職員の職域拡大、能力向上と登用の

推進 

 目標Ⅱ基本施策３施策 2 育児・介護休業制度などの定着と利用促進 

 【総務企画局人事部人事課】 

平成３０(２０１８)年 

９月１４日（金） 

第３期行動計画 

 川崎市 DV 防止・被害者支援基本計画に基づく取組について 

目標Ⅰ基本施策 2 施策 1  ドメスティック・バイオレンスの防止と被害者 

支援の推進 

【市民文化局人権・男女共同参画室、こども未来局児童家庭支援・虐

待対策室、区役所所管課】 

令和元(２０１９)年 

８月３０日（金） 

第４期行動計画 

① 目標Ⅰ基本施策 2  市職員に向けたハラスメントの防止及び被害者

支援の取組について 

    【総務企画局人事部人事課】 

②目標Ⅲ基本施策 9  若年層を対象にした就労自立支援について 

【経済労働局労働雇用部】 

令和２(２０２０)年 

７月１７日（金） 

第４期行動計画 

①困難な状況にある若年女性に向けた支援について 

 【こども未来局児童家庭支援・虐待対策室、こども支援部こども保健福

祉課】 

②ひとり親家庭に向けた支援について 

 【こども未来局こども支援部こども家庭課】 
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令和３（２０２１）年 

９月２日（木） 

第４期行動計画 

①若年層を対象にした暴力防止の啓発について 

 【教育委員会事務局教育政策室】 

②男女共同参画センターにおける若年層への取組について 

 【川崎市男女共同参画センター】 

令和４（２０２２）年 

７月２５日（月） 

第４期行動計画 

①生活困窮者等に対する自立支援について 

 【健康福祉局生活保護・自立支援室】 

②区役所における若年女性への支援について 

 【川崎区役所大師支所健康福祉ステーション】 

令和５（２０２３）年 

９月５日（火） 

第５期行動計画 

①女性の就労支援について 

 【経済労働局労働雇用部】 

②男女共同参画センターにおける就労支援及び居場所づくり支援に

ついて 

 【川崎市男女共同参画センター】 

令和６（２０２４）年 

７月１７日（水） 

第５期行動計画 

①男女共同参画の視点に立った地域防災の推進について 

 【危機管理本部危機対策部、宮前区役所危機管理担当】 

②妊娠・出産等に係る支援について 

 【こども未来局児童家庭支援・虐待対策室】 
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第１１期川崎市男女平等推進審議会委員名簿 

任期（令和５年４月１日～令和７年３月３１日）  
（50 音順、敬称略）                   

◎会長  〇副会長 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女比 男：女＝６：７  
 

事務局 市民文化局人権・男女共同参画室 
     室  長   長沼 芳之  
     担当課長   押田 智寿代 
     担当係長   高山 省吾 
     担当係長   田代 悠祐 
     専門調査員   高橋 麻美 
    
 

 氏   名 所属等 

１ 阿部
あ べ

 健
けん

次郎
じ ろ う

 
川崎地域連合        （令和６年１１月１日～） 

（川崎運送労働組合 執行委員長） 

２ 新井
あ ら い

 教史
のりふみ

 川崎市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 

３ 板井
い た い

 広明
ひろあき

 ○ 専修大学経済学部 教授 

４ 岩崎
いわさき

 貴
たか

行
ゆき

 
川崎市ケーブルテレビ協議会 （令和６年４月１日～） 

（株式会社ジェイコム湘南・神奈川 町田・川崎局 局長） 

５ 岡田
お か だ

 恵利子
え り こ

 市民公募 

６ 戒
かい

能
のう

 民
たみ

江
え

 お茶の水女子大学 名誉教授 

７ 北野
き た の

 嘉
よし

信
のぶ

 川崎商工会議所  

８ 嶋田
し ま だ

 弘
こう

僧
ぞう

 市民公募  

９ 橋本
はしもと

 純子
じゅんこ

 特定非営利活動法人かながわ女のスペースみずら 

１０ 樋口
ひ ぐ ち

 美樹
み き

 市民公募  

１１ 松本
まつもと

 育子
い く こ

 神奈川県弁護士会 弁護士 

１２ 村尾
む ら お

 祐
ゆ

美子
み こ

 ◎ 東洋大学社会学部 准教授 

１３ 森
もり

  久美子
く み こ

 川崎市医師会 理事    （令和５年７月１１日～） 
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調査票
目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

年度 達成度
達成度を選択した理

由

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

市民文化局
人権・男女
共同参画室

男女共同参画
に関する啓発
の際は、SDGｓ
の内容も含め
た情報発信を
実施

施策１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

事業
番号

事業 事業概要 令和５(2023)年度実績

年度ごとの達成度（男女共同参画の視
点に配慮した事業の推進度） 今後

の方
向性

次年度の課題 所管局 担当部署

目標Ⅰ　男女共同参画に係る教育・啓発の推進

基本施策1　男女共同参画の理解の促進

　性別による固定的な役割分担意識の解消に向けて、男女共同参画やＳＤＧｓに関する理解を促進するための広報・啓発活動を推進します。

1

「男女平等推進
週間」等を通じ
た啓発を実施
します。

週間事業の実
施

市民文化局
人権・男女
共同参画室

市民文化局
人権・男女
共同参画室

・情報提供室の
運営・充実
・情報誌「すくら
む」などの発行

2

ホームページ
や市のあらゆ
る施設を積極
的に活用した
広報を実施しま
す。

HP、情報プラ
ザを通じた広
報

市民文化局
男女共同参
画センター

SDGｓ関連の事
業やイベントの
実施を通じた
広報・啓発の実
施

総務企画局 企画調整課

3

男女共同参画
に関する情報
を読み解き、発
信する力の向
上に向け、書
籍の閲覧や情
報誌の発行等
を通じた情報
提供を行いま
す。

4

SDGsに関する
積極的な情報
発信を通じ、
「目標5　ジェン
ダー平等を達
成し、すべての
女性及び女児
の能力強化を
行う」の理解促
進に努めます。

4

SDGsに関する
積極的な情報
発信を通じ、
「目標6　ジェン
ダー平等を達
成し、すべての
女性及び女児
の能力強化を
行う」の理解促
進に努めます。

令和５(２０２３)年度男女平等推進行動計画の進捗状況に関する調査シート
様式 １
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1

配慮した 配慮しなかった

具体例：

2

配慮した 配慮しなかった

具体例：

3
把握した 把握しなかった

具体例：

4
取組を行った 取組を行っていない

具体例：

（※）性別記載欄を設定する際は、事業の性質やジェンダー統計の観点等を踏まえて、性別情報を取得する目的を精査し、「男（性）、女（性）、その他
（　　）、回答しない」など、性の多様性を尊重した選択肢の設定を検討してください。
　なお、4川市人第523号にて、申請書等における性別記載欄の見直しについて通知しておりますのでご参考ください。

その他男女共同参画社会の形成に向け、行った取組と成果

性別により異なる課題やニーズがあることを把握した

　　　例）・アンケートや調査で必要に応じて性別把握項目を設置し(※）、性別により異なる課題やニーズを把握した
　　　　　・事業登録者や参加者など、事業対象者の統計を必要に応じ性別区分で把握した。
　　　　　・事業推進の中で、性別により異なる課題やニーズがあることを把握した。

　　　　　・男女共に参加しやすい講演会、研修会となるよう、講師や内容について検討した。

　　　例）・事業の実施に当たり男女ともに参加しやすい曜日や時間帯を設定した。
　　　　　・保育サービスを充実し、子育て中の男女に利用しやすいようにした。
　　　　　・参加者の募集に当たり男女の募集が偏らないよう工夫した。
　　　　　・性別に関わらず、幅広く情報がいきわたるよう、広報に工夫をした。
　　　　　・バリアフリーにするなど、あらゆる人に利用しやすいようにした。
　　　　　・男女共に参加しやすい広報を心がけた。
　　　　　・審議会等や協議会等の場において、男女共に発言しやすい雰囲気になるよう心がけた。
　　　　　・セクハラなど性別に基づくハラスメント防止に向けた取組を行った。

男女それぞれにとって利用・参加しやすいよう配慮した。

　　　　　・事業の企画・実施に当たり、男女共に参加する体制を整備した。

目標Ⅰ

男女共同参画に係る教育・啓発の推進
　家庭、学校、働く場、地域などあらゆる場面において、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた教育・啓発を推
進し、性別にかかわりなく誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の形成に向けた理解の促進に取り組
む。

　　　　　・審議会等や会議では、男女双方が意思決定できる立場となるよう取組を行った。
　　　　　・審議会等や会議で固定的な役割分担意識にとらわれない取組を行った。

担当

基本施策
１　男女共同参画の理解の促進
２　男女共同参画の視点に立った施策の推進

　例を参考に、該当する項目にチェックしてください。具体的な取組についても併せて記入してください。
　（※該当する所管事業がない場合は、回答の必要はありません。）

事業の企画・実施に当たり男女どちらかの意見に偏らないよう配慮した。

　　　例）・広報物を作る際、表現やイラストが男女どちらかに偏っていないか、固定的イメージにとらわれていないかを確認した。

令和５年度　男女共同参画推進員による評価シート　
局本部（室）区 室・課 担当者 内線

様式 ２
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男女平等かわさき条例 

 
 
 

 
 

平成 13 年 6 月 29 日 

条 例 第 1 4 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条～第 7 条) 

第 2 章 基本施策等(第 8 条～第 15 条) 

第 3 章 拠点施設(第 16 条) 

第 4 章 男女平等推進審議会(第 17 条) 

第 5 章 雑則(第 18 条) 

附則 

 

 

川崎市においては、男女平等の実現に向けて、

国内外の動向を考慮しつつ、地域の実情に応じた

様々な取組を進めてきた。 

しかしながら、今なお、様々な分野において男

性を中心とする意識、性別による固定的な役割分

担等が存在し、男女の自立、特に女性の社会的及

び経済的自立が阻まれている。 

このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者

が相互に協力しながら、それぞれの役割を積極的

に果たして男女平等を一層推進していく必要が

ある。 

男女があらゆる場において男女平等にかかわ

る人権の侵害を受けることがなく、自立すること

ができ、共に働き、学び、及び生活することがで

きる快適で平和な男女共同参画社会としての男

女平等のまち・かわさきを創造していくため、こ

の条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女平等の推進に関し、基

本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の役

割を明らかにするほか、必要な事項を定めるこ

とにより、男女平等を総合的かつ計画的に推進

し、もって市、市民及び事業者の協働による男

女共同参画社会の形成に寄与することを目的

とする。 

(基本理念) 

第 2 条 男女平等は、次の基本理念にのっとり、

その推進が図られなければならない。 

(1) 男女が共に職場、学校、地域、家庭その

他の社会のあらゆる場(以下「あらゆる場」

という。)において、個人として自立し、自

由に生き方を選ぶとともに、多様な生き方及

び個性を互いに尊重し、責任を分かち合うこ 

と。 

 

 

(2) 男女が共にあらゆる場において、社会に

おける制度、慣行、意識等に起因する性別に 

よる差別的取扱いを受けることがなく、人権 

が尊重されること。 

(3) 社会のあらゆる分野における立案、決定

その他の活動に男女が平等に参画する機会

を確保し、個人が本来持っている能力を十分

に発揮すること。 

(4) 男女が等しく政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができること。 

(5) 地域社会を構成するすべての者が、自ら

の意思と相互の協力により、積極的に男女平

等を推進し、生活する者にとって快適な生活

優先型社会を創造すること。 

(市の役割) 

第 3 条 市は、男女平等を阻害する要因を解消す

るよう努め、男女のいずれかの参画が十分にな

されていない場における男女の平等な参画の

機会の確保(以下「男女の平等な参画の機会の

確保」という。)に取り組むほか、あらゆる施

策において男女平等が図られるよう男女平等

を総合的かつ計画的に推進する役割を担うも

のとする。 

(市民の役割) 

第 4 条 市民は、男女平等を阻害する要因を解消

するよう努め、男女の平等な参画の機会の確保

に取り組み、及び市の実施する男女平等を推進

するための施策(以下「男女平等施策」という。)

に協力する役割を担うものとする。 

(事業者の役割) 

第 5 条 事業者は、その事業活動において、男女

平等を阻害する要因を解消するよう努め、男女

の平等な参画の機会の確保、育児、介護等の家

庭生活と職業生活が両立できるようにするた

めの支援等に取り組み、及び市の実施する男女

平等施策に協力する役割を担うものとする。 

(男女平等にかかわる人権侵害の禁止) 

第 6 条 何人も、あらゆる場において、性別によ

る差別的取扱い、性的な言動に対する相手の対

応により当該相手に不利益を与え、又は性的な

言動により相手の生活の環境を害する行為、配

偶者等に対する著しい身体的又は精神的苦痛

を与える暴力的行為等の男女平等にかかわる

人権の侵害(以下「男女平等にかかわる人権侵

害」という。)を行ってはならない。 
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(男女平等にかかわる人権侵害に対する相談及

び救済) 

第 7 条 川崎市人権オンブズパーソン条例(平成

13 年川崎市条例第 19 号)第 12 条第 1 項に規定

する市民等は、川崎市人権オンブズパーソンに

対し、男女平等にかかわる人権侵害について相

談し、又は男女平等にかかわる人権侵害からの

救済を求めることができる。 

2 市は、川崎市人権オンブズパーソンによるも

ののほか、男女平等にかかわる人権侵害に関す

る相談又は救済については、関係機関、関係団

体等との連携を図るとともに男女平等にかか

わる人権侵害を受けた者の立場に配慮した対

応に努めるものとする。 

 

第 2 章 基本施策等 

 

(行動計画) 

第 8 条 市は、男女平等施策その他の男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の基本とな

る川崎市男女平等推進行動計画(以下「行動計

画」という。)を策定するものとする。 

2 市長は、行動計画を策定する場合は、あらか

じめ、川崎市男女平等推進審議会の意見を聴く

とともに、市民及び事業者の意見を反映させる

よう努めるものとする。 

3 市長は、行動計画を策定したときは、これを

公表するものとする。 

4 前 2 項の規定は、行動計画の変更について準

用する。 

(年次報告) 

第 9 条 市長は、行動計画に基づいた施策の実施

状況について年次報告書を作成し、これを公表

するものとする。 

(参画の機会を積極的に提供する施策の推進) 

第 10 条 市は、社会のあらゆる分野における活

動への参画の機会に係る男女間の格差の是正

を図るため、必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し当該機会を積極的に提供す

る施策を推進するものとする。 

(学習等のための支援) 

第 11 条 市は、学校教育、家庭教育その他社会

における教育において行われる男女平等に関

する学習等のために必要な支援に努めるもの

とする。 

(関係団体への支援) 

第 12 条 市は、男女平等を推進する活動を行う

関係団体の自主性及び主体性を尊重しつつ、当

該活動について必要な支援に努めるものとす

る。 

(情報の収集及び調査研究) 

第 13 条 市は、男女平等に関する情報の収集及

び調査研究を行うものとする。 

(広報活動等) 

第 14 条 市は、男女平等に関する理解の促進を

図るため、広報活動を行うとともに、市民及び

事業者に対する普及啓発及び必要な情報の提

供に努めるものとする。 

(推進体制等) 

第 15 条 市は、男女平等を総合的かつ計画的に

推進するため、必要な体制を整備するものとす

る。 

2 市は、男女平等の推進に当たっては、市民、

事業者、関係機関、関係団体等との有機的な連

携に努めるものとする。 

 

第 3 章 拠点施設 

 

(拠点施設) 

第 16 条 市は、川崎市男女共同参画センターを

拠点として、男女平等施策を推進するものとす

る。 

 

第 4 章 男女平等推進審議会 

 

(男女平等推進審議会) 

第 17 条 第 8 条第 2 項に定めるもののほか男女

平等の推進に関する重要事項について、市長の

諮問に応じ、調査審議するため、川崎市男女平

等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、委員 13 人以内で組織する。 

3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総

数の 10 分の 4 未満であってはならない。 

4 委員は、市民、事業者、関係団体の代表者及

び学識経験のある者のうちから市長が委嘱す

る。 

5 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

6 委員は、再任されることができる。 

7 第 4 項の委員のほか、特別の事項を調査審議

するため必要があるときは、審議会に臨時委員

を置くことができる。 

8 委員及び臨時委員は、職務上知ることができ

た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

第 5 章 雑則 

 

(委任) 

第 18 条 この条例に定めるもののほか、この条

例の実施のため必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 13 年 10 月 1 日から施行する。

ただし、第 7 条の規定は、市長が定める日から施

行する。 

 

(平成 14 年 3 月 29 日規則第 32 号で平成

14 年 5 月 1 日から施行) 
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